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今月の表紙 :
中央を緑の山波で区切り、上方に都市の道路を図案化し、下方には道路管理者が設置する警戒標識の一つ、
"動物が飛び出すおそれあり"を配した。



薄
葉
/
新
た
憲
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
稟̂
}④
纜
襲

新
燈
怠
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
(案
)の
概
要

道
路
局
企
画
課

-
一
新
を
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
(案
)の

大
綱

1

新
た
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画

(案
)
の
基
本
的
方

向二
一
世
紀
を
目
前
に
控
え
、
社
会
生
活
、
経
済
活
動
が
、

人
を
中
心
と
し
て
一
層
効
果
的
･
効
率
的
に
展
開
さ
れ
る

よ
う
、
道
路
政
策
の
目
標
を
明
示
し
た
新
た
な
道
路
整
備

五
箇
年
計
画

(案
)
(平
成
10
年
度
j
14
年
度
)
を
策
定

し
、
そ
れ
に
基
づ
き
各
施
策
を
重
点
的
か
つ
計
画
的
に
推

進
す
る
。

計
画
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
道
路
審
議
会
建
議

｢道
路

政
策
変
革
へ
の
提
言
j
よ
り
高
い
社
会
的
価
値
を
め
ざ
し

て
-
｣
(参
考
)
を
踏
ま
え
つ
つ
、
さ
ら
に
、
各
方
面
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
道
路
政
策
に
対
す
る
強
い
要
請
を
受
け
、
新

ー
よ
り
高
い
社
会
的
価
値
を
め
ざ
し
て
-
｣

②

パ
ブ
リ
ッ
ク
･イ
ン
ポ
ル
ブ
メ
ン
ト

(国
民
参
加
)

方
式
に
よ
る
全
国
約
一
三
万
人
か
ら
の
道
路
政
策
へ

の
意
見

③

道
路
や
地
域
づ
く
り
を
テ
ー
マ
に
し
た
懇
談
会
で

の
意
見

(六
三
地
域
一
九
五
回
に
の
べ
約
三
、
0
0

0
人
が
参
加
)

④

地
域
経
済
界
等
か
ら
の
こ
れ
か
ら
の
地
域
･
ま
ち

づ
く
り
を
支
え
る
道
路
整
備
の
方
向
性
を
示
す
ビ
ジ

ョ
ン
･
提
言

⑤

都
道
府
県
や
市
町
村
が
作
成
し
た
地
域
の
道
路
整

備
五
箇
年
計
画
要
望

各
方
面
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
道
路
政
策
に
対
す
る
様
々
な
要

請
を
受
け
ま
し
た
。

一
は
じ
め
に

道
路
は
、
国
土
空
間
の
有
効
活
用
を
図
り
、
ク
ル
マ
社

会
や
地
域
社
会
を
支
え
て
き
た
総
合
的
な
社
会
基
盤
で
す
。

二
一
世
紀
を
目
前
に
控
え
、
社
会
生
活
、
経
済
活
動
が
、

人
を
中
心
と
し
て
一
層
効
果
的
･
効
率
的
に
展
開
さ
れ
る

よ
う
、
道
路
の
機
能
を
よ
り
高
め
る
政
策
を
展
開
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
般
、
道
路
政
策
の
目
標
を
明
示
し
た
新
た
な
道
路
整

備
五
箇
年
計
画

(案
)
を
策
定
し
ま
し
た
。
以
下
に
そ
の

概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
策
定
初
期
よ
り
可
能
な
限
り
た

く
さ
ん
の
意
見
を
踏
ま
え
、
新
た
な
道
路
政
策
の
方
向
性

を
示
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、

①

道
路
審
議
会
建
議

｢道
路
政
策
変
革
へ
の
提
言



た
な
道
路
政
策
の
方
向
性
を
示
す
。

①

道
路
審
議
会
や
各
地
域
の
懇
談
会
が
、
パ
ブ
リ
ッ

ク

･
イ
ン
ポ

ル
ブ
メ
ン
ト
方
式
に
よ
り
、
全
国
約

一

三
万
人
か
ら
の
道
路
政
策
へ
の
意
見
を
集
約

②

道
路
や
地
域
づ
く
り
を
テ
ー
マ
に
し
た
懇
談
会
に
、

六
三
地
域
一
九
五
回
に
の
べ
約
三
、
0
0
0
人
が
参

加
③

地
域
経
済
界
等
が
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
･
ま
ち
づ

く
り
を
支
え
る
道
路
整
備
の
方
向
性
を
示
す
ビ
ジ
ョ

ン
･
提
言
を
発
表

ま
た
、
効
率
的
な
地
域
レ
ベ
ル
の
諸
活
動
の
展
開
や
計

画
的
な
地
域
づ
く
り
、
ま
ち
づ
く
り
を
支
援
す
る
た
め
、

道
路
政
策
目
標
を
明
示
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

各
都
道
府
県
や
市
町
村
に
お
い
て
も
地
域
版
五
箇
年
計
画

を
策
定
し
、
施
策
の
計
画
的
展
開
を
図
る
。

○

社
会
･
経
済
･
生
活
の
緊
急
課
題
へ
の
対
応

社
会
、
経
済
、
生
活
の
各
分
野
に
お
い
て
直
面
す
る
物

流
の
効
率
化
、
市
街
地
の
活
性
化
、
渋
滞
対
策
、
防
災
対

策
等
の
緊
急
課
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
、
道
路
の
持
つ

多
様
な
機
能
を
効
率
的
に
発
揮
で
き
る
よ
う
、
施
策
を
展

開
す
る
。
こ
の
た
め
、
｢新
た
な
経
済
構
造
実
現
に
向
け
た

支
援
｣
｢活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
･
都
市
づ
く
り
の
支
援
｣

｢よ
り
よ
い
生
活
環
境
の
確
保
｣
｢安
心
し
て
住
め
る
国
土

の
実
現
｣
を
施
策
の
柱
と
し
た
新
た
な
道
路
整
備
五
箇
年

計
画

(案
)
を
策
定
し
、
道
路
政
策
を
重
点
的
か
つ
計
画

的
に
推
進
す
る
。

②

道
路
政
策
の
進
め
方
の
改
革

事
業
目
的
と
社
会
的
な
効
果
を
十
分
に
確
認
し
な
が
ら

投
資
を
判
断
す
る
時
代
へ
移
行
し
て
い
る
こ
と
に
対
応
し

て
、
道
路
政
策
を
よ
り
効
率
的
に
執
行
す
る
た
め
、
重
点

化
･
効
率
化
、
施
策
等
の
評
価
･
改
善
、
透
明
性
の
確
保
、

適
切
な
役
割
分
担
等
の
視
点
か
ら
道
路
政
策
の
進
め
方
の

改
革
を
図
る
。

(参
考
)建
議
で
は
、
道
路
行
政
の
目
指
す
べ
き
方
向
と
し
て
道
路
の
持
つ

多
様
な
機
能
を
充
実
す
る
と
と
も
に
、
達
成
す
べ
き
目
標
を
設
定
し

各
種
施
策
を
計
画
的
･
重
点
的
に
実
施
す
る
政
策
手
法
を
導
入
す
べ

き
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
図
る
な
ど
、

効
率
的
で
透
明
な
政
策
の
進
め
方
の
変
革
に
取
り
組
む
よ
う
提
言
し

て
い
る
。

参
考

多
様
な
道
路
の
機
能

ー

社
会
･
経
済
･生
活
を
支
え
る
多
様
な
道
路
の
機
能

‘

.

道
路
の
機
能
は
多
面
的
で
あ
り
、
使
わ
れ
方
は
多

様
で
あ
る
。
鉄
道
や
航
空
等
の
様
々
な
交
通
機
関
を

支
え
る
基
盤
で
あ
る
と
と
も
に
、
長
距
離
か
ら
短
距

離
ま
で
あ
ら
ゆ
る
自
動
車
交
通
を
担
っ
て
い
る
。
ま

た
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
な
ど
の
収
容
空
間
や
都
市
の
骨

格
形
成
な
ど
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

効
果
的
、
効
率
的
な
社
会
、
経
済
、
生
活
の
諸
活

動
を
支
え
て
い
く
た
め
、
道
路
の
有
す
る
、
空
間
、

交
通
等
の
多
種
多
様
な
機
能
を
、
人
中
心
の
視
点
に

立
っ
て
再
構
築
し
、
諸
施
策
の
一
層
重
点
的
な
展
開

を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

2

社
会
空
間

(社
会
の
共
有
空
間
)
の
確
保
･
再
生

道
路
は
、
国
土
空
間
の
有
効
利
用
を
図
り
、
地
域

を
支
え
る
総
合
的
な
社
会
基
盤
で
あ
る
。
特
に
、
生

活
や
社
会
面
で
の
安
全
性
の
確
保
や
質
の
高
い
生
活

空
間
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
上
で
、
道
路
は
社
会
の

共
有
空
間
と
し
て
地
域
、
都
市
の
極
め
て
重
要
な
構

成
要
素
で
あ
る
。
道
路
の
社
会
空
間
と
し
て
の
役
割

を
最
大
限
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
。

公園、 ゴミ処理、 路面電車、 電話等の活用にも園
能

公
機

4

、
な

餅

　
　 14　　　　　
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道路施策の方向性

(経済構造改革)
市街地へのァクセス向上、都市内道路整備、駐車対策

システムの同ス月 化 I T S の
通システム (I T S ) の実用化 ･研究開発

ノンストップ自動料金収受システム) の実用化

力ある地域 くり
市づくりの支援
(地域 ･まち)

人
中
心
の
安
全
で
活
力
に
満
ち
た
社
会
･
経
済
･
生
活
の
実
現
に
向
け
て

りよい生活環境の確 実勢多努覚糊罐舷橋話かけ高歌略譜案内
(くらし ･環境)

心して る国土の
(国土保全)

ステ の
業 ･施策の評価、社会実験の積極的実施

パブ-“ ･ ンポレプメン の

トナーシ

新技術の開発 ･導入の促進 瞑分野の技術研究開発との連携 ･総合個

競言絮銘讓濃淡簑等緊急糒に対応す
コスト 滅 父通安 、防災等の緊急課題に対応する技術開発

道行セ 97,11 5



重̂
点
施
策
と
五
箇
年
間
の
政
策
目
標
〉

新
た
な
経
済
構
造
実
現
に
向
け
た
支
援

①

地
域
ブ
ロ
ッ
ク
の
自
立
的
な
発
展
や
広
域
物
流
の

効
率
化
な
ど
を
図
る
た
め
、
高
規
格
幹
線
道
路
、
地

域
高
規
格
道
路
の
重
点
的
な
整
備
を
図
る
。

[高
規
格
幹
線
道
路
]

七
、
-
-六
五
如
I
↓
八
、
六
二
六
蝿

(
一
、
一三
ハ
一
如
整
備
)

[地
域
高
規
格
道
路
]

一
、
0
四
二
如
l
↓
一
、
四
九
八
如

(四
五
六
如
整
備
)

②

効
率
的
な
広
域
物
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
･
強

化
の
た
め
、
空
港
･
港
湾
等
の
交
通
拠
点
へ
の
連
絡

を
強
化
す
る
道
路
の
整
備
を
推
進
す
る
。

[空
港
へ
の
連
結
率
]

四
0
%

(19
/
48
空
港
)
I
↓
五
八
%

(“
/
50
空
港
)

[港
湾
へ
の
連
結
率
]

二
五
%
(30
/
吻
港
)
1
↓
三
八
%
(“
/
鰯
港
)

③

バ
イ
パ
ス
･
環
状
･
放
射
道
路
等
の
整
備
に
よ
る

ア
ク
セ
ス
の
向
上
、
面
的
整
備
に
よ
る
中
心
市
街
地

の
活
性
化
を
図
る
。

[都
市
の
基
盤
が
整
備
さ
れ
た
中
心
市
街
地
の
割

合
]

三
0
%
I
↓
四
三
%

④

情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
構
築
の
支
援
の
た
め
、
光
フ
ァ

イ
バ
ー
の
収
容
空
間

(情
報
B
O
X
、
電
線
共
同
溝
、

線
類
の
地
中
化
を
推
進
す
る
。

共
同
溝
)
の
整
備
を
推
進
す
る
。

三
、
七
六
〇
蝿
l
↓
七
、

[整
備
延
長

(市
町
村
カ
バ
ー
率
二

八
、
三
七
〇
蝿

(約
一
割
)
I
↓
二
七
、
三
〇
〇

如

(約
三
割
)

(
一
八
、
九
三
〇
虹
整
備
)

⑤

E
T
C

(
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ

ム
)
に
つ
い
て
、
首
都
高
速
道
路
、
阪
神
高
速
道
路
、

東
名
･
名
神
等
、
整
備
効
果
の
高
い
路
線
の
料
金
所

に
導
入
す
る
。

[E
T
C
対
応
料
金
所
整
備
率

(箇
所
数
こ

0
%

(○
箇
所
)
I
↓
六
割

(七
三
〇
箇
所
)

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
･
都
市
づ
く
り
の
支
援

①

第
三
次
渋
滞
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
き
、
交
差

点
等
の
主
要
な
渋
滞
ポ
イ
ン
ト
に
お
け
る
対
策
を
推

進
す
る
。

[渋
滞
ポ
イ
ン
ト
数
]

三
、
二
〇
〇
箇
所
I
↓
二
、
一
八
○
箇
所

(
一
、
0
二
〇
箇
所
解
消
)

②

高
規
格
幹
線
道
路
、
バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
の
整

備
、
国
道
の
四
車
線
化
な
ど
、
体
系
的
な
道
路
整
備

を
推
進
す
る
。

[環
状
道
路
整
備
率
]

二
七
%
I
↓
四
二
%

③

安
全
で
快
適
な
都
市
空
間
の
創
造
、
災
害
に
強
い

ま
ち
づ
く
り
等
の
た
め
、
電
線
共
同
溝
等
に
よ
る
電

三
、
七
六
0
蝿
l
↓
七
、
五
0
0
蝋

(三
、
七
四
〇
整
備
)

④

地
方
部
の
近
隣
都
市
や
関
連
の
深
い
市
町
村
相
互

を
連
絡
す
る
道
路
の
整
備
を
地
域
の
計
画
に
あ
わ
せ

重
点
的
に
推
進
す
る
。

[二
次
生
活
圏
中
心
都
市
へ
三
〇
分
で
到
達
で
き

る
市
町
村
の
割
合
]

五
三
%
↓
五
七
%

よ
り
よ
い
生
活
環
境
の
確
保

①

効
果
的
に
事
故
削
減
を
図
る
た
め
、
道
路
網
の
体

系
的
整
備
に
加
え
、
幹
線
道
路
に
お
け
る
事
故
多
発

箇
所
対
策
に
重
点
的
に
取
り
組
む
。

[事
故
多
発
箇
所
対
策
数
]

三
、
二
〇
〇
箇
所

②

車
い
す
や
電
動
三
輪
車
利
用
者
な
ど
様
々
な
人
が

安
心
し
て
通
行
で
き
る
よ
う
、
幅
の
広
い
歩
道
の
設

置
等
に
よ
る
歩
行
空
間
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
進
め

ろ
-0三

七
、
0
0
0
如
1
↓
五
一
、
五
0
0
畑

(
一
四
、
五
0
0
蝿
整
備
)

桝

③

騒
音
等
環
境
対
策
の
た
め
、
道
路
構
造
対
策
や
建

｣

物
防
音
工
事
助
成
･

緩
衝
建
築
物
の
誘
導
な
ど
を
推

笠

進
す
る
。

《

[夜
間
騒
音
要
請
限
度
ま
た
は
屋
内
保
全
目
標
の



達
成
率
]

八
一
%
-
↓
八
四
%

安
心
し
て
住
め
る
国
土
の
実
現

平
成
八
･
九
年
度
の
防
災
総
点
検
に
基
づ
き
、
豪

雨
等
に
対
す
る
防
災
対
策
、
緊
急
輸
送
道
路
に
お
け

る
橋
梁
等
の
耐
震
補
強
を
推
進
す
る
。

[緊
急
輸
送
道
路
に
お
け
る
耐
震
補
強
整
備
率
]

五
八
%
I
↓
概
成

2

新
た
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画

(案
)
の
投
資
規
模

及
び
財
源

現
下
の
社
会
･
経
済
情
勢
、
財
政
構
造
改
革
に
関
わ
る

考
え
方
、
現
行
計
画
規
模
等
を
踏
ま
え
、
平
成
一
○
年
度

か
ら
の
五
箇
年
間
の
道
路
投
資
額
は
、
｢新
た
な
経
済
構
造

実
現
に
向
け
た
支
援
｣
｢活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
･都
市
づ

く
り
の
支
援
｣
｢よ
り
よ
い
生
活
環
境
の
確
保
｣
｢安
心
し

て
住
め
る
国
土
の
実
現
｣
の
課
題
に
緊
急
に
対
処
す
る
た

め
に
必
要
な
七
五
兆
円
に
加
え
、
今
後
の
経
済
情
勢
等
の

不
測
の
事
態
に
備
え
、
計
画
自
体
を
弾
力
的
に
運
用
す
る

た
め
の
調
整
費
と
し
て
の
三
兆
円
を
含
む
、
総
額
七
八
兆

円
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

新
た
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画

(案
)
を
円
滑
に
実
施

す
る
た
め
に
は
、
所
要
の
道
路
整
備
財
源
の
確
保
を
図
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
一
般
財
源
の
投
入
を
図
る
と

と
も
に
、
揮
発
油
税
、
自
動
車
重
量
税
等
に
現
在
設
定
さ

れ
て
い
る
暫
定
税
率
の
適
用
期
限
を
五
年
間
延
長
す
る
こ

と
に
よ
り
国
及
び
地
方
の
道
路
特
定
財
源
を
確
保
し
、
そ

の
全
額
を
道
路
整
備
費
に
充
て
る
。

道路特定財源諸税の税率

本則税率 暫定税率 暫定税率適用期限

揮 発 油 税 24
,
3円 / @ 48

.
6円 / @ H 1o

.
3
.
31

地方道路税 4
.
4円 / @ 5

.
2円 /“ H 10

.
3
.
31

軽油引取税 15
.
0円 / @ 彫瀕 1上･･

T･4H

石 油 ガス 税 17
.
5円 / kg - -

自動車取得税 取得価額の 3 % %の離賭 14･･
すまH

自動車重量税 2
,
500円 / 0

.
5 t 年 年+L○nU30だ○ nU･･

T具H

(注) 自動車取得税、 自動車重量税は自家用乗用車の場合

石油ガス税については、 暫定税率は設定されていない

平
成
一
〇
年
度
道
路
特
定
財
源
関
係
税
制
改
正
の
概
要

揮
発
油
税
、
地
方
道
路
税
、
軽
油
引
取
税
、
自
動
車
取

得
税
及
び
自
動
車
重
量
税
の
暫
定
税
率
の
適
用
期
限
を
五

年
間
延
長
す
る
。

(単位 :億円)投 資 規 模

な

画計
)

た
年
案

箇
(

新
五

第11次五箇年計画
計画倍率 実績倍率

計 画 実 績

業
業
計
業

事
事

事

路
路

独

道

道

単

般
料

方

一
有

小

地

“獲 獲
“

鱗
*

期
鰡
饑
螂

臘
祕
那
加

計
調 整 費 勲鰡 鰡

022

一

虹 攪 にu0

-

合 計 780
,
000

翻吻 耶 脚
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新
た
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画

(案
)
に
よ
る
効
果

○

利
用
者
便
益

(直
接
効
果
)

走
行
速
度
の
向
上
や
混
雑
の
緩
和
等
に
よ
り
走
行
時
間

が
短
縮
さ
れ
る
。
ま
た
、走
行
条
件
が
改
善
さ
れ
、燃
料
費

等
の
走
行
経
費
が
節
約
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
、
五
箇
年
計

3

新
た
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画

(案
)
の
主
要
課
題

別
投
資
額

円

等
の
走
行
経
費
が
節
約
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
、
五
箇
年
計

眺
鱗
)の

綱

画
終
了
後
の
平
成
一
五
年
度
に
お
い
て
は
、
年
間
約
八
兆

支蝋鱗鰤翻
岡

"
支

鱗

円
の
利
用
者
便
益
が
生
ず
る
も
の
と
推
計
さ
れ
る
金
一火
1
)o

た
地
の
矯

、
援
l

ゆ

弘
援

②

波
及
効
果

け
街
路
(

上

支
(

向
市
道
応
向

の
ム

く

ス
備
支

①

国
内
総
生
産
の
増
加

(
マ
ク
ロ
計
量
経
済
モ
デ
ル

に
心
縦
対
ス

築
テ

】
備

シ
整
備

現
中
達
の
セ

構
ス

市
進
整

運
の
堅

実

、の
ヘ
ク

ィ
シ

推
の

交
点
の

に
よ
り
推
計
)

　
　

　
　

　
　

6,6兆円

へ
整
ィ
路

g
対
流
事
ル
通
面

道
路
整
備
は
、
輸
送
条
件
の
改
善
に
よ
る
流
通
の

の
地
の
ハ
遭

っ
滞
環
差

-
交
路

合
理
化
、
生
産
性
の
向
上
な
ど
を
通
じ
て
生
産
力
を

街
路
報
度

域
渋
･
交
し
,
.

な
ス

ノ

的
パ
立
モ
広
路

拡
大
さ
せ
、
ま
た
、
道
路
投
資
そ
の
も
の
が
最
終
需

要
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
内
総
生
産

(G
D

て
･
に
の

し
◆
D
棚
安
･

災
害
路

よ
活
訛
酌
通
路

心
防
災
逼

り
生
仲
!

交
道

0
0
0

よ
〇

0
〇

国内総生産の増加 約200兆円

年粉
計

成

累

)

平

の
格

ら

間

価

か

年
度

度
10

年

年

の

9

m

で
成

成

ま

平

平
度
(鍬彎

円

円

兆

兆

70

130

約

約

利用者便益 約8兆円/年

饗謝鱗
嬬

間

費

益
時

益
経

便
行

使
行

間

走

行
走

時
(

走

(

停

桴

円

円

兆

兆

お

鵤

約

約



P
)
を
増
加
さ
せ
る
効
果
を
も

っ
て
い
る

(表
2
)。

③

税
収
の
増
加

②

経
済
構
造
改
革
の
支
援

玉
内
総

生

貨
物
車
の
輸
送
費
用
が
約
六
%
節
約
さ
れ
、
物
流

コ
ス
ト
の
低
減
を
通
じ
て
経
済
構
造
改
革
が
促
進
さ

れ
る
。
ま
た
、
貨
物
車
の
輸
送
費
用
の
節
約
額
が
全

て
価
格
低
下
に
反
映
す
る
と
し
た
場
合
、
平
成
一
五

年
度
の
消
費
者
物
価
は
約
0
･
五
%
低
下
す
る
。

国
内
総
生
産
が
増
加
し
、
平
成
一
○
年
度
か
ら
平

成
一
九
年
度
ま
で
の
一
〇
年
間
に
、
税
収
が
累
計
で

約
四
○
-
六
〇
兆
円
増
加
す
る
。
(こ
の
税
収
増
は
国

内
総
生
産
の
増
加
額
に
含
ま
れ
る
。)

④

雇
用
の
創
出

国
内
総
生
産
が
増
加
し
、
平
成
一
○
年
度
か
ら
平

生産力拡大効果
(ストック効果)

成
一
九
年
度
ま
で
の
一
〇
年
間
に
、
年
平
均
約
三
一

〇
万
人
の
雇
用
が
創
出
さ
れ
る
。

⑤

輸
入
の
拡
大

道
路
整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
国
内
最
終
需
要

の
増
大
が
生
じ
、
内
需
が
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、

平
成
一
○
年
度
か
ら
平
成
一
九
年
度
ま
で
の
一
〇
年

間
の
累
計
で
貿
易
黒
字
が
約
七
兆
円
減
少
す
る
。

走行経費の節約 ※(0,5畑作)　

　
　

　

　

　

(

物

※

※

雇用の創出

120万人/年
　
　
　

の

彫

用

円

入

拂

利

兆
O

輸

)

3

20

わ

o

注) 利用者便益により推計。 その他はマクロ計量経済モデルにより推計

新たな道路整備五箇年計画 (案) による効果の波及過程概念図

新五箇年計画 (案) による道路整備

※ (7.5綱作) 走行時間の短縮
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新
左
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
(案
)
の

主
要
課
題

I

新
左
な
経
済
構
造
実
現
に
向
け
を
支
援

(経
済
構
造
改
革
)

ー

地
域
の
競
争
条
件
確
保
の
た
め
の
幹
線
道
路
網
の
構

築我
が
国
の
社
会
･
経
済
の
高
コ
ス
ト
構
造
の
是
正
を
通

じ
た
国
際
競
争
力
の
向
上
や
、
地
域
の
自
立
的
な
発
展
を

図
る
た
め
、
高
規
格
幹
線
道
路
、
地
域
高
規
格
道
路
を
は

じ
め
と
す
る
広
域
的
な
連
携
を
支
え
る
幹
線
道
路
網
の
構

築
を
図
る
。

の

高
規
格
幹
線
道
路

①

地
域
ブ
ロ
ッ
ク
の
自
立
的
な
発
展
や
広
域
物
流
の

効
率
化
な
ど
を
図
る
た
め
、
高
規
格
幹
線
道
路
網
一

四
、
0
0
0
蛔
の
う
ち
、
都
市
圏
の
環
状
道
路
、
第

二
束
名
･
名
神
高
速
道
路
や
、
日
本
海
沿
岸
東
北
自

動
車
道
、
東
九
州
自
動
車
道
な
ど
の
地
域
ブ
ロ
ッ
ク

の
循
環
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
重
点
的
な
整
備

を
進
め
、
五
箇
年
計
画

(案
)
で
は
、
約
一
、
一三
ハ

○
如
の
供
用
を
図
る
。

こ
れ
ら
の
整
備
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
今
後

は
経
済
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
な
け
れ
ば
、
基
本
的

に
は
料
金
水
準
を
上
げ
な
い
よ
う
様
々
な
工
夫
を
行

い
な
が
ら
整
備
を
進
め
る
。

②

高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム

(I
T
S
)
な
ど
の
活

用
、
地
方
都
市
周
辺
に
お
け
る
通
勤
な
ど
近
距
離
多

頻
度
利
用
者
の
た
め
の
料
金
割
引
等
の
多
様
な
料
金

施
策
の
検
討
･
導
入
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
や
サ
ー

ビ
ス
エ
リ
ア
周
辺
で
の
民
間
施
設
の
立
地
誘
導
な
ど

を
図
り
、
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
有
効
活
用
を
推
進
す
る
。

･
高
規
格
幹
線
道
路
供
用
延
長

平
九

七
、
二
六
五
如
l
↓
平
一
四

八
、六
二
六
如

1
↓
長
期

一
四
、
0
0
0
痢

･
東
北
横
断
道
酒
田
線
、
関
越
道
上
越
線
、
四
国

縦
貫
道
の
全
通
及
び
東
海
北
陸
道
の
概
成
な
ど

循
環
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

･
圏
央
道

八
王
子
鶴
ヶ
島
間
、
第
二
束
名
･
名

神

豊
田
四
日
市
間
な
ど
大
都
市
圏
環
状
道
路

の
形
成

･
本
州
四
国
連
絡
道
路
尾
道
･
今
治
ル
ー
ト
の
海

峡
部
の
橋
梁
の
完
成
に
よ
り
、
本
州
と
四
国
を

三
ル
ー
ト
で
連
絡

･
高
規
格
幹
線
道
路
の
面
積
カ
バ
ー
率

(
一
時
間
で

高
規
格
幹
線
道
路
に
到
達
で
き
る
地
域
の
面
積
割

合
)

平
九

六
七
%
I
↓
平
一
四

八
0
%
I
↓

長
期

九
0
%

②

地
域
高
規
格
道
路

①

全
国
レ
ベ
ル
の
高
規
格
幹
線
道
路
と
一
体
と
な
っ

て
、
地
域
連
携
や
空
港
･
港
湾
等
へ
の
連
絡
を
強
化

す
る
地
域
高
規
格
道
路
の
整
備
を
重
点
的
に
推
進
し
、

五
箇
年
計
画

(案
)
で
は
、
約
四
六
○
如
の
供
用
を

図
る
。

こ
れ
ら
の
整
備
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
地
域

の
交
通
特
性
や
整
備
コ
ス
ト
縮
減
等
に
配
慮
し
た
経

済
的
な
道
路
構
造
で
整
備
を
推
進
す
る
。

②

都
市
高
速
道
路
に
つ
い
て
は
、
建
設
着
手
の
段
階

で
料
金
見
通
し
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
整
備
を
進
め

　
　･

地
域
高
規
格
道
路
の
延
長

平
九

一
、0
四
二
如
l
↓
平
一
四

一
、
四
九
八
如

f
↓
長
期
的
に
は
約
六
、0
0
o
i
八
、
0
0
0
如

･
高
規
格
幹
線
道
路
や
地
域
高
規
格
道
路
へ
三
〇
分

以
内
で
到
達
可
能
な
面
積
の
割
合

平
九

四
六
%
l
↓
平
一
四

五
五
%
l
↓

長
期

八
三
%

･
地
方
中
核
都
市
一
時
間
圏
カ
バ
ー
率

(都
道
府
県
庁
所
在
地
あ
る
い
は
人
ロ
三
〇
万
人

以
上
の
都
市
な
ど
へ
一
時
間
以
内
で
到
達
し
、
都

市
的
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
で
き
る
面
積
の
割
合
)

平
九

四
二
%
1
↓
平
一
四

四
五
%
I
↓

長
期

六
一
%

③

新
交
通
軸
の
形
成

①

東
京
湾
口
道
路
、
伊
勢
湾
ロ
道
路
、
紀
淡
連
絡
道

路
、
関
門
海
峡
道
路
に
つ
い
て
は
、
長
大
橋
等
に
か

か
る
コ
ス
ト
縮
減
を
含
め
た
技
術
開
発
を
一
層
推
進

す
る
と
と
も
に
、
周
辺
環
境
へ
の
影
響
、
地
域
の
交



流
･
連
携
に
向
け
た
取
り
組
み
、
活
性
化
施
策
の
推

進
と
あ
わ
せ
、
費
用
対
効
果
等
の
諸
条
件
も
見
極
め

,

つ
つ
、
事
業
の
具
体
化
を
図
る
。

②

豊
子
海
峡
道
路
、
島
原
･
天
草
･
長
島
架
橋
、
離

‐

島
振
興
の
た
め
の
新
た
な
海
洋
架
橋
に
つ
い
て
は
、

--

長
大
橋
等
に
か
か
る
技
術
開
発
、
地
域
の
交
流
･
連

雲

携
に
向
け
た
取
り
組
み
や
活
性
化
施
策
な
ど
を
見
極

め
つ
つ
、
調
査
を
進
め
る
。

③

西
瀬
戸
地
域
、
青
函
地
域
等
、
全
国
的
な
視
点
か

ら
の
広
域
経
済
圏
の
基
盤
を
形
成
す
る
新
た
な
交
通

軸
に
つ
い
て
は
、
長
期
的
な
視
点
か
ら
調
査
を
進
め

"̂
↓。

　
　

越
約

中
る

　
　
e

e

e所要時間 :約5時間45分(約= 時間30分)
→約5時間16分

e開業圏と日本海側を結ぶ経路が枚数化され
代替性のあるネットワークを形成

◎金沢･漱六園等への関東からの観光客が増加

2

物
流
効
率
化
の
支
援

国
際
的
な
大
競
争
時
代
が
到
来
し
、
国
内
の
物
流
コ
ス

ト
の
削
減
や
ユ
ー
ザ
ー
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
物
流
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
広
域
物
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
形
成
･
強
化
や
空
港
、
港
湾
、
鉄
道
、
物
流
拠
点
等

の
相
互
連
携
･
機
能
向
上
を
支
え
る
道
路
整
備
が
重
要
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
高
規
格
幹
線
道
路
等
の
整
備

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
複
合
一
貫
輸
送
を
促
進
す
る
空

港
･
港
湾
へ
の
連
絡
道
路
等
の
整
備
、
車
両
の
大
型
化
に

対
応
し
た
橋
梁
の
補
強
等
を
図
る
。
ま
た
、
都
市
内
物
流

対
策
な
ど
、
物
流
シ
ス
テ
ム
全
体
の
効
率
化
を
支
援
す
る
。

◎

広
域
物
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

①

効
率
的
な
広
域
物
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
･
強

な道路整備五箇年計画において供用する高規格幹線道路の効果例
〆:ネットワーク図は平成1 4年度末見込みを搜示

K 濶ば、一般道のみを利用した鳩合の所要時間 % ≧
,

′
.“

(ただし海上部の移動時間を除く)

仙台 ~ 山形 ~ 酒田
ゆ所要時間 :約2時間45分(約4時間)→約2時間15分
e東北圏の2番目の横断戦が完成し、地域連携が強化
の仙台~酒田の所要時間が大幅に短縮するととも‘こ、

循環型幹線道路ネットワークの構築

大阪~徳島 ･高松~高知 ･松山
○所要時間 :約5時間(約8時間部分)-約3時間45分(大阪~高知)

約4時間45分(約lo時間30分)-◆約3時間45分(大阪~松山)
@近畿圏から、高知･柱浜、松山 ･道後温泉等への観光入り込み
喀が増加

の四国の県庁所在地間が日帰り交通圏となり,四囲の一体的発跟

大都市圏における環状ネットワークの進展
e圏央道の八王子 (中央道) ~鷁ケ島 (関越道)間、
第二京名 ･名神の豊田~四日市間の供用により、交通
の分散が園られ、混雑の損和に大きく寄与

これらを結ぶ高速パスが運行
◎山形市を中心とした通勤圏域の拡大

　
　
　

　　
　

嚇
鰺
鞠

就
か傑
臟

鰄導躍総

山藁
縢

鯛賤
鮴

名
e
e

e

　
　
　　
　

ふた

1
2

新
注
注



化
の
た
め
、
高
規
格
幹
線
道
路
等
の
整
備
や
主
要
な

空
港
や
港
湾
等
の
整
備
に
合
わ
せ
、
交
通
拠
点
へ
の

連
絡
を
強
化
す
る
道
路
の
整
備
を
推
進
す
る
。
五
箇

年
計
画
(案
)で
は
、
約
二
〇
〇
如
の
連
絡
道
路
の
整

備
を
図
り
、
空
港
･
港
湾
と
の
連
絡
の
強
化
を
図
る
。

②

物
流
拠
点
、
重
要
港
湾
等
を
連
絡
す
る
高
規
格
幹

線
道
路
、
一
般
国
道
等
を
中
心
と
す
る
約
六
万
虹
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、
車
両
の
大
型
化

(車
両

総
重
量
二
五
t
)
へ
の
対
応
を
図
る
た
め
、橋
梁
の
補

強
等
の
整
備
を
行
う
。
ま
た
、
フ
ル
積
載
し
た
I
S

O
規
格
背
高
海
上
コ
ン
テ
ナ
を
輸
送
す
る
ト
レ
ー
ラ

ー
の
通
行
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
構
造
物
の
再
改
築

に
つ
い
て
検
討
し
、
必
要
箇
所
の
事
業
を
推
進
す
る
。

･
自
動
車
専
用
道
路
等
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
等
か

ら
一
〇
分
以
内
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
と
な
る
空
港
、

港
湾
の
割
合

･
空
港

平
九

四
0
%

(19
/
“
空
港
)
I
↓

平
一
四

五
八
%

(“
/
関
空
港
)
I
↓

長
期

約
九
割

新
た
に
連
結
さ
れ
る
空
港
"
-
○

(秋
田
、

山
形
、
福
島
、
新
潟
、
名
古
屋
、
出
雲
、

山
ロ
宇
部
、
熊
本
、
大
分
、
那
覇
)

港
湾
平
九

-五
%

簿
/
122
港
)
ー
↓

平
面

三
八
%

爺
/
122
港
)
I↓

長
期

約
九
割

新
た
に
連
結
さ
れ
る
港
湾
“
一
六

(八
戸
、

能
代
、
酒
田
、
常
陸
那
珂
、
大
洗
、
新
潟
、

名
古
屋
、
衣
浦
、
今
治
、
東
予
、
須
崎
、

宇
部
、小
野
田
、北
九
州
、博
多
、津
久
見
)

･
車
両
大
型
化
に
対
応
し
た
道
路
整
備
延
長

平
九

約
三
万
如
l
↓
平
一
四

約
六
万
虹
I
↓

長
期

約
二
〇
万
如

②

都
市
内
物
流
対
策

関
係
省
庁
や
民
間
事
業
者
と
の
連
携
の
も
と
、
路
上
荷

捌
き
施
設
等
の
整
備
、
集
配
拠
点
の
整
備
･
集
配
送
の
共

同
化
等
の
促
進
に
よ
り
輸
送
効
率
の
向
上
を
図
り
、
都
市

内
物
流
の
効
率
化
や
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
推
進
す
る
。

③

物
流
シ
ス
テ
ム
の
効
率
化

広
域
物
流
拠
点
･
連
絡
道
路
等
の
基
盤
整
備
、
商
用
車

の
効
率
的
な
運
行
管
理
の
支
援
に
資
す
る
シ
ス
テ
ム
の
開

発
等
、
物
流
の
情
報
化
の
支
援
等
に
よ
り
、
総
合
的
な
物

流
シ
ス
テ
ム
の
効
率
化
を
推
進
す
る
。

3

中
心
市
街
地
の
活
性
化

中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
進
め
る
た
め
、
道
路
や
駐
車

場
等
の
基
盤
の
充
実
や
各
種
施
設
の
立
地
を
総
合
的
か
つ

重
点
的
に
支
援
す
る
。

Q

中
心
市
街
地
の
活
性
化

①

都
市
の
バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
、
放
射
道
路
等
の

整
備
に
よ
る
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
向
上
、
各
種
施

設
を
結
ぶ
快
適
な
歩
行
空
間
の
確
保
、
連
続
立
体
交

差
事
業
の
推
進
に
よ
る
市
街
地
分
断
の
解
消
等
を
推

進
す
る
。

②

面
的
な
市
街
地
整
備
等
に
よ
る
低
未
利
用
地
の
集

約
化
、
土
地
利
用
の
再
編
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

他
省
庁
と
連
携
し
て
、
商
業
施
設
や
福
祉
、
文
化
等

の
公
共
公
益
施
設
を
立
地
誘
導
す
る
。

③

地
域
の
実
施
す
る
商
店
街
の
活
性
化
施
策
等
と
連

携
を
図
り
つ
つ
、
｢賑
わ
い
の
道
づ
く
り
事
業
｣
(電

線
類
の
地
中
化
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
道
路
等
)
を
推
進

す
る
。

物流の効率化

貨物ターミナル

l幹線道残ネットワ-ク1 都市



･
都
市
の
基
盤
が
整
備
さ
れ
た
中
心
市
街
地
の
割
合

(全
国
七
〇
〇
地
区
に
対
す
る
割
合
)

平
九

三
0
%
I
↓
平
一
四

四
三
%
I
↓

長
期

約
九
割

の

駐
車
対
策
の
推
進

①

道
路
空
間
の
活
用
、
官
民
共
同
整
備
等
に
よ
り
、

路
上
駐
車
の
著
し
い
中
心
市
街
地
の
商
業
業
務
地
区

等
に
お
い
て
、
自
動
車
駐
車
場
の
整
備
を
推
進
し
、

民
間
の
整
備
と
あ
わ
せ
三
六
万
台
の
確
保
を
図
る
。

ま
た
、
郊
外
の
鉄
道
駅
や
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
等
に
お

い
て
、
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
駐
車
場
を
整
備
す
る
。

②

既
存
の
駐
車
場
の
有
効
利
用
を
促
進
し
、
利
用
者

の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
駐
車
場
案
内
シ
ス

テ
ム
の
整
備
を
推
進
す
る
。

･
駐
車
場
充
足
率

(市
街
地
に
お
け
る
一
時
預
り
駐

車
場
の
需
要
量
に
対
す
る
供
給
量
の
割
合
)

平
九

約
六
五
%
1
↓
平
一
四

約
七
五
%
I
↓

長
期

概
ね
充
足

4

情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
構
築
の
支
援

二
〇
一
〇
年
ま
で
に
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
の
全
国
整
備
を

目
指
す
政
府
方
針
に
基
づ
き
、
民
間
事
業
者
の
光
フ
ァ
イ

バ
ー
網
の
整
備
促
進
の
た
め
、
道
路
管
理
用
の
光
フ
ァ
イ

バ
ー
網
の
整
備
に
合
わ
せ
、
光
フ
ァ
イ
バ
ー
の
収
容
空
間

(情
報
B
O
X
、
電
線
共
同
溝
、
共
同
溝
)
の
整
備
を
推

進
し
、
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
構
築
を
支
援
す
る
。
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五
箇
年
計
画

(案
)
で
は
、
大
規
模
な
商
業
業
務
地
区

や
文
化
施
設
周
辺
地
区
等
に
お
い
て
優
先
的
に
整
備
を
行

い
、
一
八
、
九
三
〇
如
の
収
容
空
間
の
整
備
を
図
る
。

･
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
整
備
済
延
長

平
九

八
、三
七
〇
蝿
1
↓
平
一
四

二
七
、三
0
o
m

l
↓
二
〇
一
〇
年

約
一′五
万
畑

･
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
市
町
村
カ
バ
ー
率

(主
要
な
幹
線
道
路
に
収
容
空
間

(情
報
B
O
X
、

電
線
共
同
溝
、
共
同
溝
)
が
整
備
さ
れ
た
市
町
村

の
割
合
)

平
九

約
一
割
I
↓
平
一
四

約
三
割
I
↓

二
〇
一
〇
年

概
成

5

道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
高
度
情
報
化

(-
T
S
)
の

推
進

I
T
S
全
体
構
想
に
基
づ
き
、
関
係
省
庁
や
民
間
等
と

の
連
携
の
も
と
、
シ
ス
テ
ム
の
本
格
的
な
開
発
や
実
用
化
･

展
開
を
実
施
す
る
。

①

E
T
C

(
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ

ム
)
に
つ
い
て
、
首
都
高
速
道
路
、
阪
神
高
速
道
路
、

東
名
･
名
神
等
、
整
備
効
果
の
高
い
路
線
の
料
金
所

に
導
入
す
る
。

②

リ
ア
ル
タ
イ
ム
な
道
路
交
通
情
報
等
を
提
供
す
る

V
I
C
S

(道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
)
に
つ

い
て
、
都
道
府
県
の
主
要
な
エ
リ
ア

(中
心
都
市
や

事
前
通
行
規
制
区
間
等
)
で
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
を

展
開
す
る
。

③

A
H
S
(自
動
運
転
道
路
シ
ス
テ
ム
)、
商
用
車
の

効
率
的
な
運
行
管
理
の
支
援
に
資
す
る
シ
ス
テ
ム
、

道
路
管
理
の
情
報
化
に
関
す
る
研
究
開
発
を
推
進
す

る
。
五
箇
年
計
画

(案
)
で
は
、
安
全
走
行
支
援
技

術
の
一
部
実
用
化
等
を
図
る
。

④

シ
ス
テ
ム
間
の
互
換
性
の
確
保
や
国
際
標
準
と
の

整
合
を
図
る
た
め
、
基
準
類
の
整
備
や
国
際
標
準
化

活
動
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

･
E
T
C
対
応
料
金
所
の
整
備
率

平
九

〇
I
↓
平
一
四

六
割
1
↓
長
期

概
成

･
V
I
C
S
サ
ー
ビ
ス
の
受
信
可
能
都
道
府
県
の
割
合

平
九

約
二
割
l
↓
平
一
四

概
成

n

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
･都
市
づ
く
り
の
支
援

(地
域
･
ま
ち
)

1

都
市
圏
の
交
通
円
滑
化
の
推
進

各
都
市
圏
に
お
い
て
、
都
市
規
模
、
交
通
特
性
に
応
じ

た
各
種
施
策
を
組
み
合
わ
せ
て
、
総
合
的
な
渋
滞
対
策
を

実
施
す
る
。

の

総
合
的
な
都
市
圏
交
通
円
滑
化
対
策

平
成
九
年
度
に
策
定
す
る

｢第
3
次
渋
滞
対
策
プ
ロ
グ

ラ
ム
｣
に
基
づ
き
、
交
差
点
等
の
主
要
な
渋
滞
ポ
イ
ン
ト

約
三
、
二
〇
〇
箇
所
に
お
け
る
渋
滞
対
策
を
推
進
し
、
五

箇
年
計
画

(案
)
で
は
、
約
三
割
の
主
要
渋
滞
ポ
イ
ン
ト

で
の
解
消
･
緩
和
策
を
完
了
す
る
。

･
主
要
渋
滞
ポ
イ
ン
ト
の
解
消

五
箇
年
計
画

(案
)
で
は
約
三
、
二
〇
〇
箇
所
の

う
ち
約
一
、
0
二
○
箇
所
で
解
消

･
朝
夕
の
ラ
ッ
シ
ュ
時
間
帯
の
走
行
速
度

(大
都
市
圏
)

平
九

二
一
如
/
h
l
↓
平
一
四

二
二
如
/
h

l
↓
長
期

二
五
如
/
h

(地
方
都
市
)

平
九

二
四
如
/
h
l
↓
平
一
四

二
五
蹴
/
h

l
↓
長
期

三
〇
如
/
h

①

交
通
容
量
の
拡
大
策
の
推
進

高
規
格
幹
線
道
路
、
バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
の
整

備
、
国
道
の
四
車
線
化
な
ど
、
体
系
的
な
道
路
整
備

を
推
進
す
る
。
さ
ら
に
、
連
続
立
体
交
差
事
業
や
交

差
点
の
立
体
化
等
を
推
進
す
る
。

･
規
格
の
高
い
環
状
道
路
の
整
備
率

平
九

二
七
%
l
↓
平
一
四

四
二
%
I
↓

長
期

七
割

(五
箇
年
計
画

(案
)
で
は
約
四
三
〇
如
を
整
備
)

･
連
続
立
体
交
差
事
業

五
箇
年
計
画

(案
)
で
は
約
九
〇
如
の
区
間
、
約

二
四
〇
箇
所
の
踏
切
道
を
除
却

②

交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(T
D
M
)
施
策
の
推

進

(交
通
需
要
の
調
整
･
抑
制
策
)

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
な
ど
の
ピ
ー
ク
カ
ッ
ト
施
策

や
パ
ー
ク

･
ア
ン
ド

･
ラ
イ
ド
、
H
O
V

(多
人
数



乗
車
車
両
)
レ
ー
ン
の
設
置
、
T
M
A

(交
通
混
雑

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
協
会
)
の
設
立
支
援
等
を
関
係
者
と

連
携
し
て
実
施
す
る
。

･
T
D
M
施
策
実
施
都
市

(社
会
実
験
を
含
む
)

･
時
差
出
勤
…
秋
田
市
、
岐
阜
市
、
広
島
市

等

･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド

…
宇
都
宮
市
、
鎌
倉
市
、

神
戸
市
、
徳
島
市
、
福
岡
市

等

･
H
O
V
レ
ー
ン

(バ
ス
レ
ー
ン
の
強
化
)

"
仙
台
市
、
新
潟
市
、
金
沢
市

等

･
T
M
A
…
札
幌
市
、
豊
田
市

③

マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
施
策
の
推
進

(各
種
交
通
機
関

の
連
携
及
び
公
共
交
通
機
関
の
支
援
)

道
路
の
み
な
ら
ず
、
航
空
、
海
運
、
鉄
道
等
、
複

数
の
交
通
機
関
の
連
携
に
よ
る
総
合
的
、
効
率
的
な

交
通
施
策
を
推
進
す
る
。

市
街
地
の
バ
ス
連
行
本
数
が
多
く
、
か
つ
表
定
速

度
が
著
し
く
低
い
区
間
を
中
心
に
、
渋
滞
対
策
の
推

進
、
バ
ス
レ
ー
ン
の
カ
ラ
ー
舗
装
化
、
ハ
イ
グ
レ
ー

ド
バ
ス
停
の
整
備
等
を
進
め
、
バ
ス
利
用
促
進
を
図

る
。
ま
た
、
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
･新
交
通
シ
ス
テ
ム
･

ガ
イ
ド
ウ
ェ
イ
バ
ス
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
路
面
電
車

(L
R
T
を
含
む
)
の
延
伸

(六
路
線
)
を
支
援
す
る
。

駅
前
広
場
等
の
交
通
結
節
点
の
整
備

(約
二
七
〇

箇
所
)、
動
く
歩
道
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
等
の
歩
行
支

援
施
設
の
整
備
を
図
る
。

･
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
及
び
新
交
通
シ
ス
テ
ム

五
箇
年
計
画

(案
)
で
は
四
二
蛔
の
供
用

②

路
上
工
事
の
縮
減
対
策

路
上
工
事
の
大
幅
な
削
減
を
図
る
た
め
に
、
共
同
溝
の

整
備
を
進
め
る
ほ
か
、
年
末
･
年
度
末
の
抑
制
期
間
の
拡

大
、
年
間
路
上
工
事
件
数
の
総
量
規
制
の
実
施
、
工
事
期

間
の
短
縮
等
を
促
進
す
る
方
策
の
実
施
を
図
る
。

･
共
同
溝
の
整
備
延
長

平
丸

三
九
二
獅
I
↓
平
一
四

五
六
〇
如
I
↓

長
期

約
二
、
0
0
0
虹

･
三
大
都
市
の
路
上
工
事
の
縮
減

(平
成
四
年
度
の

件
数

(約
三
万
件
)
に
対
す
る
割
合
)

平
九

八
0
%
1
↓
平
一
四

五
0
%
I
↓

長
期

さ
ら
に
削
減
を
図
る

(参
考
)沿
道
の
ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
立
地
に
際
し
必
要
と
な
る
工
事
や

老
朽
化
し
た
施
設
の
更
新
工
事
な
ど
の
、
主
に
公
益
事
業
者
な
ど
の

民
間
企
業
が
そ
の
料
金
収
入
等
に
よ
り
行
う
道
路
上
の
工
事
は

｢占

用
工
事
｣
と
呼
ば
れ
、
東
京
二
三
区
内
で
は
、
国
道
･
都
道
上
で
行

わ
れ
る
路
上
工
事
の
約
八
割
を
占
め
て
い
る
。

2

地
域
･
都
市
の
基
盤
の
形
成

=

都
市
圏
の
再
構
築
を
支
援
す
る
自
動
車
専
用
道
路
の
整
備

①

東
京
圏
に
お
い
て
、
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道
、

東
京
外
か
く
環
状
道
路
、
首
都
高
速
中
央
環
状
線
の

三
路
線
を
重
点
的
に
整
備
す
る
。
第
二
東
京
湾
岸
道

路
の
整
備
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
る
。

･
圏
央
道
の
西
側
区
間
、
東
京
外
か
ん
の
東
側
区
間
、

首
都
高
速
中
央
環
状
線
の
三
号
線
以
北
区
間
は
今

後
一
○
年
内
の
供
用
を
目
指
す

･
首
都
高
速
道
路

(東
京
線
)
の
渋
滞
損
失
時
間
の

.

削
減

平
九

一
〇
万
台
時
/
日
I
↓

平
一
四

六
万
台
時
/
日

"　

平
日
昼
間
の
平
均
走
行
速
度
の
向
上

平
九

四
〇
如
/
h
l
↓
平
一
四

四
六
如
/
h

大
阪
圏
で
は
京
奈
和
自
動
車
道
、
第
二
京
阪
道
路
、

阪
神
高
速
道
路
の
環
状
路
線
を
重
点
的
に
整
備
す
る
。

･
第
二
京
阪
道
路
は
今
後
一
〇
年
内
の
供
用
を
目
指

す名
古
屋
圏
で
は
、東
海
環
状
自
動
車
道
、名
古
屋
環

状
二
号
線
の
内
側
の
名
古
屋
高
速
道
路
を
重
点
的
に
,

整
備
す
る
。

･
第
二
束
名
･
名
神
の
豊
田
･
四
日
市
間
は
、
計
画

期
間
内
の
供
用
を
目
指
す

･
東
海
環
状
自
動
車
道
の
東
側
区
間
、
名
古
屋
環
状

二
号
線
の
内
側
の
名
古
屋
高
速
道
路
は
今
後
一
〇

年
内
の
供
用
を
目
指
す

②

地
方
中
枢
･
中
核
都
市
等
に
お
い
て
は
、
バ
イ
パ

ス
･
環
状
道
路
等
の
整
備
を
推
進
す
る
。
札
幌
、
仙

台
、
広
島
、
北
九
州
、
福
岡
の
政
令
指
定
市
に
お
い

て
は
、
都
市
高
速
道
路
と
高
規
格
幹
線
道
路
の
連
結

等
に
よ
る
自
動
車
専
用
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

を
推
進
す
る
。

③

高
速
道
路
の
主
要
な
渋
滞
ポ
イ
ン
ト
に
お
け
る
混



雑
の
緩
和
･
解
消
を
図
る
た
め
、
出
入
路
の
増
設
、

平
九

四
三
%
I
↓
平
一
四

四
八
%
I
↓

合
流
部
の
拡
幅
等
を
進
め
る
。
さ
ら
に
、
E
T
C
(ノ

長
期

約
八
割

ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
)
に
つ
い
て
、

首
都
高
速
道
路
、
阪
神
高
速
道
路
、
東
名
･
名
神
等
、

整
備
効
果
の
高
い
路
線
の
料
金
所
に
導
入
し
、
料
金

所
渋
滞
の
緩
和
を
図
る
。

･
渋
滞
対
策
代
表
箇
所

東
北
縦
貫
道

大
谷
P
A
付
近
拡
幅
、
中
央
道

上
野
原
-
大
月
間
拡
幅

首
都
高
速
道
路

箱
崎
J
C
T
改
良
、
小
菅
J
C

T
改
良

②

都
市
内
の
道
路
･
市
街
地
の
整
備

①

主
要
な
放
射
･
環
状
道
路
等
を
重
点
に
市
街
地
に

お
け
る
体
系
的
な
幹
線
道
路
網
整
備
を
推
進
す
る
。

②

良
好
な
市
街
地
を
形
成
す
る
た
め
、
大
規
模
空
閑

地
を
活
用
し
た
拠
点
市
街
地
整
備
を
含
め
、
土
地
区

画
整
理
事
業
等
の
面
的
整
備

(約
一
、
二
九
〇
姪
)

を
推
進
す
る
。

･
都
市
計
画
道
路
整
備
率

平
九

五
六
%
l
↓
平
一
四

六
一
%
1
↓

長
期

約
八
割

(五
箇
年
計
画

(案
)
で
は
都
市
計
画
道
路
約
四
、

五
〇
〇
如
の
整
備
)

･
良
好
な
市
街
地
の
形
成
率

(区
画
整
理
等
に
よ
り

道
路
交
通
が
適
正
に
分
離
さ
れ
た
市
街
地
の
面
積

の
割
合
)

長
期

約
八
割

⑭

電
線
類
の
地
中
化
の
推
進

安
全
で
快
適
な
都
市
空
間
の
創
造
、
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り
等
の
た
め
、
電
線
共
同
溝
等
に
よ
る
電
線
類
の
地

中
化
を
推
進
す
る
。

･
電
線
共
同
溝
等
整
備
率

(ま
ち
の
主
要
エ
リ
ア
で

の
電
線
類
地
中
化
割
合
)

平
九

二
五
%

(三
、
七
六
〇
姉
)
I
↓

(三
、
七
四
〇
如
の
整
備
)

平
一
四

五
○
%

(七
、
五
〇
0
m
)
l
↓

長
期

一
〇
0
%

(
一
五
、
0
0
0
如
)

回

住
宅
宅
地
の
供
給
と
そ
れ
を
支
え
る
道
路

土
地
区
画
整
理
事
業
等
に
よ
る
道
路
整
備
と
一
体
と
な

っ
た
良
好
な
住
宅
宅
地

(約
二
三
〇
姉
)
の
供
給
や
、
宅

地
供
給
に
合
わ
せ
必
要
と
な
る
ア
ク
セ
ス
道
路

(約
三
、

二
〇
〇
如
)
の
整
備
を
推
進
す
る
。

3

地
域
づ
く
り
の
支
援

0

幹
線
道
路
や
地
域
生
活
圏
を
形
成
す
る
道
路
の
整
備

①

全
国
的
な
幹
線
道
路
網
を
構
成
し
、
重
要
な
拠
点

を
連
絡
す
る
一
般
国
道
等
に
つ
い
て
、
バ
イ
パ
ス
･

環
状
道
路
の
整
備
等
や
、
物
流
の
効
率
化
や
安
全
で

円
滑
な
交
通
確
保
に
必
要
な
区
間
等
に
お
け
る
四
車

線
以
上
で
の
整
備
を
推
進
す
る
。

②

交
通
不
能
区
間
や
、
バ
ス
･
貨
物
車
等
の
大
型
車

の
す
れ
違
い
困
難
区
間

(未
改
良
区
間
)
の
解
消
を

進
め
る
。

③

地
方
に
お
け
る
自
立
的
圏
域
の
形
成
を
支
援
す
る

た
め
、
複
数
市
町
村
に
お
け
る
公
共
公
益
施
設
の
共

同
整
備
･
共
同
利
用
や
、
広
域
行
政
の
推
進
等
が
図

ら
れ
る
よ
う
、
近
隣
都
市
や
、
関
連
の
深
い
隣
接
市

町
村
間
を
三
〇
分
以
内
で
連
絡
す
る
こ
と
を
目
標
に
、

交
流
ふ
れ
あ
い
ト
ン
ネ
ル
･
橋
梁
整
備
事
業
な
ど
を

推
進
す
る
。

･
一
般
国
道
の
四
車
線
化
率

平
九

一
一%

(五
、
八
一
〇
如
)
1
↓

平
一
四

一
-
-%

(約
六
、
二
五
〇
如
)
1
↓

長
期

約
四
割

(約
二
○
、
○
○
○
師
)

･
日
常
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
機
能
を
備
え
る
二
次

生
活
圏
中
心
都
市

(三
四
三
都
市
)
へ
三
〇
分
以

内
で
連
絡
で
き
る
市
町
村
の
割
合

平
九

五
三
%
1
↓
平
一
四

五
七
%
I
↓

(五
箇
年
計
画

(案
)
で
は
約
九
九
〇
期
の
供
用
)

長
期

約
七
0
%

の

地
域
活
性
化
の
支
援

①

地
域
づ
く
り
を
支
援
す
る
た
め
、
地
域
活
性
化
の

核
と
な
る
地
方
拠
点
都
市
地
域
整
備
等
の
種
々
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
捗
に
あ
わ
せ
必
要
な
道
路
の
整
備

を
推
進
す
る
。
ま
た
、
地
域
の
生
活
の
基
盤
で
あ
る

学
校
、
公
園
、
役
場
等
の
施
設
整
備
に
関
連
し
て
、

施
設
の
利
便
性
を
向
上
す
る
た
め
に
必
要
な
道
路
の



整
備
を
推
進
す
る
。

②

過
疎
･
山
村
地
域
等
自
然
的
･
地
形
的
条
件
等
の

厳
し
い
地
域
に
お
い
て
、
地
域
の
振
興
･
活
性
化
を

図
る
上
で
必
要
な
道
路
整
備
を
推
進
す
る
。

③

休
憩
機
能
に
あ
わ
せ
道
路
空
間
に
お
け
る
交
流
拠

点
と
な
る
道
の
駅

(二
〇
〇
箇
所
)
を
、
地
域
振
興

施
設
と
連
携
し
て
整
備
す
る
。

･
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
種
々
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
に

必
要
な
道
路

五
箇
年
計
画
(案
)で
は
約
八
、
○
○
○
如
の
供
用

･
学
校
等
の
施
設
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
必

要
な
道
路

五
箇
年
計
画
(案
)で
は
約
一
六
、0
0
0
如
の
供
用

③

奥
地
等
産
業
開
発
道
路
の
重
点
的
整
備

奥
地
等
に
お
い
て
、
産
業
開
発
を
図
り
、
福
祉
、
教
育
、

医
療
等
の
生
活
環
境
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
新
た
な
奥
地

等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
を
策
定
し
、
計
画
的
な
道
路

整
備
を
推
進
す
る
。

興
産
指
定
道
路
の
改
良
率

平
九

四
三
%
I
↓
平
一
四

六
0
%

m

よ
り
よ
い
生
活
環
境
の
確
保

(く
ら
し
･
環
境
)

ー

安
全
な
生
活
空
間
の
確
保

道
路
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
歩
道
の
設
置
、

交
差
点
改
良
な
ど
に
よ
る
道
路
交
通
環
境
の
整
備
、
交
通

安
全
教
育
の
充
実
な
ど
、
関
係
機
関
が
連
携
し
た
総
合
的

な
施
策
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
誰
も
が
安
心
し
て
社
会
参

加
で
き
、
快
適
に
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
を
確
保
す
る
た
め
、

地
域
と
連
携
し
て
利
用
し
や
す
い
道
路
空
間
づ
く
り
を
進

め
る
。

の

交
通
安
全
施
策
の
推
進

①

効
果
的
に
事
故
削
減
を
図
る
た
め
、
道
路
網
の
体

系
的
整
備
に
加
え
、
幹
線
道
路
に
お
け
る
事
故
多
発

箇
所
対
策
に
重
点
的
に
取
り
組
む
。

②

市
街
地
の
住
居
･
商
業
系
地
区
へ
の
通
過
交
通
の

進
入
を
抑
え
、
く
ら
し
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、

地
区
内
速
度
規
制
と
あ
わ
せ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
道
路

等
の
面
的
整
備
を
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
･
ゾ
ー
ン
形

成
事
業
を
推
進
す
る
。

･
交
通
事
故
に
よ
る
死
者
数

平
八

九
、
九
四
二
人
二

･
六
人
/
億
台
キ
ロ
)

I
↓
平
一
四

九
、
0
0
0
人
以
下
(
÷
三
人
/

億
台
キ
ロ
以
下
)I
↓
長
期

さ
ら
に
削
減
を
図
る

･
事
故
多
発
地
点
対
策

五
箇
年
計
画

(案
)
で
は
約
三
、
二
〇
〇
箇
所
で

対
策
を
完
了

･
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
･
ゾ
ー
ン
形
成
事
業

五
箇
年
計
画

(案
)
で
は
四
五
〇
地
区
で
整
備

②

良
好
な
生
活
環
境
の
形
成

①

車
い
す
、
電
動
三
輪
車
の
利
用
者
や
高
齢
者
な
ど

誰
も
が
安
心
し
て
通
行
で
き
る
よ
う
、
市
街
地
の
駅
、

商
店
街
、
病
院
、
福
祉
施
設
等
を
連
絡
す
る
道
路
に

お
い
て
、
幅
の
広
い
歩
道
の
設
置
や
既
設
歩
道
の
段

　

差
･
傾
斜
･
勾
配
の
改
善
等
に
よ
る
歩
行
空
間
の
バ

,

リ
ア
フ
リ
ー
化
を
進
め
る
。

②

中
心
市
街
地
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
や
バ
イ
パ
ス

^

の
供
用
に
よ
り
役
割
の
変
化
し
た
道
路
等
に
お
い
て
、
れ

幅
広
歩
道
、
自
転
車
道
の
設
置
な
ど
、
歩
行
者
等
が

摯

利
用
し
や
す
い
道
路
空
間
に
な
る
よ
う
再
構
築
を
進

め
る
。
そ
の
際
、
ト
ラ
ン
ジ

ッ
ト
モ
ー
ル
の
導
入
等

も
含
め
社
会
実
験
を
活
用
し
て
、
整
備
を
推
進
す
る
。

③

駅
周
辺
や
商
店
街
等
に
お
け
る
路
上
放
置
自
転
車

の
縮
減
を
図
る
た
め
、
自
転
車
駐
車
場
整
備
を
推
進

す
る
。

④

都
道
府
県
道
以
上
の
道
路
が
交
差
す
る
全
交
差
点

(三
八
、
0
0
0
箇
所
)
で
、
路
線
番
号
や
通
称
名

を
表
示
し
た
わ
か
り
や
す
い
案
内
標
識
の
設
置
を
概

成
す
る

(主
要
地
方
道
以
上
の
道
路
が
相
互
に
交
差

す
る
一
九
、
0
○
○
箇
所
は
概
成
済
み
)。

･
市
街
地
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
(D
I
D
内
)

平
九

二
〇
地
区
I
↓
平
一
四

三
、
一
一〇
〇
地

区
I
↓
長
期

概
成

(
一
四
、
0
0
0
地
区
)

･
幅
の
広
い
歩
道
等

(幅
員
概
ね
三
m
以
上
)
の
設

置
率

平
九

二
八
%

(三
七
、
0
0
0
如
)
I
↓

平
一
四

四
○
%

(五
一
、
五
〇
〇
畑
)
l
↓

長
期

概
成

(約
一
三
万
如
)

(道
路
全
体
延
長
の
約
一
0
%
)



2

良
好
な
環
境
の
保
全
･
形
成

道
路
審
議
会
よ
り
建
設
大
臣
に
対
し
、
｢今
後
の
道
路
環

境
施
策
の
あ
り
方
｣
に
つ
い
て
平
成
九
年
六
月
に
中
間
答

申
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
環
境
を
重
視
し
た
道

路
施
策
へ
の
転
換
を
図
る
。

①

環
境
保
全
･
向
上
を
重
視
し
た
施
策

道
路
施
策
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
早
期
段
階
で

十
分
調
査
し
、
渋
滞
緩
和
、
時
間
短
縮
、
安
全
性
の

向
上
な
ど
の
道
路
整
備
の
効
果
や
建
設
工
事
費
の
費

用
に
、
環
境
面
の
効
果
や
費
用
を
加
え
て
比
較
考
慮

す
る
。
そ
の
際
、
住
民
や
地
方
公
共
団
体
等
の
意
見

も
踏
ま
え
、
道
路
整
備
を
行
わ
な
い
こ
と
も
含
め
て

総
合
的
に
検
討
す
る
。

ま
た
、
事
業
の
計
画
、
設
計
段
階
に
お
い
て
、
貴

重
な
自
然
環
境
の
あ
る
場
所
は
で
き
る
だ
け
回
避
し
、

回
避
で
き
な
い
場
合
は
、
影
響
を
最
小
化
し
、
代
償

措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

②

地
域
社
会
や
国
民
と
連
携
を
と
っ
た
環
境
施
策

排
出
ガ
ス
対
策
、
騒
音
対
策
、
二
酸
化
炭
素
排
出

抑
制
等
を
、
道
路
空
間
の
中
だ
け
で
行
う
だ
け
で
な

く
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
関
係
機
関
、
地
域
社
会
、

道
路
利
用
者
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
等
と
連
携
し
て
効

率
的
に
取
り
組
む
。

印

地
球
環
境
へ
の
負
荷
の
軽
減

①

バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
の
整
備
、
交
通
需
要
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

(T
D
M
)
施
策
や
高
度
道
路
交
通
シ
ス

テ
ム

(I
T
S
)
の
推
進
な
ど
の
交
通
の
円
滑
化
対

策
を
推
進
す
る
。

②

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
車
や
低
公
害
車

(電
気
自
動
車
、

天
然
ガ
ス
自
動
車
等
)
の
普
及
を
図
る
た
め
、
公
共

駐
車
場
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
施
設
を
設
け
る
な
ど
の

方
策
を
検
討
す
る
。

③

循
環
型
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
に
、
道
路
整
備

に
伴
う
建
設
副
産
物
に
つ
い
て
、
発
生
の
抑
制
と
再

利
用
の
促
進
を
徹
底
す
る
。

･
各
種
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
よ
り
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
長
期
需
要
見
通
し
を
踏
ま
え
、
二
〇
一
〇
年
ま

で
に
自
動
車
交
通
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の

伸
び
を
一
九
九
〇
年
に
比
べ
一
･
二
七
倍
に
抑
制

す
る
。

仮
に
道
路
整
備
を
一
切
行
わ
れ
な
い
ま
ま
自

動
車
交
通
需
要
が
増
加
し
た
場
合
は
一
･
五

二
倍

道
路
整
備
を
行
っ
た
場
合
は
一
･
三
七
倍

道
路
整
備
と
あ
わ
せ
自
動
車
単
体
の
燃
料
消

費
効
率
向
上
、
T
D
M
施
策
等
を
講
じ
た
場

合
は
一
･
二
七
倍

②

道
路
交
通
騒
音
･
大
気
汚
染
対
策

騒
音
･
大
気
汚
染
対
策
の
た
め
、
自
動
車
単
体
対
策
や

交
通
流
対
策
な
ど
と
併
せ
、
低
騒
音
舗
装

(三
、
四
〇
〇

如
)、
遮
音
壁

(七
七
〇
蝿
)、
環
境
施
設
帯

(八
○
如
)

等
の
道
路
構
造
対
策
、
沿
道
法
を
活
用
し
た
建
物
防
音
工

事
助
成
や
緩
衝
建
築
物
の
誘
導
な
ど
の
沿
道
整
備
を
推
進

、す
る
。･

二
酸
化
窒
素
環
境
基
準
達
成
率

(踰
総
量
削
減
区

域
内
)

平
九

五
五
%
l
↓
平
一
四

概
ね
達
成
I
↓

長
期

概
ね
達
成

･
夜
間
騒
音
要
請
限
度
ま
た
は
屋
内
保
全
目
標
の
達

成
率

(
一
般
国
道
)

平
九

八
一
%
1
↓
平
一
四

八
四
%
l
↓

長
期

概
成

③

自
然
環
境
の
保
全

計
画
･
設
計
段
階
に
お
い
て
、
貴
重
な
自
然
環
境
の
あ

る
場
所
に
お
け
る
事
業
を
回
避
す
る
こ
と
と
し
、
回
避
で

き
な
い
場
合
は
影
響
の
最
小
化
･
代
償
措
置
を
講
じ
る
こ

と
を
基
本
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
自
然
環
境
保
全
、
向
上

の
た
め
の
考
え
方
や
具
体
的
な
方
法
を
指
針
と
し
て
と
り

ま
と
め
る
と
と
も
に
、
道
路
法
面
の
緑
化
に
よ
る
ビ
オ
ト

ー
プ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
推
進
す
る
。

燭

社
会
環
境
･
文
化
の
創
造

①

地
域
の
実
施
す
る
屋
外
広
告
物
対
策
や
景
観
向
上

に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
と
連
携
し
て
、
歩
道
の
整

備
、
街
並
み
や
沿
道
景
観
の
整
備
を
行
い
、
沿
道
景

観
の
維
持
向
上
を
図
る
。
ま
た
、
市
街
地
を
通
過
す

る
幹
線
道
路
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
質
の
高
い
緑

化
を
図
る
。

･
都
市
内
道
路
緑
化
率

(D
I
D
地
域
内
の
完
成
四



車
線
の
国
道
、
都
道
府
県
道
、
市
町
村
道
の
管
理

延
長
に
対
す
る
緑
化
延
長
の
割
合
)

平
九

四
四
%
I
↓
平
一
四

五
二
%
I
↓

長
期

七
五
%

②

景
観
に
配
慮
し
た
調
査
設
計
が
行
わ
れ
る
よ
う
、

早
期
段
階
か
ら
の
専
門
家
の
参
画
や
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

方
式
な
ど
の
活
用
を
図
る
。

y

安
心
し
て
住
め
る
国
土
の
実
現
(国
土
保
全
)

ー

道
路
の
防
災
対
策
･
危
機
管
理
の
充
実

社
会
の
安
全
や
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
に
、
災
害
に
強

い
施
設
の
整
備
(
ハ
ー
ド
面
)、
効
率
的
、
効
果
的
な
管
理

体
制

(ソ
フ
ト
面
)
の
両
面
か
ら
、
防
災
対
策
、
危
機
管

理
へ
の
対
応
を
強
化
す
る
。

の

災
害
の
影
響
を
少
な
く
す
る
信
頼
性
の
高
い
道
路
網
の

構
築

①

復
旧
活
動
等
に
つ
い
て
の
道
路
管
理
者
間
の
相
互

支
援
体
制
等
を
、
国
が
中
心
と
な
っ
て
強
化
し
、
全

体
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
危
機
管
理
を
充
実
す
る
。

②

平
成
八
年
度
･
九
年
度
の
道
路
防
災
総
点
検
に
基

づ
き
、
防
災
対
策
、
震
災
対
策
を
実
施
し
、
災
害
に

対
す
る
よ
り
高
い
安
全
性
･
信
頼
性
の
確
保
に
努
め

る
。
防
災
対
策
に
つ
い
て
は
、
点
検
を
踏
ま
え
、
緊

急
的
に
対
策
が
必
要
と
さ
れ
た
法
面
等
約
五
六
、
七

○
○
箇
所
に
つ
い
て
重
点
的
に
対
策
を
実
施
し
、
五

箇
年
計
画

(案
)
で
概
成
す
る
。
ま
た
、
震
災
対
策

に
つ
い
て
は
、
緊
急
性
の
高
い
橋
梁
等
約
三
八
、
五

〇
〇
箇
所
に
つ
い
て
重
点
的
に
対
策
を
実
施
し
、
緊

急
輸
送
道
路
上
の
橋
梁
に
つ
い
て
は
耐
震
補
強
を
概

成
す
る
。

･
緊
急
輸
送
道
路
に
お
け
る
耐
震
補
強
整
備
率

平
九

五
八
%
I
↓
平
一
四

概
成

③

防
災
カ
ル
テ
を
活
用
し
た
斜
面
の
監
視
等
の
強
化

や
地
域
の
住
民
等
と
連
携
し
た
監
視
通
報
を
行
う
体

制
づ
く
り
、
ま
た
、
岩
盤
斜
面
計
測
な
ど
の
技
術
開

発
を
進
め
る
o

(注
)緊
急
輸
送
道
路
=
｢地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
｣
(平
成
七
年
六
月
)

に
お
い
て
、
地
震
直
後
か
ら
発
生
す
る
救
急
、
消
防
、
応
急
復
旧
対

策
等
の
緊
急
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
に
整
備
が
必
要
と
さ
れ
た
道
路

で
、
平
成
八
年
末
現
在
、
全
国
で
約
八
八
、
0
0
0
畑
が
計
画
さ
れ

て
い
る
。

②

安
心
で
き
る
市
街
地
の
形
成

①

三
大
都
市
圏
及
び
東
海
地
域
等
の
主
要
都
市
の
密

集
市
街
地
に
お
い
て
広
域
避
難
地
に
到
達
で
き
る
よ

う
避
難
路

(約
一
二
○
如
)
の
整
備
を
推
進
す
る
。

②

木
造
家
屋
が
密
集
す
る
市
街
地
に
お
い
て
面
的
市

街
地
整
備
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
道
路
が
未
整
備

の
た
め
消
防
活
動
が
困
難
な
区
域
の
道
路
整
備
を
推

進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
防
災
上
危
険
な
市
街
地
の
解

消

(約
三
一
婿
)
を
進
め
る
。

㈱

雪
国
の
暮
ら
し
を
支
え
る
冬
期
の
安
全
で
円
滑
な
道
路

交
通
の
確
保

新
た
な
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確
保
五
箇
年
計

画

(案
)
を
策
定
し
、
除
雪
、
消
雪
施
設
･
流
雪
溝
整
備

に
よ
る
道
路
の
消
融
雪
、
凍
結
防
止
対
策
の
充
実
、
気
象

情
報
等
提
供
の
強
化
、
除
雪
機
械
の
整
備
な
ど
に
重
点
的

に
取
り
組
む
。

･
冬
期
道
路
空
間
確
保
率

(積
雪
地
域
内
の
一
般
国

道
、
道
府
県
道
の
改
良
済
区
間
で
冬
期
に
お
い
て

も
二
車
線
以
上
が
確
保
さ
れ
た
道
路
の
延
長
割
合
)

平
九

五
四
%
1
↓
平
一
四

六
0
%
1
↓

長
期

八
割

･
凍
結
路
面
解
消
率

(路
面
凍
結
に
よ
り
走
行
が
困

難
と
な
る
箇
所
が
解
消
さ
れ
る
割
合
)

平
九

一
0
%
I
↓
平
一
四

四
五
%
l
↓

長
期

概
ね
解
消

2

道
路
の
管
理
の
充
実

道
路
は
、
国
民
生
活
や
社
会
活
動
を
支
え
る
最
も
基
礎

的
な
社
会
資
本
で
あ
り
、
災
害
の
多
い
我
が
国
に
お
い
て

は
、
社
会
の
安
全
･
安
定
に
果
た
す
道
路
の
役
割
は
非
常

に
大
き
い
。

道
路
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

初
め
て
そ
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
高
規
格

幹
線
道
路
か
ら
市
町
村
道
に
至
る
全
体
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
計
画
的
･
効
率
的
に
管
理
･
整
備
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
国
は
、
全
体
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
枢
を
担
う
直

轄
国
道
の
管
理
を
行
い
な
が
ら
、
地
域
の
実
情
、
ニ
ー
ズ

を
吸
収
す
る
と
と
も
に
、
全
体
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
i
ク
の
課
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題
を
把
握
･
分
析
し
、
課
題
解
決
の
た
め
の
政
策
･
計
画

を
企
画
･
立
案
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
道
路
交
通
の

広
域
化
、
車
両
の
大
型
化
等
が
進
む
中
で
、
全
体
道
路
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
体
性
、
効
率
性
を
高
め
る
た
め
に
は
、

直
轄
国
道
を
中
心
と
し
て
、
管
理
者
相
互
の
一
層
の
連
携

強
化
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

印

道
路
の
維
持
管
理
の
充
実

安
全
で
快
適
な
道
路
の
通
行
を
確
保
し
、
次
世
代
に
良

好
な
状
態
で
道
路
ス
ト
ッ
ク
を
引
き
継
ぐ
た
め
、
効
率
的

に
道
路
管
理
を
実
施
す
る
。

①

舗
装
、
橋
梁
、
ト
ン
ネ
ル
等
道
路
ス
ト
ッ
ク
を
適

切
に
保
全
す
る
た
め
、
道
路
管
理
の
充
実
を
図
る
。

今
後
増
大
す
る
道
路
ス
ト
ッ
ク
の
合
理
的
･
効
率
的

な
管
理
を
行
う
た
め
、
道
路
ス
ト
ッ
ク
の
定
期
点
検

を
行
い
、
そ
の
健
全
度
を
評
価
し
、
計
画
的
な
維
持

管
理
に
役
立
て
る
仕
組
み
を
構
築
･
活
用
す
る
。
ま

た
、
維
持
管
理
費
を
抑
制
す
る
た
め
、
長
寿
命
舗
装

な
ど
の
長
寿
命
化
技
術
や
修
繕
･
更
新
等
の
技
術
開

発
を
推
進
･
導
入
を
図
る
。

②

複
数
の
道
路
管
理
者
が
道
路
に
関
わ
る
意
見
、
相

談
、
提
案
等
を
総
合
的
に
受
け
る
窓
口
(｢道
の
相
談

室
｣)
の
設
置
と
と
も
に
、
公
募
モ
ニ
タ
ー
の
拡
充
を

図
る
。

②

地
理
情
報
シ
ス
テ
ム

(G
-
S
)
の
構
築
支
援

①

道
路
管
理
の
た
め
に
構
築
し
て
い
る
地
図
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
を
活
用
し
、
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
(G
I
S
)

の
展
開
に
不
可
欠
な
国
土
空
間
デ
ー
タ
基
盤
の
構
築

を
支
援
す
る
o

②

道
路
施
設
や
道
路
交
通
情
報
等
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
整
備
、
道
路
管
理
業
務
等
を
支
援
す
る
ア
プ
リ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
開
発
を
進
め
る
。

四

道
路
政
策
の
進
め
方
の
改
革

1

道
路
政
策
の
進
め
方
の
改
革

の

道
路
事
業
の
効
率
化

限
ら
れ
た
財
源
を
有
効
に
活
用
し
、
道
路
事
業
を
効
果

的
･
効
率
的
に
進
め
て
い
く
た
め
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に

的
確
に
対
応
し
た
必
要
性
の
高
い
分
野
に
重
点
投
資
を
図

る
こ
と
に
よ
り
、
投
資
効
果
の
向
上
と
そ
の
早
期
発
現
に

努
め
る
。

①

重
点
投
資
を
行
う
分
野
の
明
確
化

限
ら
れ
た
財
源
に
よ
り
、
社
会
･
経
済
状
況
の
変

化
や
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
重

点
的
に
対
応
す
べ
き
投
資
分
野
を
明
確
化
し
、
予
算

の
重
点
化
を
図
る
。

②

投
資
効
果
の
早
期
発
現

道
路
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
効
果
の
早
期

発
現
を
目
指
す
た
め
、
事
業
箇
所
を
厳
選
し
、
重
点

投
資
を
行
う
。

③

コ
ス
ト
縮
減
策
の
推
進

｢公
共
工
事
コ
ス
ト
縮
減
対
策
に
関
す
る
行
動
指

針
｣
等
に
基
づ
き
、
平
成
=

年
度
ま
で
に
所
要
の

施
策
を
完
了
し
、
平
成
八
年
度
に
比
較
し
て
少
な
く

と
も

一
0
%
以
上
の
コ
ス
ト
縮
減
を
目
指
す
と
と
も

に
、
維
持
補
修
コ
ス
ト
を
含
め
た
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

コ
ス
ト
の
縮
減
に
積
極
的
に
取
り
組
む
。

④

他
の
施
策
と
の
多
様
な
連
携
の
推
進

地
域
の
活
性
化
や
福
祉
の
向
上
等
の
横
断
的
な
政

策
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
他
省
庁
や
地
方
公
共
団
体
、

民
間
等
の
様
々
な
施
策
･
事
業
と
の
よ
り
一
層
積
極

的
な
連
携
を
推
進
す
る
。

②

評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入

効
率
的
な
施
策
展
開
、
事
業
執
行
の
た
め
、
客
観
性
を

確
保
し
た
評
価
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
個
別
事
業
及
び
施

策
の
評
価
を
行
う
。
評
価
結
果
は
公
表
す
る
と
と
も
に
、

可
能
な
限
り
、
計
画
の
見
直
し
、
施
策
の
改
善
や
予
算
配

分
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
効
率
的
な
事
業
推
進
を

図
る
。

①

個
別
事
業
の
評
価

平
成
九
年
度
の
新
規
事
業
採
択
に
あ
た
っ
て
は
、

費
用
便
益
比

(B
/
C
)
を
含
め
た
評
価
指
標

(案
)

を
用
い
、
個
別
事
業
の
評
価
を
実
施
し
て
き
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
評
価
手
法
を
充
実
さ

せ
る
。

ま
た
、
事
業
途
中
段
階
、
事
業
完
了
後
に
お
い
て

も
必
要
に
応
じ
て
評
価
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
つ

い
て
公
表
す
る
o

②

施
策
の
評
価



個
別
事
業
の
評
価
に
加
え
て
施
策
の
評
価
を
行
う

を
行
う
。
評
価
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
、

新
し
い
施
策
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
関
係
者
や
住

た
め
、
渋
滞
対
策
、
交
通
安
全
対
策
等
の
施
策
毎
に

計
画
の
見
直
し
や
施
策
の
改
善
を
行
う
。

民
の
参
加
の
も
と
、場
所
や
期
間
を
限
定
し
て
試
行
･

目
標
を
設
定
し
、
そ
の
達
成
状
況
等
に
つ
い
て
客
観

③

社
会
実
験
の
積
極
的
実
施

評
価
す
る
社
会
実
験
を
積
極
的
に
実
施
す
る
。

的
な
指
標
を
用
い
た
評
価
手
法
を
開
発
し
て
、
評
価

社
会
的
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
高
い

･
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(T
D
M
)
施
策

札
幌
市
、
金
沢
市
な
ど

･
ト
ラ
ン
ジ

ッ
ト
モ
ー
ル
の
整
備

浜
松
市

等

③

透
明
性
の
確
保
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
･
イ
ン
ポ
ル
ブ
メ
ン
ト

(P
-
)
の
実
施

行
政
情
報
の
公
開
や
政
策
へ
の
国
民
の
意
見
の
反
映
に

よ
り
、
国
民
の
理
解
の
得
ら
れ
る
形
で
道
路
政
策
が
実
施

さ
れ
る
よ
う
に
努
め
る
。

①

透
明
性
の
確
保

新
た
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画

(案
)
の
策
定
に

合
わ
せ
、
高
速
自
動
車
国
道
か
ら
市
町
村
道
、
都
市

計
画
道
路
の
事
業
着
手
及
び
完
了
年
度
を
明
示
し
た

整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
、
公
表
す
る
。
大
規
模
な

道
路
事
業
の
計
画
の
早
期
段
階
で
の
ル
ー
ト
や
構
造
、

特
殊
法
人
の
経
営
内
容
等
の
情
報
公
開
に
取
り
組
み
、

道
路
事
業
の
透
明
化
を
図
る
。

②

パ
ブ
リ
ッ
ク

･
イ
ン
ポ
ル
ブ
メ
ン
ト
の
実
施

国
民
と
の
対
話
を
行
い
な
が
ら
施
策
の
展
開
を
図

る
た
め
、
地
域
に
密
着
し
た
事
業
へ
の
住
民
参
加
の

促
進
や
国
民
の
ニ
ー
ズ
が
直
接
把
握
で
き
る
仕
組
み

の
充
実
を
図
る
。

⑯緘
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利
用
者
サ
i
ビ
ス
の
向
上
等
を
図
る
た
め
、
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
や
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
等
に
お
い
て
、

民
間
の
資
金
、
技
術
力
、
経
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
い
っ

た
民
間
活
力
の
一
層
の
活
用
を
図
る
。

ま
た
、
限
ら
れ
た
財
源
を
有
効
に
活
用
し
、
効
率

的
に
事
業
を
実
施
し
て
い
く
た
め
、
道
路
整
備
に
民

間
活
力
を
活
用
す
る
手
法

(B
O
T
等
)
に
つ
い
て
、

対
象
事
業
の
範
囲
、
条
件
、
手
続
き
等
、
我
が
国
の

実
状
に
適
合
し
た
制
度
や
仕
組
み
を
検
討
し
、
具
体

化
を
図
る
。

･
民
間
に
よ
る
I
C
の
整
備
、
I
C
や
S
A

･
P
A

に
隣
接
し
た
民
間
物
流
･
集
客
施
設
の
立
地
促
進

･
既
存
S
A
･
P
A
で
の
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
施

設
の
追
加

･
V
E
方
式

(バ
リ
ュ
ー

･
エ
ン
ジ

ニ
ア
リ
ン
グ
方

式
)＼
技
術
提
案
総
合
評
価
方
式
の
導
入

等

◎

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立

③

国
と
地
方
の
役
割
分

道
路
事
業
に
関
し
、
関
係
す
る
機
関
や
国
民
等
と
の
相

国
は
、
地
方
公
共
寸

互
理
解
を
深
め
、
効
率
的
に
施
策
を
実
行
す
る
た
め
、
国

対
応
が
困
難
で
あ
る
広

民
と
行
政
、
官
と
民
、
国
と
地
方
が
適
切
に
役
割
分
担
し

理
･
整
備
を
実
施
し
、

た
新
し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
構
築
す
る
。

て
、
全
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー

①

国
民
と
行
政
の
役
割
分
担

う
、
広
域
的
な
視
点
で

生
活
に
密
着
し
た
地
域
的
な
道
路
に
つ
い
て
は
、

な
ど
、
国
と
地
方
の
適

地
域
住
民
の
適
切
な
参
加
の
下
に
管
理
が
行
わ
れ
る

仕
組
み
の
検
討
･
具
体
化
を
図
る
。

2

有
料
道
路
制
度
の
活
用

②

官
と
民
の
役
割
分
担

現

の
M
し
い
オ
次

青

③

国
と
地
方
の
役
割
分
担

国
は
、
地
方
公
共
団
体
で
は
適
切
か
つ
効
率
的
な

対
応
が
困
難
で
あ
る
広
域
的
･
根
幹
的
道
路
網
の
管

理
･
整
備
を
実
施
し
、
根
幹
的
な
道
路
網
を
核
と
し

て
、
全
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
効
率
的
に
機
能
す
る
よ

う
、
広
域
的
な
視
点
で
の
支
援
を
必
要
に
応
じ
行
う

な
ど
、
国
と
地
方
の
適
切
な
役
割
分
担
を
図
る
。

現
下
の
厳
し
い
財
政
事
情
の
も
と
、
高
規
格
幹
線
道
路
、

都
市
高
速
道
路
、
都
市
圏
環
状
道
路
等
の
整
備
を
進
め
て

い
く
た
め
、
有
料
道
路
制
度
の
一
層
の
活
用
が
必
要
で
あ

　　
　の

高
規
格
幹
線
道
路
等
の
整
備

適
正
な
料
金
水
準
の
も
と
で
採
算
性
を
確
保
し
つ
つ
整

備
を
推
進
す
る
た
め
、
償
還
の
仕
組
み
の
改
善
や
公
的
助

成
の
拡
充
･
安
定
的
確
保
を
図
る
。
特
に
、
広
域
的
な
交

流
を
支
え
る
高
規
格
幹
線
道
路
に
つ
い
て
は
、
今
後
は
経

済
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
な
け
れ
ば
、
基
本
的
に
は
料
金

水
準
を
上
げ
な
い
よ
う
様
々
な
工
夫
を
行
い
な
が
ら
整
備

を
進
め
る
。

②

効
率
的
で
開
か
れ
た
有
料
道
路
事
業
の
実
施

建
設
費
、
管
理
費
等
の
節
減
に
一
層
取
り
組
む
と
と
も

に
、
都
市
高
速
道
路
に
つ
い
て
は
、
建
設
着
手
の
段
階
で

料
金
の
見
通
し
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
整
備
を
進
め
る
。

③

利
用
者
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
制
度
と
運
用
の
改
善

渋
滞
区
間
の
拡
幅
･
出
入
口
の
増
設
等
に
よ
る
渋
滞
緩

和
、
V
I
C
S

(道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
)
や
E

,

T
C

(
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
)
等
の

“

推
進
、
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
を
図
る
。
ま
た
、
.　

地
方
都
市
周
辺
に
お
け
る
通
勤
な
ど
の
近
距
離
多
頻
度
利

舛

用
者
の
た
め
の
料
金
割
引
等
多
様
な
料
金
施
策
に
つ
い
て

洸

検
討
を
行
い
、
可
能
な
も
の
か
ら
実
施
す
る
。

3

新
技
術
の
開
発
･
導
入
の
促
進

の

新
た
な
道
路
技
術
五
箇
年
計
画
の
策
定

環
境
･
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
の
顕
在
化
、
安
全
･
安
心
に

対
す
る
要
請
の
高
ま
り
、
産
業
の
空
洞
化
、
道
路
ス
ト
ッ

ク
の
老
朽
化
等
に
対
す
る
喫
緊
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、

新
た
な
道
路
技
術
五
箇
年
計
画
を
策
定
し
、
異
分
野
の
技

術
研
究
開
発
と
の
連
携
、
総
合
化
を
図
る
こ
と
を
前
提
に

研
究
開
発
を
推
進
す
る
。

技
術
研
究
開
発
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
道
路
利
用
者
に

わ
か
り
や
す
い
目
標
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
成
果
の
経

済
的
効
果
等
を
明
確
に
し
た
上
で
技
術
研
究
開
発
を
開
始

す
る
。
さ
ら
に
、
国
が
行
う
技
術
研
究
開
発
に
つ
い
て
途

中
段
階
を
含
め
て
評
価
を
実
施
し
、
評
価
結
果
の
公
表
や

研
究
資
金
の
適
切
な
配
分
等
を
行
う
。

の

異
分
野
の
技
術
研
究
開
発
と
の
連
携
･
総
合
化

技
術
研
究
開
発
に
お
い
て
は
、
情
報
･
通
信
、
メ
カ
ト

ロ
ニ
ク
ス
、
新
素
材
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
等
、
異
分

野
に
お
け
る
各
種
技
術
･
技
術
研
究
開
発
と
の
連
携
･
総



合
化
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
路
の
機
能
向
上
、
効

通
信
、
機
械
等
と
の
連
携
･
総
合
化
)

率
的
な
道
路
整
備
等
に
資
す
る
新
技
術
を
構
築
す
る
と
と

･
地
震
、
豪
雪
･
豪
雨
等
に
対
す
る

も
に
、
新
規
産
業
の
創
出
に
も
貢
献
す
る
よ
う
努
め
て
い

o①

円
滑
な
道
路
交
通
確
保
の
た
め
の
技
術

(情
報
･

通
信
、
電
気
、
機
械
、
人
間
工
学
等
と
の
連
携
･
総

合
化
)

･
情
報
･
通
信
技
術
を
活
用
し
た
高
度
道
路
交
通
シ

ス
テ
ム

(I
T
S
)

･
物
流
効
率
化
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム

･
交
通
導
線
の
円
滑
化
に
資
す
る
道
路
計
画
･
構
造

等

②

良
好
な
環
境
保
全
･
形
成
技
術

(建
築
、
情
報
･

通
信
、
電
気
、
機
械
、
化
学
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
、
人
間
工
学
等
と
の
連
携
･
総
合
化
)

･
交
通
安
全
確
保
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
た
め
の
人
間

工
学
的
知
見
を
踏
ま
え
た
技
術

･
ロ
ー
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
技
術

(廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル

技
術
、建
設
汚
泥
発
生
抑
制
シ
ー
ル
ド
工
法
、道
路

･
地
震
、
豪
雪
･
豪
雨
等
に
対
す
る
防
災
対
策
関
連

技
術

･
土
砂
災
害
･
岩
盤
崩
落
等
の
観
測
･
監
視
シ
ス
テ

ム

等

④

建
設
･維
持
管
理
に
お
け
る
コ
ス
ト
縮
減
技
術
(電

気
、
機
械
、
材
料
、
化
学
、
樹
脂
、
繊
維
、
造
船
･

プ
ラ
ン
ト
等
と
の
連
携
･
総
合
化
)

･
高
耐
久
性
･高
強
度
･高
じ
ん
性
材
料
、
代
替
材
料

･
次
世
代
海
上
横
断
構
造
物

(浮
き
橋
、
水
中
ト
ン

ネ
ル
、
海
峡
部
長
大
ト
ン
ネ
ル
の
換
気
技
術
等
)

･
施
工
の
省
人
化
･
省
力
化
技
術

･
構
造
物
の
経
済
的
･
効
率
的
保
全
技
術

等

⑤

政
策
の
効
果
的
･
効
率
的
な
実
施
の
た
め
の
技
術

(経
済
、
計
画
学
、
社
会
学
等
と
の
連
携
･総
合
化
)

･
建
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
技
術

･
評
価
シ
ス
テ
ム
技
術

等

ど
物
流
の
国
際
化
の
支
援

･
開
発
途
上
国
に
お
け
る
道
路
計
画
･
建
設
に
対
す

る
技
術
協
力

･
｢日
米
･道
路
技
術
に
関
す
る
協
力
実
施
取
り
決
め
｣

等
に
基
づ
く
二
国
間
協
力
の
推
進

･
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム

(I
T
S
)
の
国
際
標

準
化
活
動

･
国
際
的
な
枠
組
み
と
協
調
し
た
二
酸
化
炭
素
の
排

出
抑
制
施
策
の
実
施

等

外
廃
棄
物
の
舗
装
用
下
層
路
盤
材
へ
の
利
用
等
)

･自
動
車

(発
生
源
)、
沿
道
建
築
物
を
含
め
た
総
合

的
な
環
境
保
全
技
術

･
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
し
た
環
境
保
全
技

術等

③

道
路
防
災
･
危
機
管
理
の
た
め
の
技
術

(情
報
･

4

国
際
社
会
へ
の
貢
献

物
流
の
高
度
化
な
ど
社
会
･
経
済
の
国
際
化
へ
の
対
応

を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
技
術
協
力
な
ど
国
際
社
会
へ
の

貢
献
を
図
る
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
地
球
規

模
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
環
境
対
策
等
、
国
際

社
会
と
協
調
し
た
施
策
を
実
施
す
る
。

･
国
際
空
港
･
港
湾
へ
の
連
絡
強
化
、
I
S
O
規
格

海
上
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
に
対
応
し
た
道
路
整
備
な



(1) 五五

新
た
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
(案
)
の

整
備
目
標
及
び
整
備
水
準

整
備
目
標

-新たな経済構造実現【こ向むナた支援 !

地域の競争条件確保のための幹線道路網の構築

指 標 H 9 年度末 五箇年計画(案)
内 事 業 量 H 14年度末 長期構想目標

(21世紀初頭)

11 高規格幹線道路供用延長 7,265km 1,361km 8 ,626km 14,oookln

高規格幹線道路等の交通分担率 11% 13 % 21 %

2 高規格幹線道路の面積カバー率 67% 80 % 90 %

3 地域高規格道路の供用延長 L 042km 456km 1,498km
約G OOO~8,00okmの
整備を図る

規格の高い幹線道路網への30分アクセス可能
面積割合 46% 55 % 83 %

4 地方中核都市 1時間圏カバー率 42 % 45 % 61 %

物流効率化の支援

5 自動車専用道路等に

よる交通拠点への連

絡強化

空港への連結率 40 % 58 % 約 9割

19/48空港 10空港 29/50空港 対象53空港

港湾への連結率 25% 38% 約 9割

30/122港 16港 46/122港 対象122港

合 計 29 % 43 % 約 9割

6 車両の大型化に対応した道路整備延長 15 % 30 % 概成

約 3万km 約 3万km 約 6万km 約20万km

中心市街地の活性化

7 都市の基盤が整備された中心市街地の割合 30 % 43 % 約 9割

20円也区 92地区 299地区 630/700地区

8 駐車場充足率

(供給量/需要量)

約65% 約75% 概ね充足

143/227万台 36万台 179/240万台 約270/270万台

情報ハイウェイ構築の支援

9 情報ハイウェイの市町村カバー率 約 1割 約 3割 概成

8,370km L8 ,930km 27,300km 約15万km

道路交通システムの高度情報化(-T S )の推進

10 E T C (ノンストップ自動料金収受システム)

対応料金所整備率
0 % 6割 概成

0 箇所 730箇所 730箇所 1,300箇所

l1 V IC Sサービスの受信可能な都道府県カバー率 約 2割 概成 概成



-活力ある地域づくり 都 市づくりの支援 1

都市圏の交通円滑化の推進 6羨滞対策)

指 標 H 9年度末 五箇年計画(案)
内 事 業 量 H 14年度末 長期構想目標

(2l世紀初頭)

12 朝夕の

走行速度

地方都市 24km/h 25km/h 30km/h

三大都市圏の人口集中地区 21km/h 22km/h 25km/h

13 渋滞による年間損失金額 12兆円 10兆円 6兆円

14 全国の主要渋滞ポイント数 3,200箇所 L 020箇所解消 2,l80箇所 概ね解消

15 連続立体交差事業による都心部踏切道の除却
数 L 060箇所 240箇所 1,300箇所 約3,200箇所

連続立体交差事業整備延長 332km 89km 421km 約1,150km

16 新交通システム等利用者数 114万人 46万人 160万人 約660万人

都市モノレール及び新交通システム整備延長 99km 42km 141km 約970km

17 規格の高い環状道路の整備率 27% 42 % 約 7割

760km 430km 1,19okm 2 ,000/2 ,840km

18 駅前広場等整備箇所数 1,500箇所 268箇所 1,718箇所 約3,700箇所

駅前広場等利用可能人口率 62% 69 %
約 9割

(約2,400万人)

19 路上工事の縮減 (H 4= 100 % ;約3万件) 80% 50 % さらに削減を図る

三大都市の年間路上工事件数 約24 ,00of4: 9 ,000件削減 約l5,000件

共同溝の整備延長 392km 168km 560km 約2 ,00okm

地域 ･都市の基盤の形成

20 首都高速道路 渋滞損失時間 10万台時/日 6万台時/日 概ね解消

平日昼間の走行速度 40k m /h 46k m /h 概ね60k m /h

21 都市計画道路整備率

(完成道路延長 / 都市計画道路延長)

56% 61% 約 8割

26,855/48 ,340km 4,510km 31,365/51,lookm 55 ,100/66 ,9ookm

22 良好な市街地の形成率

(良好な市街地面積 / 市街地面積)

43% 48 % 約 8割

7,673/18 ,000孃 1,287知評 & 960/18 ,550姫 15 ,800/21,000鬮

23 電線共同溝等整備率

は ちの主要エリアでの電線類地中化割合)

25% 50 % 100 %

3,760km 3 ,740km 7 ,500km 15,oookm

地域づくりの支援

24 4 車線化率 (一般国道) 11% 12 % 約 4割

5,810km 440km 6 2 50km 20 ,ooo/53 ,327km

25 県境 ･峠越えに
おける交通不能
区間数

一般国道 39箇所 9箇所解消 30箇所 概ね解消

都道府県道 820箇所 240箇所解消 580箇所 概ね解消

26 大型車のすれ違

い困難区間延長

一般国道 5,50okm 1,470km解消 4,030km 概ね解消

都道府県道 41,9ookm 12 ,200km解消 29,70okm 概ね解消

27 生活中心都市に30分で到達できる市町村の割

合

53 % 57 % 約70%

1,259市町村 91市町村 1,350市町村 約1翳 艀 82

28 道の駅 366箇所 200箇所 566箇所



-よりよい生活環境の確保 l

安全な生活空間の確保

指 標 H 9年度末 五箇年計画(案)
内 事 業 量 H 14年度末 長期構想目標

(21世紀初頭)

29 交通事故死者数 9 ,942人 (H 8) 9.000人以下 さらに削減を図る

30 事故多発箇所対策数 3 2 00箇所 3,200箇所 約20,000箇所

31 バリアフリー歩行空間ネットワークが整備さ

れている地区の割合

1割以下 2割 概成

20地区 3,180地区 3,200地区 約14 ,000地区

32 幅の広い歩道等 (幅員概ね 3 m以上)の設置率 28 % 40 % 概成

37,oookm 14,500km 51 ,500km 約130 ,oookm

33 放置自転車数 65万台 32万台 概ね解消

自転車駐車場整備済台数 268万台分 44万台分 312万台分 380万台分

良好な環境の保全 ･形成

34 都市内道路緑化率 44 % 52 % 75 %

6 ,000/13 ,600km 1,300km 7,300/14 ,00okm 11,500/15 ,300km

35 二酸化窒素 (N 0 2) 環境基準達成率 55% 概ね達成 概ね達成

36 夜間騒音要請限度

又は屋内保全目標(L eq45dB (A ))達成率

81% 84 % 概ね達成

14,oookm 1,oookm 15 ,oookm 16 ,oookm/18,oookm

L安心して住める国土の実現

道路の防災対策 ･危機管理の充実

37 緊急輸送道路における耐震補強整備率 58% 概成 概成

29 ,400箇所 21,500箇所 50,900箇所 50 ,900箇所

38 避難困難地区人口 532万人 108万人解消 424万人 概ね解消

避難路の延長 1,785km 122km 1,907km 約2,200km

39 冬期道路空間確保率 54% 60 % 8割

34,200km 2 ,800km 37,oookm 52 ,400km

40 凍結路面解消率 10% 45% 概ね解消

205km 755km 960km 2 ,lookm

注) 長期構想目標は、 21世紀初頭 (2015~ 2020年) までの整備量



(注) 1 , ｢高規格幹線道路等の交通分担率｣ とは、 全国自動車走行台キロに占める高規格幹線道路

等 (都市高速道路を含む) の走行台キロの割合。
2 , ｢高規格幹線道路の面積カバー率｣ とは、 1 時間以内で高規格幹線道路のインターチェン

ジに到達できる面積の割合。 (離島部除く)。
3 . ｢規格の高い幹線道路網への30分アクセス可能面積割合｣ とは、 高規格幹線道路、 地域高

規格道路へ30分以内で到達可能な面積の割合。
4 , ｢地方中核都市 1時間圏カバー率｣ とは、 高規格幹線道路、 地域高規格道路を利用するな

どして、 地方中核都市へ 1 時間以内に到達可能な面積の割合。 地方中核都市とは、 都道府

県庁所在地あるいは人ロ30万人以上の都市など93都市。
5 . 対象とした交通拠点は以下のとおり。

空 港 : 9 年度末現在供用中である全国の公共の用に供する空港のうち、 離島に位置す

るものを除く48空港。 ただし、 将来値には今後開港予定の空港を含む。
港 湾 :全国の重要港湾 ･特定重要港湾のうち、 離島に位置するものを除く122港。
｢連結率｣ とは、 高規格幹線道路と地域高規格道路又はこれらに接続する自動車専用道路

等のインターチェンジ等から10分以内の連絡が可能な空港、 港湾の割合。
6 . ｢車両の大型化に対応した道路整備延長｣ とは、 高規格幹線道路等の整備や既存橋梁の補

強等により車両の大型化 (車両総重量25トン) に対応した道路延長。
7 , ｢都市の基盤が整備された中心市街地の割合｣ とは、 全国の中心市街地 (約700地区) に

対する道路等の中心市街地の活性化のための基盤が整備された中心市街地の割合。
8 , ｢駐車場充足率｣ とは、 D I D 地区内における一時預り駐車場の需要量に対する供給量の

割合。
9 . ｢情報ハイウェイの市町村カバー率｣ とは、 市町村における主要な幹線道路に情報BOX、

電線共同溝、 共同溝が整備された市町村の割合。 長期目標は、 2010年頃を目途とする。
lo. ｢E T C (ノンストップ自動料金収受システム) 対応料金所整備率｣ とは、 道路四公団

(日本道路公団、 首都高速道路公団、 阪神高速道路公団、 本州四国連絡橋公団) の管理す

る有料道路の料金所のうち、 E T C 車載器を搭載した車が停止することなく料金支払いの

できる料金所の整備率。
1 1 . ｢ V I C s サービスの受信可能な都道府県カバー率｣ とは、 警察庁、 郵政省との連携によ

る V I C S について、 都道府県のうち主要なエリア (中心都市や事前通行規制区間等) に

おいてサービスを受信可能な都道府県の割合。
12. ｢朝夕の走行速度｣ とは、 午前 7 時から 9 時、 午後 5 時から 7 時における走行速度。 三大

都市圏の人ロ集中地区とは、 埼玉 ･千葉 ･東京 ･神奈川 ･愛知 ･三重 ･京都 ･大阪 ･兵庫

の県庁所在都市における人口集中地区。 地方都市とは三大都市圏を除く地域の県庁所在都
市。

･

13. ｢渋滞による年間損失金額｣ とは、 平成 6 年度道路交通センサスにおける交通量と交通容

量の比、 走行速度の関係を基に、 平成14年度末の交通量と交通容量の予測から推計したも
の)。

14. ｢主要渋滞ポイント｣ とは、 以下の定義により抽出された箇所ならびに関連する箇所等を

いう。
一般道路 (D I D 内) :渋滞長が1,ooom以上または通過時間が10分以上。
一般道路 (D I D 外) :渋滞長が500m以上または通過時間が5分以上。
高速自動車国道 :イ ンターチェンジの出入り口においてボ トルネックとなっている

箇所で渋滞回数30回 / 年以上または平均渋滞長概ね2km以上。
首都高速道路 ･阪神高速道路 :平均渋滞長が概ね4km以上。

L5, ｢連続立体交差事業による都心部踏切道の除却数｣ とは、 連続立体交差事業によって除却
される踏切道の数。

16, ｢新交通システム等｣ とは、 都市モノレール、 新交通システム及び路面電車 (L R T を含

む)。 利用者数は 1 日当たりの利用者数。
17, ｢規格の高い環状道路の整備率｣ とは平成 9 年度末現在で、 広域道路整備基本計画に位置

付けられている中枢 ･中核都市等70都市の環状道路総延長2,840kmのうち供用された延長

の割合。
18. ｢駅前広場等利用可能人口率｣ とは、 鉄道等利用人口 (約2,700万人) のうち、 通勤 ･通

学などで利用する最寄りの駅等で駅前広場等が整備されている人口の割合。 駅前広場等と

は駅前広場と交通広場をあわせたもの。 駅前広場等の整備箇所には再整備箇所 (五箇年計

画 (案) で50ヶ所) を含む。



19. ｢路上工事の縮減｣ とは、 平成 4 年度の路上工事件数を基準とした割合。 3 大都市 (東京
23区、 名古屋市、 大阪市) を対象とする。

20, ｢渋滞損失時間｣ とは、 実際にかかる時間と規制速度でかかる時間の差。
｢平日昼間の走行速度｣ とは、 平日 (7:00 ~ 19:00) の平均的な走行速度。

21, ｢都市計画道路整備率｣ とは、 市街地 (市街化区域または用途地域設定区域) における幹
線道路の都市計画決定延長に対する完成延長の割合。

22, ｢良好な市街地の形成率｣ とは、 市街地面積 (市街化区域と用途地域の合計面積) に対す
る土地区画整理事業等により、 通過交通を適正に分離する道路網等の基盤が整備された良
好な市街地の面積の割合。

23, ｢電線共同溝等整備率｣ とは、 まちの主要エリアにおいて電線類地中化が必要な道路15,0
0okm (人口10万人以上の都市の駅前や商店街などのメインストリート等) に対する、 電線
共同溝等が整備された道路の割合。

24. ｢4 車線化｣ とは、 上下線合計の車線数を 4 以上とすることをいう。
25, ｢県境や峠越えにおける交通不能区間｣ とは、 都府県境や峠部で、 現道がなし、 または、

最大積載量4 tの貨物車が通行不能な区間 (未供用区間も含む)。
26, ｢大型車のすれ違い困難区間｣ とは、 バス、 貨物車等の大型車のすれ違いが困難な区間

(車道幅員が5.5 m 未満の区間)。
27, ｢生活中心都市に30分で到達できる市町村の割合｣ とは、 日常サービスを提供する機能を

備える343都市 (2 次生活圏中心都市) へ30分以内にアクセスできる市町村の割合。 (2 次
生活圏が設定されていない三大都市圏を除く)

28, ｢道の駅｣ とは、 幹線道路において、 パーキング等の休憩施設と地域情報を提供する地域
振興施設を一体的に整備した施設。

29, ｢交通事故死者数｣ は、 24時間死者数。
30, ｢事故多発箇所｣ とは、 重大事故が平均の 3 倍以上発生している箇所。
31. ｢バリアフリー歩行空間ネットワークが整備されている地区｣ とは、 車いすが安心して通

行できる幅員 (原則として幅員 3 m 以上) および、 適切な段差 中頃斜 ･勾配が確保された
歩道等がネットワークとして整備されている地区。

対象地区 : D I D 地区内の住居 ･商業系地区 (1地区概ね 1 km 2)。
対象路線 :駅、 商店街、 病院、 福祉施設等を連絡する地区内の主要ルート。

32. ｢幅の広い歩道等の設置率｣ とは、 市街地の 2 車線以上の道路など約13万kmるこ対する幅の
広い歩道等が設置された道路延長の割合。

33, ｢放置自転車数｣ は、 三大都市圏の駅及びその他地域の市域の駅周辺 (駅より概ね500m以
内) における道路上の放置自転車数であり、 平成 9 年度末の数値は総務庁調査 (平成 7
年) に基づき推計している。

34, ｢都市内道路緑化率｣ とは、 D I D 地区内の完成断面が 4 車以上の国道、 都道府県道、 市
町村道の管理延長に対する緑化延長の割合。

35, ｢二酸化窒素 (N 0 2) 環境基準達成率｣ とは、 首都圏及び近畿圏の 6 都府県にある自動
車排出ガス測定局、 約170局中の環境基準達成箇所の割合であり、 道路網の整備による交
通の円滑化、 自動車単体規制、 使用車種規制、 低公害車導入による効果等を見込んだもの。

36. ｢夜間騒音要請限度又は屋内保全目標 (Leq 45dB (A)) 達成率｣ とは、 一般国道のうち自
動車単体対策、 道路構造対策、 交通流対策等の総合的な対策によって、 沿道 (屋外) の夜
間騒音が要請限度以下または屋内保全目標 (Leq 45dB (A)) まで低減された道路延長の割
合。

37, ｢緊急輸送道路における耐震補強整備率｣ とは、 緊急輸送道路上における対策の必要性が
高い橋梁のうち、 耐震補強が実施された割合。

38. ｢避難困難地区人ロ｣ とは、 三大都市圏の密集市街地の対象人ロ (2,300万人) のうち避
難路までの距離が 1 km以上あって、 安全に避難地に到達することが困難な地区に居住する
人ロ。

39, ｢冬期道路空間確保率｣ とは、 積雪地域内の一般国道、 道府県道のうち、 改良済区間であ
り、 かつ堆雪幅、 流雪溝、 消雪施設のうちいずれかの整備がなされているか、 または、 沿
道排雪を行うことにより、 2 車線以上が確保できる区間の割合。

40, ｢凍結路面解消率｣ とは、 積雪寒冷地域内の一般国道、 道府県道において、 路面凍結によ
り走行が困難となる可能性のある箇所のうち、 消雪施設が設置済みの延長の割合。



参考 地域ごとの道路政策の課題検討

道路政策に求められるサービスには、 地域により、 高速性、 定時性、 安全性など様々な視

点がある。

どの道路政策に重点化すべきかは地域によってニーズが異なる。

倖 最寄りの高度総合医療施設へ一時間で到達できる市町村の割合

裟.
が参#

全国平均 ;50.5%

市町村の割合 : %

□ 60 以上 (↑B)
囮 40‐ 60 (12)
薑 40未満 G 7)

注1) H 6道路交通センサス
注2) 本島と道路で連絡されていない離島を除く

2 県庁所在地へ一時間で到達できる市町村の割合

全国平均 :28.7%

市町村の割合; %

□ 40 以上 G 3)
圏 20‐40 (20)
冒 20未満 (14)

注1) H 6道路交通センサス
注2) 本島と道路で連絡されていない離島を除く

30 道行セ 97.11



3 最寄りの空港へ一時間で到達可能な市町村の割合

全国平均 :26.5%

市町村の割合 : %

□ 40 以上 Q a
園 20‐ 40 (17)
圓 20 未満 (18)

注1) H 6道路交通センサス
注2) 本島と道路で連絡されていない離島を除く

4 幹線道路の事故率

全国平均 :L 59人 / 億台km

30日以内死者数 :人/億台km

注1) 交通事故統計チータ (H 8 )
注2) 30日以内死者数は、 各都道府県の全道路の30日以内死者数に24時間死者数による幹線道路と非幹線道路の比率を乗じて推計した

ものである。
注3)幹線道路とは高速自動車国道、 一般国道、 主要地方道、 及び一般都道府県道である。

道イテセ 97 .11 3ノ



注1) H 6、 7年実績の平均値 (建設省資料)

注2) 対象道路は一般国道、 都道府県
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起点 終点 塾 橡 名 燈鼠 終点 筋 無 名 胆点 麟点　

称

嗣瀕 ｣ 中国截断自助副逍

高速自動車国産 約11,520帥 -般国道目風車弱用適確絶と粁80贓 本荘
うち 本州四国連絡姫路約 IBO蛔

凡 例
開通 区間
平成10~ 14J年度“自適予定窿脚
ま系中区間建鼾樹針断を含む〕にの中から;!;蕩偽脚適していさ#れ〕
陦業草餓中区間(基本計而等'僕漢のんめの鵜費を武ぶり、逆淡裏第に掴手はず,〕

、 t鯏萓区間(予定路絆等) {雑穀機滿を資毅"ものぬ･ら部轄曄特にとりかが勝す。"、 t鯏萓区間(予定路絆等) {雑穀機滿を資毅"ものぬ･ら部轄曄特にとりかが勝す。"

図 1 高規格幹線道路網図 (平成10年 3月末現在の状況)
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瀬戸中央自動車道
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図 2 本州四国連絡橋図
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図 3 東京圏自動車専用道路
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地方中枢都市における自動車専用道路等
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図 6 札幌都市圏
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図 7 仙台都市圏



草 浄 艀
愈

鰡
□

□◇□□□□◇
““刈糘　　

が“霧 繋 ぎ
凡 例

ムェ'÷宙一…-'…′=I} ま基畑 □□□□.--･【 '" . ,.》超ー織 I"′臥

自鱒用轢 (窯中)
自動車専用道路等(僕学則

主要幹線道路 (一般 )

廿日れ,Gt o
学事 O 0 磁

広

図 8 広島都市圏

衝 葛滋ィ号環 戸頗

　　　 　
　　　 　　　　 　　　

鬱
.浜

簗宕

奉 今宿道路 稿賃 福岡市

平成9年度末現在
◇
◇◇

い･ =岡
大野城

凡 例
= -,. 門, .｣‘“‘=‐□.-- --、 □□□□朝 方超l匠u痒再鮭刃

自凝用療 (鞠
自凝用饑㈱
主要幹線道路 (一般)

野約□□□費登臨越路□口 。

図 9 福岡都市圏
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器
藁
/
新
地
窓
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
愈棄
*の
概
襄

新
燈
怠
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
(案
)

に
お
け
る
道
路
整
備
の
効
果

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

一

道
路
整
備
の
効
果

道
路
は
、
社
会
経
済
活
動
を
支
え
る
最
も
根
幹
的
な
社

会
資
本
で
あ
り
、
人
や
物
を
運
び
、
沿
道
の
土
地
利
用
を

促
す
交
通
機
能
と
、
都
市
の
骨
格
を
形
成
し
、
公
共
公
益

施
設
を
収
容
す
る
空
間
機
能
を
有
し
て
い
る
。
道
路
整
備

は
、
こ
れ
ら
多
面
的
な
機
能
の
向
上
を
通
じ
て
国
民
生
活

に
大
き
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
効
果
を

全
体
的
に
捉
え
、
概
観
す
れ
ば
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

道
路
整
備
の
効
果
は
、
道
路
が
建
設
さ
れ
た
後
、
供
用

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
来
の
機
能
か
ら
発
生
し

長
期
間
に
わ
た
っ
て
継
続
す
る
効
果

(ス
ト
ッ
ク
効
果
)

と
そ
の
建
設
に
伴
う
事
業
支
出
が
、
有
効
需
要
を
創
出
す

る
短
期
的
な
効
果

(フ
ロ
ー
効
果
)
が
あ
る
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
効
果
に
は
、
道
路
を
直
接
利
用
す
る
人
が
受
け
る

効
果

(利
用
者
便
益
)
と
こ
れ
が
波
及
し
て
広
く
利
用
者

以
外
の
者
が
受
け
る
効
果

(波
及
効
果
)
が
あ
る
。

利
用
者
便
益
と
し
て
は
、
走
行
経
費
の
節
約
、
走
行
時

間
の
短
縮
、
定
時
性
の
確
保
な
ど
が
あ
る
。
波
及
効
果
と

し
て
は
、
輸
送
条
件
の
改
善
に
よ
る
流
通
の
合
理
化
、
生

産
性
の
向
上
な
ど
を
通
じ
て
生
産
力
を
拡
大
さ
せ
、
ま
た
、

道
路
投
資
そ
の
も
の
が
最
終
需
要
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ

り
、
国
内
総
生
産

(G
D
P
)
を
増
加
さ
せ
る
効
果
が
あ

る
。
道
路
整
備
は
、
こ
れ
ら
の
効
果
を
通
じ
て
地
域
振
興

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
内
需
拡
大
に
大
き
く
貢
献
し

て
い
る
。

一
一
新
庄
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
(案
)
に

お
け
る
効
果
の
推
計

4

新
彪
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
(案
)に
お
け
る
効
果

道
路
整
備
の
効
果
は
極
め
て
広
範
多
岐
に
亘
っ
て
お
り
、

全
て
の
効
果
を
定
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ

る
が
、
新
た
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
(案
)
(以
下
｢新

五
計
｣
と
い
う
。)
の
効
果
に
つ
い
て
計
測
を
行
っ
た
効
果

を
示
せ
ば
表
2
の
と
お
り
で
あ
る
。

効
果
の
推
計
に
お
い
て
、
利
用
者
便
益
及
び
波
及
効
果

の
う
ち
物
流
コ
ス
ト
の
低
下
を
通
じ
た
経
済
構
造
改
革
の

支
援

(貨
物
車
の
輸
送
費
用
の
節
約
)
に
つ
い
て
は
、
新

五
計
の
整
備
が
完
了
し
た
平
成
一
五
年
度
の
一
年
間
に
お

い
て
発
生
す
る
効
果
で
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
効
果
を

推
計
す
る
上
で
の
基
礎
と
な
る
走
行
状
態
は
五
箇
年
計
画

実
施
期
間
を
通
じ
て
徐
々
に
改
善
さ
れ
て
い
き
、
五
箇
年

計
画
が
全
て
終
了
し
た
時
点
で
初
め
て
確
定
す
る
も
の
で

あ
る
の
で
、
五
箇
年
計
画
終
了
の
次
年
度
一
年
間
に
生
ず

る
効
果
を
便
益
把
握
の
期
間

(効
果
算
定
年
度
)
と
し
て



い
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
国
内
総
生
産

(G
D
P
)
の
増
加
、
税
収
の
増
加

に
つ
い
て
は
、
平
成

一
○
年
度
か
ら
一
九
年
度
ま
で
の
一

〇
年
間
の
累
計
で
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
効
果
は
、
道

路
整
備
の
フ
ロ
ー
効
果
と
し
て
の
需
要
創
出
効
果
と
ス
ト

ッ
ク
効
果
と
し
て
の
生
産
力
拡
大
効
果
を
通
じ
て
実
現
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
生
産
力
拡
大
効
果
は
五
箇
年
計
画
実

表 1 新たな道路整備五箇年計画 (案) による効果 る ッ 路 0 に い

道路整備及び道路投資の効果

ト

ッ

ク

効

果

交通機能に

対応する効果

★①走行経費の節約

②燃料の節約
★③走行時間の短縮

④定時性の確保
⑤運転者の疲労の軽減と走行快適性の増大

⑥大量輸送処理の効果
⑦荷傷みの減少と梱包費の節約 等
⑧快適な歩行

⑨自転車交通のモビリティ向上

★⑩輸送費の低下

★⑪物価の低減

★⑫生産力の拡大効果

★⑱生産力拡大による税収の増加

⑭工場立地や住宅開発などの地域開発の誘導

⑮沿道土地利用の促進

⑯通勤 ･通学圏の拡大や買い物の範囲拡大など生活機会の増大

⑰公益施設の利便性向上、 医療の広域化など生活環境の改善

⑱人口の定着 ･増大

⑲地域間の交流 ･連携の強化 等

空間機能に

対応する効果

①国土の有効利用と国土管理の効率化をもたらす社会的公共空間

②市街地を形成する都市の骨格

③生活の快適性を向上させ、 都市のアメニティを高める通風、 採

光、 緑の空間

④都市の安全性を保障する防災空間

⑤電気、 電話、 ガス、 上下水道、 地下鉄、 光ファイバー等の都市

活動基盤施設の収容空間 等

フ
ロ
ー
効
果

事業支出効果
★①道路投資の需要創出効果

★②需要創出による税収の増加

★③輸入の拡大

施
期
間
を
通
じ
て
徐
々
に
大
き
く
な
っ
て
ゆ
き
、
五
箇
年

計
画
に
よ
る
道
路
整
備
の
終
了
後
も
さ
ら
に
大
き
く
拡
大

す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
需
要
創
出
効
果
は
、
五
箇
年
計
画

に
よ
る
道
路
整
備
終
了
後
に
は
毎
年
急
速
に
縮
小
し
て
ゆ

く
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る

(図
1
)
。

(注)1.この表は道路整備という一つのインパクトから発生する効果を多面的に捉えたもの 二 ･ に
であり、 これら全てを単純に合算するこ げま不適当である。 ( 縮 五 大

2 .★印は新たな道路整備五箇年計画 (案) の効果として計"則したものである。 図 小 箇 き

表 2 新たな道路整備五箇年計画 (案) による経済効果
利用者便益 (直接効果) (平成 9年度価格)

日 わ 22

利
用
者
便
益
の
計
測

利
用
者
便
益
の
計
測
は
、
費
用
便
益
分
析
で
一
般
に
行

わ
れ
て
い
る
有
無
比
較
法
(者
絆
す
よ
乱
苺
0巨
8
B
□
鑓
門易
0
□

日
脾
g
色

に
よ
り
行
う
。

利用者便益 約 8兆円/ 年

平成15年度分時間便益 (走行時間の短縮) 約7.5兆円/ 年

走行便益 (走行経費の節約) 約0,5兆円/ 年

("道
路
整
備
は
、
二
地
点
間
の
物
理
的
距
離
を
短
縮
す
る

整 時

　　　　
　
　
　　

国内総生産の増加

生産力拡大効果 (ストック効果)

需要創出効果 (フロー効果)

l うち税収の増加

約200兆円

約70兆円 1

約130兆円 j

平成10年度から平成19年度までの

10年間の累計

約40~ 60兆円

物流コストの低下を通じた経済構造

改革の支援 (貨物輸送費用の節約)
約 6 % 平成15年度分

雇用の創出 年間約120万人
平成10年度から平成19年度までの

10年間の年平均

波及効果



円兆
30

こ
と
に
よ
っ
て
走
行
時
間
を
短
縮
す
る
。
ま
た
、
距
離
は

変
わ
ら
な
く
て
も
、
道
路
を
改
良
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自

動
車
の
走
行
を
よ
り
容
易
に
し
又
、
混
雑
が
緩
和
さ
れ
て

走
行
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
短
縮
時
間

を
、
自
動
車
一
ムロ当
た
り
の
時
間
価
値
で
金
銭
換
算
し
た

も
の
が
時
間
便
益
で
あ
る
。

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

輻
郷
間

　
　
　
　

キ　　

比
響

ロ巍間行時
走

旅行速度(一定値)

　
　

幡
台

　
　　
　

　
　
　
　
　

親
城
市
改

年

高
地
都
未

具
体
的
に
は
、
①
新
五
計
の
整
備
の
有
無
別
、
道
路
分

類
別
、
車
種
別
の
走
行
台
キ
口
を
②
道
路
分
類
別
、
車
種

別
の
走
行
速
度
で
除
し
て
求
め
た
車
種
別
走
行
時
間
に
つ

い
て
、
整
備
の
有
無
に
よ
る
差
に
よ
っ
て
短
縮
時
間
を
求

め
③
こ
れ
に
乗
車
人
員
を
考
慮
し
賃
金
な
ど
に
よ
り
設
定

し
た
車
種
別
時
間
評
価
値
を
乗
じ
て
求
め
た
も
の
で
あ
る

(図
2
)。

①

道
路
分
類
別
走
行
台
キ
ロ
の
設
定

道
路
分
類
別
の
走
行
台
キ
口
に
つ
い
て
、
平
成
一

五
年
度
に
お
け
る
総
走
行
台
キ
口
は
整
備
の
有
無
に

よ
り
変
わ
ら
な
い
も
の
と
仮
定
し
た
う
え
で
整
備
無

し
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
図
3
の
フ
ロ
ー
に
よ
り
、

生産力拡大効果
(ストック効果)

平成19年度

新たな道路整備五箇年計画 (案) による国内総生産の増加

改良済市町村道路

一般化集計Q - V 式

時間帯別平均旅行速度

時間帯別走行時間

注) -T÷÷÷n :整備あり、なしで異なる値をとるインプット条件

図 2 全国総走行時間推計フロー



市 町 村 道 都 道 府 県 道

未改良 ･改良走行台

未改良 ･舗装
簡易舗装延長

未改良砂
刺走行台
キロ

未改良走行台キロ

‐二改良舗装 ･
簡易舗装走行
台キロ 長走行台キロ

良 ･改良走行台キロ

未改良走行台キロ

舗装 ･簡易鮪
裝走行台キロ

沿道状況別シェア
市街部 :42.4%
平地部 :43,7%
山地讃辞開.9%

図 3 整備なし走行台キ口の推定フロー

市 町 村 道 国 ･

未 改 良 改 良 未 改 良
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路、地域高親
樅道路転換済
産地部走行台
キロ
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路、地域高親
格道路、部市
高速道路転換
済市街部走行
台キロ

高規格幹線道
路、地域高親
骼道路転換済
平地部走行台
キロ

e

e

e
e の

④

r

------一--------･④

図 4 整備あり走行台キ口の推定フロー



整
備
有
り
の
場
合
に
つ
い
て
は
一
定
の
走
行
台
キ
ロ

の
転
換
を
考
え
た
上
で
図
4
の
フ
ロ
ー
に
よ
り
設
定

し
て
い
る

(但
し
、
高
規
格
幹
線
道
路
、
地
域
高
規

格
道
路
、
都
市
高
速
道
路
の
走
行
台
キ
ロ
は
与
件
と

し
て
い
る
)。
こ
こ
で
高
規
格
幹
線
道
路
へ
の
転
換
に

つ
い
て
は
、
高
規
格
幹
線
道
路
が
比
較
的
長
ト
リ
ッ

プ
の
交
通
目
的
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
勘
案
し
、
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
主
に
狭
い
範
囲
で
の
域
内
交
通
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
市
町
村
道
か
ら
の
転
換
は
な

い
も
の
と
し
て
考
え
、
ま
た
都
市
高
速
道
路
へ
の
転

換
に
つ
い
て
は
、
都
市
高
速
道
路
が
市
街
部
を
中
心

に
整
備
さ
れ
る
こ
と
を
勘
案
し
、
国
道
、
都
道
府
県

道
市
街
部
及
び
市
町
村
道
市
街
部
か
ら
の
転
換
を
想

定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
地
域
高
規
格
道
路
へ
の
転
換

は
、
そ
の
有
す
る
機
能
の
多
様
性
か
ら
、
高
規
格
幹

線
道
路
を
の
ぞ
く
全
て
の
道
路
か
ら
の
転
換
を
想
定

し
た
。

②

道
路
分
類
別
走
行
速
度
の
設
定

走
行
速
度
の
設
定
は
、
推
計
方
法
の
相
違
に
よ
り
、

①
高
規
格
幹
線
道
路
、
地
域
高
規
格
道
路
、
都
市
高

速
道
路
、
未
改
良
の
国
道
、
都
道
府
県
道
及
び
未
改

良
の
市
町
村
道

(新
五
計
の
整
備
の
有
無
に
よ
る
速

度
の
変
化
無
し
)
②
改
良
済
み
国
道
、
都
道
府
県
道

③
改
良
済
み
市
町
村
道
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け

ら
れ
る
。

ま
ず
、
高
規
格
幹
線
道
路
、
地
域
高
規
格
道
路
、

都
市
高
速
道
路
及
び
未
改
良
の
国
道
、
都
道
府
県
道

等
に
つ
い
て
は
、
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
平
均

旅
行
速
度
を
参
考
に
設
定
し
た
。
こ
れ
は
、
高
規
格

幹
線
道
路
、
地
域
高
規
格
道
路
及
び
都
市
高
速
道
路

上
で
は
自
由

舎
疋
速
)
走
行
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、

未
改
良
道
路
は
も
と
も
と
交
通
量
の
少
な
い
地
域
に

多
く
、
ほ
と
ん
ど
定
速
走
行
し
て
い
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
改
良
済
み
国
道
、
都
道
府
県
道
に
つ
い
て
は
、

一
般
化
集
計
Q
V
式
に
よ
り
推
計
す
る
こ
と
に
よ
り

マ
ク
ロ
的
な
走
行
速
度
の
設
定
を
行
っ
た
。
一
般
化

集
計
Q
V
式
と
は
、
あ
る
地
域
に
お
け
る
平
均
走
行

速
度
を
そ
の
地
域
の
車
線
延
長
、
走
行
台
キ
ロ
か
ら

求
め
る
式
で
あ
り
、
速
度
は
車
線
延
長
が
長
い
ほ
ど

速
く
、
走
行
台
キ
口
が
多
い
ほ
ど
遅
い
と
い
う
傾
向

を
沿
道
状
況
別

(市
街
部
、
平
地
部
、
山
地
部
の
三

分
類
)
に
定
式
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に

表
す
こ
と
が
で
き
る
。

…

車

算
)

"

…

…

め

度

1

換

長

…

-
D

速

(

に

延

中
ソ

…

　

　

　
　
　
　
　

　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　

ま
た
、
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
を
用
い
た
統
計
分
析

に
よ
れ
ば
、
次
の
式
型
が
最
も
優
れ
て
い
る
と
い
う

結
論
を
得
て
い
る
o
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最
後
に
、
市
町
村
道
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
の
制

約
に
よ
り
一
般
化
集
計
Q
V
式
で
の
推
計
が
困
難
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
上
記
に
よ
り
求
め
た
平
均
走
行
速

度
を
適
用
し
た
。

③

車
種
別
時
間
価
値
の
設
定

自
動
車
一
台
当
た
り
の
時
間
価
値
は
車
種
に
よ
っ

て
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
乗
用
車
、
バ
ス
、

普
通
貨
物
、
小
型
貨
物
の
四
車
種
に
分
類
し
て
設
定

し
た
。

惚

走
行
便
益

道
路
整
備
に
よ
り
、
走
行
速
度
が
上
昇
し
、
或
い
は
走

行
状
況
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
燃
料
費
、
油
脂
費
、

タ
イ
ヤ
チ
ュ
ー
ブ
費
、
整
備
費
、
車
両
償
却
費
な
ど
の
自

動
車
の
走
行
に
要
す
る
経
費
の
節
約
が
図
ら
れ
る
。
走
行

便
益
は
、
整
備
無
し
の
場
合
と
整
備
有
り
の
場
合
の
走
行

経
費
の
差
と
し
て
算
定
さ
れ
る
。
,

具
体
的
に
は
、
①
道
路
分
類
別
の
走
行
速
度
を
②
走
行

経
費
原
単
位
曲
線
に
代
入
し
道
路
分
類
別
、
車
種
別
の
走

行
経
費
原
単
位
を
求
め
、
こ
れ
に
③
新
五
計
の
整
備
の
有



平均旅行速度 --車種別、 道路′i扮類別

:燃料費原単位曲線- -車種別榊
上

車

同

低
下
に
よ
り
物
価
水
準
を
低
下
さ
せ
、
こ
れ
に
伴
う
実
質

所
得
の
上
昇
に
よ
り
消
費
や
投
資
を
増
大
さ
せ
る
と
と
も

に
、
立
地
条
件
の
改
善
に
よ
り
企
業
の
立
地
や
地
域
間
の

交
流
が
拡
大
･
改
善
さ
れ
、
生
産
活
動
の
活
発
化
、
所
得

水
準
の
向
上
を
も
た
ら
し
、
G
D
P
を
増
加
さ
せ
る
効
果

(
ス
ト
ッ
ク
効
果
)
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
道
路
投
資
そ
の

も
の
が
有
効
需
要
を
創
出
し
消
費
や
投
資
を
誘
発
す
る
と

と
も
に
、
さ
ら
に
新
た
な
有
効
需
要
を
生
み
出
す
こ
と
に

よ
り
G
D
P
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
需
要
創
出
効
果

(フ

ロ
ー
効
果
又
は
乗
数
効
果
)
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ

れ
計
測
す
る
必
要
が
あ
る
。

①

計
測
手
法

新
五
計
の
効
果
を
推
計
す
る
に
あ
た
っ
て
、
現
在

大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
産
業
の
空
洞
化
、
内
需

拡
大
と
道
路
整
備
の
関
係
を
分
析
す
る
モ
デ
ル
と
し

て
、
切
〇
男
g
》
弓
]O
Z

(切
O
｢①
ぶ
り[日
曜
呂
O
A
の
-
朴o
H

]乙
田
富
○
ロ
メ"
勲Q
①
○
熱
力
5
鑓
Q
HHk一層
門
0
く
の
Hk}①
□
什
聟□
<
①
の
戸

日
の三
)
を
開
発
し
推
計
を
行
っ
た
。
こ
の
モ
デ
ル
の

特
徴
は
、
マ
ク
ロ
的
な
道
路
網
計
画
を
イ
ン
プ
ッ
ト

す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
国
レ
ベ
ル
で
の
経
済
効
果
を

計
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。

②

モ
デ
ル
の
概
要

新
た
な
計
量
経
済
モ
デ
ル

(切
0
幻
区
>
弓
]O
Z
)

は
、
図
6
に
示
す
よ
う
に
、
道
路
交
通
ブ
ロ
ッ
ク
、

供
給
ブ
ロ
ッ
ク
、
需
要
ブ
ロ
ッ
ク
、
実
現
生
産
･
所

得
ブ
ロ
ッ
ク
、
税
収
ブ

ロ
ッ
ク
の
五
つ
の
ブ

ロ
ッ
ク

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

力

道
路
交
通
ブ
ロ
ッ
ク

道
路
交
通
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
高
規
格
道
路

(高
規
格

幹
線
道
路
、
地
域
高
規
格
道
路
、
都
市
高
速
道
路
)
･

一
般
道
路

(
一
般
国
道
、
都
道
府
県
道
等
)
別
の
投

資
額
と
道
路
整
備
延
長

(い
ず
れ
も
県
別
)
が
与
え

注) 正 中 整備あり･なしで異なる値をとるインプット籍

図 5 全国総走行経費推計フロー
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改良 市街部

平地部

山地部

未改良(砂利、舗装)

走行5費 (上述5経費項目)

車種別、道路小分類別

無
別
、
道
路
分
類
別
、
車
種
別
の
走
行
台
キ
ロ
を
乗
じ
て

得
た
走
行
経
費
の
差
額
で
あ
る

(図
5
)。

3

波
及
効
果
の
計
測

印

国
内
総
生
産

(G
D
P
)
の
増
加

道
路
整
備
は
輸
送
条
件
の
改
善
に
よ
る
輸
送
コ
ス
ト
の



ら
れ
る
と
、
県
別
の
人
ロ
で
重
み
づ
け
さ
れ
た
高
規

格
道
路
及
び
一
般
道
路
別
の
全
国
ベ
ー
ス
の
整
備
延

“
ムク
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…要
最
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く
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人口
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通
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費
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消

消
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最
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襞
非
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閭

民
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.
政

民

民
Lク　

　

湛

長
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
過
程
で
、
全
国
の
道
路
延
長
に
県
別
の
人
ロ

　
　

　
　国

　
　
　
　

　
　

　

“
“
口

気

ブ
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所

所得

　

　

　

　
　　
　
　

国

.
…

形成“リ
ク
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人口重みづけ資本ストック
(金額表示)

全国マクロモデルの構成

に
よ
っ
て
重
み
づ
け
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
道
路
交

通
需
要
を
反
映
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
重
み
づ
け
の
道

路
整
備
量
と
G
D
P
か
ら
道
路
輸
送
需
要
公
ロ
キ
ロ
)

を
求
め
、
こ
れ
と
人
口
重
み
づ
け
の
道
路
延
長
と
か

ら
、
全
国
道
路
近
接
性

(ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
)
を

定
義
す
る
。
こ
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
は

一
種
の
道

路
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
表
す
。
ま
た
、
ア
ク
セ
シ
ビ
リ

テ
ィ
は
、
需
要
ブ
ロ
ッ
ク
の

｢民
間
最
終
消
費
支
出

(観
光
･交
通
関
連
)｣
及
び

｢民
間
整
備
投
資
｣
に

影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
o

心

供
給
ブ
ロ
ッ
ク

高
規
格
道
路
及
び
一
般
道
路
別
の
投
資
は
過
去
の

投
資
と
合
計
さ
れ
て
、道
路
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
(県

別
)
と
な
る
。
県
別
の
道
路
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
は

県
別
の
人
ロ
で
重
み
づ
け
ら
れ
全
国
の
道
路
社
会
資

本
ス
ト
ッ
ク
が
計
算
さ
れ
る
。
こ
れ
に
、
｢民
間
資
本

ス
ト
ッ
ク
｣、
｢総
労
働
時
間
｣
及
び
｢資
本
稼
働
率
｣

を
加
え
た
四
種
類
の
説
明
変
数
に
よ
っ
て
全
国
全
産

業
の
潜
在
生
産
力

(潜
在
国
内
総
生
産
)
が
決
定
さ

れ
る
。

な
お
、
労
働
時
間
の
短
縮
は
国
内
外
の
強
い
要
請

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
労
働
時
間
と
道
路
の
代
替
関
係

を
マ
ク
ロ
的
に
分
析
し
、
新
た
な
角
度
か
ら
道
路
整

備
の
効
果
を
分
析
可
能
と
す
る
た
め
に
、
労
働
時
間

を
モ
デ
ル
に
組
み
込
ん
で
い
る
。

切
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需
要
ブ
ロ
ッ
ク
で
算
出
さ
れ
る
八
種
類
の
最
終
需

要
は
全
て

｢国
民
経
済
計
算
｣
の
体
系
に
則
っ
た
も

の
で
、
こ
れ
を
合
計
す
る
と
国
内
総
支
出
(G
D
E
)

が
求
め
ら
れ
る
。
｢民
間
最
終
消
費

(観
光
･交
通
関

連
)｣
及
び
｢民
間
設
備
投
資
｣
と
道
路
整
備
の
関
係

は
前
述
し
た
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
が
、

製
造
業
に
関
し
て
は
、
為
替
レ
ー
ト
が
考
慮
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
製
造
業
の
海
外
展
開
に
よ
る
空
洞
化

と
道
路
整
備
に
よ
る
立
地
条
件
の
向
上
と
い
う
代
替

関
係
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
他

道
路
投
資
そ
の
も
の
と
そ
の
他
に
道
路
整
備
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
国
民
需
要
が
輸
出
入
に
与
え
る
効

果
、
つ
ま
り
国
内
需
要
の
拡
大
に
よ
る
輸
出
の
減
少

と
輸
入
の
拡
大
が
計
測
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
八
種
類
の
最
終
需
要
の
う
ち
在
庫
投
資
及

び
公
的
総
固
定
資
本
形
成
は
外
生
変
数
と
な
っ
て
い

ろ
%

り

実
現
生
産
･
所
得
ブ
ロ
ッ
ク

以
上
述
べ
た
供
給
サ
イ
ド
の
潜
在
生
産
力
は
需
要

か
ら
の
裏
付
け
は
な
く
、
ま
た
需
要
サ
イ
ド
の
最
終

需
要
合
計
で
あ
る
G
D
E
は
供
給
側
面
か
ら
の
裏
付

け
が
な
い
。
そ
こ
で
、
実
現
生
産

･
所
得
ブ

ロ
ッ
ク

に
お
い
て
、
供
給
と
需
要
と
の
関
係
か
ら
実
現
経
済

量
を
求
め
る
o

今
回
の
モ
デ
ル
で
は
供
給
と
需
要
を
等
ウ
ェ
イ
ト

つ
ま
り
○
･
五
と
○
･
五
の
割
合
に
よ
っ
て
実
現
G

D
P
、
G
D
E
は
決
定
す
る
と
い
う
仮
定
を
し
て
い

る
。
こ
こ
で
求
め
ら
れ
た
実
現
G
D
P
及
び
家
計
所

得
は
再
び
需
要
ブ
ロ
ッ
ク
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
、
各

種
最
終
需
要
の
確
定
値
が
決
定
さ
れ
る
。

れ

税
収
ブ
ロ
ッ
ク

実
現
G
D
P
、
家
計
所
得
は
税
収
ブ
ロ
ッ
ク
に
イ

ン
プ
ッ
ト
さ
れ
、
各
種
税
収
が
予
測
さ
れ
る
。
な
お
、

今
回
の
作
業
に
お
い
て
は
道
路
整
備
の
税
収
に
与
え

る
効
果
を
よ
り
詳
細
に
分
析
す
る
た
め
に
、
燃
料
税

を
含
め
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
推
計
モ
デ
ル
で
は
、
道
路
投
資
の
効
果
を

投
資
の
乗
数
効
果

(フ
ロ
ー
効
果
)
と
生
産
力
拡
大
効
果

(ス
ト
ッ
ク
効
果
)
に
分
離
が
可
能
で
あ
る
。
フ
ロ
ー
効

果
は
需
要
ブ
ロ
ッ
ク
の
一
つ
の
要
素
と
し
て
、
G
D
E
に

影
響
を
与
え
る
。
ま
た
、
ス
ト
ッ
ク
効
果
は
道
路
延
長
を

通
じ
て
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
が
向
上
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

民
間
最
終
消
費
及
び
民
間
設
備
投
資
に
影
響
を
与
え
、
G

D
E
に
変
化
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
道
路
投
資
に
よ
る

道
路
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
が
増
加
し
、
同
量
の
雇
用
、
民

間
資
本
ス
ト
ッ
ク
で
も
潜
在
生
産
力
を
拡
大
さ
せ
る
。
ま

た
こ
の
と
き
、
民
間
設
備
投
資
の
増
加
に
よ
る
民
間
資
本

ス
ト
ッ
ク
の
蓄
積
を
通
じ
て
潜
在
生
産
力
が
拡
大
す
る
。

こ
の
フ
ロ
ー
効
果
と
ス
ト
ッ
ク
効
果
を
総
合
化
し
た
も
の

が
道
路
投
資
の
効
果
と
な
る
。

②

税
収
の
増
加

G
D
P
の
増
加
に
見
ら
れ
る
経
済
活
動
の
拡
大
は
、
法

人
税
、
所
得
税
、
消
費
税
等
の
税
収
を
増
加
さ
せ
る
。
前

述
の
モ
デ
ル
に
は
、
税
収
ブ
ロ
ッ
ク
が
内
生
化
さ
れ
て
お

り
、
G
D
P
や
国
民
所
得
を
説
明
変
数
と
し
て
、
税
負
担

を
計
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
当
該
モ
デ
ル
に
よ
り

計
測
を
行
っ
た
。

圏

物
流
コ
ス
ト
の
低
下
を
通
じ
左
経
済
構
造
改
革
の

支
援

(貨
物
車
の
輸
送
費
用
の
節
約
)

道
路
整
備
に
よ
る
輸
送
条
件
の
改
善
は
、
貨
物
車
の
輸

送
費
用
の
節
約
を
通
じ
て
物
価
を
低
下
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、

貨
物
車
で
発
生
す
る
利
用
者
便
益
を
輸
送
コ
ス
ト
の
低
減

分
と
し
て
捉
え
、
コ
ス
ト
低
下
率
と
し
て
表
し
た
も
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
が
各
産
業
の
生
産
物
の
価
格
に
及
ぼ

す
影
響
を
産
業
連
関
表
に
よ
り
推
計
し
、
消
費
者
物
価
指

数
の
ウ
エ
イ
ト
で
加
重
平
均
し
て
物
価
低
減
効
果
を
求
め

た
。三

お
わ
り
に

以
上
、
新
五
計
の
経
済
効
果
及
び
そ
の
推
計
方
法
に
つ

い
て
の
概
略
を
示
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
か
ら
分
か
る
よ
う

に
、
道
路
整
備
の
経
済
効
果
は
、
現
在
計
測
が
可
能
な
効

果
の
み
を
見
て
も
極
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

道
路
整
備
の
効
果
は
、
多
様
で
あ
り
、
こ
こ
で
取
り
上
げ

た
効
果
は
そ
の
一
部
で
し
か
な
い
。
今
後
も
道
路
の
役
割

や
果
た
す
べ
き
機
能
を
勘
案
し
つ
つ
、
そ
の
効
果
を
適
切

且
つ
定
量
的
に
推
計
す
る
計
測
手
法
の
確
立
が
重
要
で
あ
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薄
葉
/
新
た
窓
麓
略
整
備
五
箇
筆
計
鬮
(葉
)の
纜
嚢

新
燈
怠
積
雪
寒
さ
瀰特
別
地
域
週
略
秦
通
確
保

“

五
箇
年
計
画
(案
)に
つ
い
て

道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室

一

新
を
な
計
画
(案
)
の
策
定

我
が
国
で
は
、
国
土
の
約
六
割
の
広
大
な
地
域
が
、
毎

年
冬
期
に
豪
雪
や
低
温
に
伴
う
凍
結
等
の
厳
し
い
気
象
条

件
下
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
地
域
で
の
冬
期
の
交
通

障
害
の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、｢積
雪
寒
冷
特

別
地
域
に
お
け
る
道
路
交
通
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置

法
｣
が
昭
和
三
一
年
に
制
定
さ
れ
、
こ
れ
に
も
と
づ
き
、

m
次
に
わ
た
り

｢積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確
保
五

箇
年
計
画
｣
(雪
寒
五
計
)が
策
定
さ
れ
、
こ
れ
に
も
と
づ

き
様
々
な
雪
対
策
が
実
施
さ
れ
た
結
果
、
か
つ
て
に
比
較

し
て
、
冬
期
の
道
路
交
通
の
安
全
性
･
信
頼
性
が
著
し
く

向
上
し
、
生
活
の
質
の
向
上
、
地
域
の
経
済
活
動
の
発
展

が
図
ら
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
多
大
な
効
果
を
上
げ
て

き
た
。

現
在
の
五
箇
年
計
画
は
平
成
九
年
度
が
最
終
年
度
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
平
成
一
〇
年
度
を
初
年
度
と
す
る
新
た
な

雪
寒
五
計
を
策
定
し
、
雪
寒
施
策
の
拡
充
強
化
を
図
る
こ

と
と
し
、
こ
の
度
、
計
画

(案
)
の
と
り
ま
と
め
を
行
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

二

計
画
(案
)
の
主
要
課
題

雪
国
の
社
会
経
済
状
況
の
変
化
に
対
応
し
、
こ
れ
ら
地

域
の
生
活
の
安
定
と
地
域
の
振
興
を
図
り
、
国
民
に
広
く

諸
活
動
の
場
を
提
供
す
る
た
め
、
下
記
を
新
た
な
雪
寒
五

計
に
お
け
る
主
要
課
題
と
し
、
こ
れ
に
対
応
し
た
雪
寒
施

策
を
展
開
す
る
こ
と
と
す
る
。

①

新
し
い
交
流
･
連
携
時
代
に
お
け
る
冬
期
モ
ビ
リ

テ
ィ
の
確
保

広
域
的
な
交
流
を
維
持
し
、
社
会
経
済
活
動
の
安

定
を
図
る
た
め
、
拠
点
間
を
結
ぶ
主
要
な
広
域
幹
線

道
路
に
つ
い
て
、
除
雪
、
防
雪
対
策
を
推
進
す
る
。

②

安
全
な
歩
行
者
空
間
･
快
適
で
魅
力
あ
る
生
活
空

間
の
形
成

冬
期
の
交
通
支
障
箇
所
と
な
っ
て
い
る
凍
結
路
面

･箇
所
等
に
お
い
て
消
雪
施
設
を
重
点
的
に
整
備
す
る

と
と
も
に
、
市
街
地
に
お
い
て
流
雪
溝
を
整
備
し
、

地
域
と
連
携
し
た
雪
対
策
を
進
め
る
。

ま
た
、
中
心
市
街
地
や
通
学
路
、
福
祉
施
設
周
辺

等
に
お
け
る
歩
行
空
間
の
確
保
を
図
る
た
め
、
除
雪
、

消
雪
施
設
の
整
備
を
行
う
。

さ
ら
に
、
市
町
村
等
で
策
定
す
る
、
雪
国
の
ま
ち

づ
く
り
や
イ
ベ
ン
ト
等
、
魅
力
と
活
力
の
あ
る
地
域

づ
く
り
の
計
画
を
支
え
る
雪
寒
事
業
を
推
進
す
る
。

な
お
、
老
朽
化
し
た
雪
寒
対
策
施
設
の
計
画
的
な



(単位 :億円)表 1 新たな雪寒道路五箇年計画

新たな雪寒計画 前雪寒計画

A / B事業量 事業費A 事業量 事業費B

路

止
械

業

防

事

道
雪
雪
害
機
計
独

雪

単

寒
除
防
凍
雪
小
方

雪

除

地

蝋
如
獅
台

-

一

関
田

00

00

50

00

00

7

1ム
ハくじ
リム
ー4
nXU
RU

如
獅
如
ムロ

一

一

御
800

400

480

020

700

鯏

リム
QU
QJ
14
らリ
リム
リム

ハU
nU
ハU
nV
nU
ハU
ハU

14
1ユ
ー4
14
1･ユ
ー畠
｢･上

費
計
整調

-

-
靱
伽

-

- 檄 祕
耶

合 計 鰔 ー 蹴 鵬

維
持
保
全
及
び
更
新
を
図
る
。

③

安
全
･
信
頼
性
を
支
え
る
冬
期
道
路
交
通
情
報
提

供
の
充
実
、
技
術
開
発

気
象
情
報
等
の
収
集
装
置
の
整
備
を
進
め
る
と
と

も
に
、
き
め
の
細
か
い
気
象
情
報
･
路
面
情
報
の
提

供
を
行
う
。
チ
ェ
ー
ン
着
脱
場
で
は
道
の
駅
等
の
機

能
を
備
え
、
情
報
提
供
機
能
の
強
化
を
図
る
。

ま
た
、
除
雪
機
械
の
省
力
化
･
省
人
化
、
冬
期
の

安
全
な
走
行
を
支
援
す
る
技
術
等
の
開
発
を
積
極
的

に
進
め
、
よ
り
効
率
的
･
効
果
的
な
雪
寒
対
策
手
法

を
開
発
す
る
。

三

投
資
規
模
(案
)

地
方
単
独
費
、
調
整
費
を
含
め
、
必
要
な
事
業
費
一
兆

四
、
三
〇
〇
億
円
を
も
っ
て
、
雪
寒
事
業
を
推
進
す
る
(表

1
)。四

お
わ
り
に

公
共
事
業
全
般
を
と
り
ま
く
状
況
は
極
め
て
厳
し
い
状

況
下
に
あ
る
。
し
か
し
、
雪
国
に
お
け
る
道
路
交
通
の
確

保
は
、
こ
れ
ら
地
域
に
お
け
る
基
本
的
な
生
活
機
能
を
確

保
す
る
上
で
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
我
が
国
全
体

の
豊
か
な
暮
ら
し
と
発
展
に
も
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の

で
あ
り
、
今
後
、
新
た
な
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通

確
保
五
箇
年
計
画
の
実
現
に
向
け
、
必
要
な
事
業
費
を
確

保
す
る
べ
く
努
力
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
関
係
各
位
の

ご
支
援
を
お
願
い
し
た
い
。

避難路となる

安全な市街地の形成

老朽住宅等の共同建替

公園等オープンスペースの不足

な広幅員区画道路の整備

土地区画整理事業の実施

　
　
　

　

　

　

　　

　

　　

拗
べ
きメ′期礎

,ミ
ト義
消

熟
もべ
き
雫

き
き
め
"
濃

(整備前)
狭橇な区画道路

冬期道路交通の確保



轉
簾
/
新
地
檄
道
路
整
備
車
薑
鍵
計
鬮
A稟
}⑭
繃
騨

新
燈
な
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
(薬
)⑭
概
要

道
路
局
地
方
道
課

三

奥
地
等
と
は

奥
地
等
と
は
、
①
交
通
条
件
が
き
わ
め
て
悪
く
、
②
産

業
の
開
発
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
山
間
地
、
奥
地
そ

の
他
の
へ
ん
ぴ
な
地
域
で
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す

る
地
域
と
定
義
さ
れ
て
い
る

(法
第
二
条
第
一
項
)。

奥
産
法
第
二
条
第
三
項
の
地
域
の
指
定
に
際
し
て
は
、

奥
地
等
の
地
域
の
う
ち
か
ら
奥
産
法
第
二
条
第
三
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
も
の
を
政
令
で
指
定
す
る
こ

と
と
な
る
。
こ
の
地
域
指
定
に
つ
い
て
は
、
奥
地
等
に
該

当
す
る
地
域
で
奥
産
法
第
二
条
第
三
項
の
各
号
に
該
当
す

る
も
の
は
全
て
政
令
で
指
定
す
る
方
針
を
と
っ
て
い
る
が
、

北
海
道
に
お
い
て
は
、
道
路
法
施
行
令
第
三
四
条
の
二
の

三
の
特
例
が
あ
り
、
沖
縄
県
、
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域

及
び
奄
美
群
島
に
お
け
る
道
路
整
備
に
つ
い
て
は
、
沖
縄

一

は
じ
め
に

奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
は
、
昭
和
三
九
年
に

制
度
が
出
来
て
以
来
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
と
と
も
に
、

計
画
の
改
訂
を
行
い
、
現
在
の
計
画
で
第
8
次
を
数
え
る
。

現
計
画
は
、
平
成
五
年
五
月
二
八
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

も
の
で
、
平
成
五
年
度
以
降
五
箇
年
間
の
整
備
計
画
が
計

上
さ
れ
て
い
る
が
、
本
年
度
を
も
っ
て
計
画
期
間
が
終
了

す
る
こ
と
に
伴
い
、
新
た
に
平
成
一
〇
年
度
を
初
年
度
と

す
る
新
た
な
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
を
策
定
す

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
そ
の
概
要
を
述
べ
る
。

二

興
産
法
の
体
系

奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
臨
時
措
置
法

(昭
和
三
九

年
法
律
第
一
一
五
号
)
(以
下
、
｢奥
産
法
｣
と
い
う
。)

は
、
奥
地
等
に
お
け
る
産
業
開
発
の
総
合
的
な
開
発
の
基

盤
と
な
る
べ
き
奥
地
等
産
業
開
発
道
路

(以
下

｢奥
産
道

路
｣
と
い
う
。)
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ

ゆ
る
山
間
地
、
奥
地
等
の
未
開
発
資
源
を
開
発
し
、
地
域

格
差
の
是
正
と
民
生
の
向
上
、
国
民
経
済
の
発
展
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

(法
第

一
条
)。

こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
当
該
未
開
発
資
源
の
開

発
に
必
要
な
奥
産
道
路
を
具
体
的
に
指
定
し

(法
第
三

条
)、
こ
の
路
線
に
お
い
て
行
わ
れ
る
道
路
の
新
設
及
び
改

築
に
係
わ
る
事
業
を
計
画
的
に
行
う
た
め
、
奥
地
等
産
業

開
発
道
路
整
備
計
画
を
策
定
す
る

(法
第
四
条
)。
さ
ら

に
、
同
計
画
を
達
成
す
る
た
め
、
新
設
又
は
改
築
に
係
る

事
業
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
国
の
補
助
率
の
特
別
措
置

に
よ
り
重
点
的
な
整
備
を
図
る

(法
第
五
条
第
二
項
)。



振
興
開
発
特
別
措
置
法
等
に
基
づ
き
、
別
途
の
整
備
計
画

で
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
、
い
ず
れ
も
高
率
の
補
助
率
が
設

け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
地
域
内
の
市
町
村
に
つ

い
て
は
地
域
指
定
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。

奥
産
法
第
二
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
い
ず

れ
も
開
発
す
べ
き
種
々
の
資
源
が
存
在
す
る
地
域
を
類
型

化
し
た
も
の
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

①

森
林
資
源
が
豊
富
に
存
し
、
か
つ
、
そ
の
開
発
が

十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
地
域

②

酪
農
振
興
法

(昭
和
二
九
年
法
律
第
一
八
二
号
)

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
集
約
酪

農
地
域

③

酪
農
地
と
し
て
の
開
発
及
び
整
備
が
必
要
と
さ
れ

る
相
当
規
模
の
開
発
適
地
そ
の
他
の
地
域

④

地
下
資
源
が
豊
富
に
存
し
、
か
つ
、
そ
の
開
発
効

果
が
期
待
さ
れ
る
地
域

⑤

水
産
物
の
集
散
地
と
し
て
の
開
発
が
予
想
さ
れ
る

地
域

⑥

観
光
適
地
で
そ
の
開
発
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な

い
地
域

⑦

低
開
発
地
域
工
業
開
発
促
進
法

(昭
和
三
六
年
法

律
第
二
一
六
号
)
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
、
産
炭
地
域

振
興
臨
時
措
置
法
(昭
和
三
六
年
法
律
第
二
一
九
号
)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
炭
地
域
そ
の
他
の
工

業
の
発
展
が
予
想
さ
れ
る
地
域

な
お
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
い
ず
れ
も
、
市
町
村
単
位
で

指
定
さ
れ
る
奥
地
等
の
一
部
で
あ
る
が
、
第
二
号
の
集
約

酪
農
地
域
並
び
に
第
七
号
の
低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
域

及
び
産
炭
地
域
に
つ
い
て
は
市
町
村
単
位
で
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
の
他
の
地
域
に
つ
い
て
も
興
産
道
路
の
路

線
を
指
定
す
る
段
階
で
当
該
地
域
を
特
定
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
か
ら
、
整
理
の
便
宜
上
、
市
町
村
単
位
で
指
定

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四

地
域
及
び
路
線
指
定
と
奥
産
道
路
整
備
計

画
の
推
移

地
域
指
定
に
関
す
る
政
令
は
、
昭
和
四
〇
年
三
月
に
制

定
さ
れ
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
指
定
地
域
は
、
四
三
五
市

町
村
に
達
し
た
。
そ
の
後
、
道
路
整
備
の
進
捗
や
、
国
道

昇
格
等
に
伴
っ
て
、
指
定
地
域
の
数
は
逐
次
減
少
し
、
現

在
指
定
を
受
け
て
い
る
の
は
二
六
八
市
町
村
で
あ
る
。
(表

1
)
。奥

産
道
路
は
、
①
政
令
で
指
定
す
る
地
域
と
主
要
な
道

路
と
を
連
絡
す
る
地
方
的
な
幹
線
道
路
で
、
②
産
業
開
発

の
総
合
的
効
果
を
発
揮
す
る
た
め
必
要
な
も
の
と
し
て
、

建
設
大
臣
が
関
係
行
政
機
関
の
長
及
び
関
係
都
道
府
県
知

事
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
こ
と
な
っ
て
い
る

(法
第

二
条
第
三
項
及
び
第
三
条
第
一
項
)。
ま
た
、
奥
産
道
路
の

路
線
名
、
道
路
の
種
類
及
び
区
間
を
官
報
で
公
示
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る

(法
第
三
条
第
三
項
)。

奧
産
道
路
の
路
線
指
定
は
、
昭
和
四
〇
年
よ
り
7
次
に

わ
た
っ
て
指
定

(解
除
)
さ
れ
て
き
た
。

第
8
次
計
画
の
前
提
で
あ
る
第
7
次
指
定
で
は
、
従
来

よ
り
奥
産
道
路
の
対
象
と
し
て
い
た
一
般
都
道
府
県
道
及

び
幹
線
市
町
村
道
と
あ
わ
せ
た
総
合
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

表 1 指定市町村及び路線指定の推移

指 定
第1次指定

S 40.3
第2次指定
S 41.6※1

第3次指定
S 47.2

第4次指定
S 53.5

第5次指定
S 58.5

第6次指定
S 63.6

第7次指定
H 5.6

指定市町村数 435 435 372 302 289 268

減

増繊
△99 - △74 l △19 - △2l
36 - 4 l 6 - -

指定路線数 団 52(182) 滋 筏 鴉 l 捌 綬
減

増廟
- △35 l △83 l △88 - △41 l △60

52 - 95 l ー37 l 8ー - 52 - 鱒
道
道
道

方
麒
村

地
道

要
増

主

一
市

一
閲
‐

一
物
的

一
15
27

-
“
“

-
"
"

一
馬
85

101
174
雛

指定延長(kの 2-094 620 蕊 鰓 鍼 鰡 纖減

増鱗
- △586 l △ー,鱗 l △凝 - △椛 l △郎

620 - L 050 l ー,猟 l 777 I 40ー ー ー,789

道
道
道

薫
村

地
道

要
増

主

一
市

-

増a
一
29
91

一
お
似

一
備
38

一
得
50

一
規
98

翳
競

第2次は路線追加のみ



整
備
の
た
め
に
、
指
定
路
線
に
主
要
地
方
道
を
新
た
に
加

画
と
し
、
地
方
単
独
事
業
の
投
資
規
模
を
含
め
計
画
を
策

ぇ
て
い
る

(表
1
)
。

定
し
て
お
り
、
平
成

年
度
以
降
の

箇

間
に
詫

-

(単位 :億円)表 2 奥産五箇年計画の推移

五箇年計画 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 第8次

纜
次
画

年
計

僻

め
静
ー 礬 姫

鱒
を
3

乾

卸
~
6

姫 総翳繃翳
窯
翰

事
率

次
画

成

年
計
達

虹

第

7

浄

銘

繁

第

6

浄
ー
蛇

館

M

B

浄
1
42

獲れ" 糀

錠

3

浄
4

76

57

01

1

キ
9

90

秘

第

1

~
2

臨

琉

1

欄

20

1

~
7

89

63

1
跨
塑
109

*第 8次は地方単独事業を含む

奥
産
道
路
の
整
備
は
、
昭
和
四
○
年
度
以
降
、
各
道
路

整
備
計
画
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
奧
産
道
路

の
整
備
を
促
進
し
、
奥
地
等
の
振
興
を
図
る
必
要
か
ら
事

業
規
模
も
次
第
に
拡
大
さ
れ
て
き
た

(表
2
)。

第
8
次
計
画
で
は
、
興
産
道
路
の
計
画
的
な
整
備
及
び

促
進
の
た
め
に
、
地
方
単
独
事
業
を
含
め
た
総
合
的
な
計

定
し
て
お
り
、
平
成
五
年
度
以
降
の
五
箇
年
間
に
調
整
費

を
除
き
総
額
二
、
九
〇
〇
億
円

(都
道
府
県
道
二
、
五
八

五
億
円
、
市
町
村
道
三
一
五
億
円
)
を
も
っ
て
七
一
〇
如

(都
道
府
県
道
五
八
四
如
、
市
町
村
道
一
二
六
如
)
の
整

備
を
行

っ
て
い
る
o

五

奥
地
等
の
課
題

奥
地
等
に
お
い
て
は
、
8
次
に
わ
た
る
奥
産
道
路
整
備

計
画
に
基
づ
く
道
路
整
備
に
よ
り
地
域
の
産
業
、
経
済
、

社
会
開
発
に
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
が
、

奥
地
等
の
道
路
の
改
良
率
は
今
な
お
遅
れ
て
い
る
の
が
現

状
で
あ
り
、
奥
産
道
路
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る

(表

3
)
0

率

た

良

新

月

路

道

計

年

道

県

道

7

道

府

県

計

成

方

道

府

道

平
･都道府県道の改良は、 車道幅5.5m 以上

新たな奥地等市町村 全 国

主要地方道 46
.
7 % 68

.
5 %

一般都道府県道 眺銘 %琥
都道府県道計 %綿 秘服

市町村道 税楓 眺鋼
合 挑鮠 税蜆

緘　　　　

　

　
　

　
　

　

表

醸

般

都

町

憊

ま
た
、
奥
地
等
を
含
む
山
村
地
域
住
民
か
ら
見
た
地
域

の
問
題
点
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
は
、
交
通
条
件
の
未
整

]憤れ千セ 97･11

備
が
第
一
位
で
あ
り
、
続
い
て
就
業
、
買
い
物
、
医
療
等

の
生
活
環
境
の
問
題
が
上
げ
ら
れ
て
い
る

(表
4
)。

こ
れ
ら
の
生
活
環
境
の
遅
れ
が
原
因
で
、
若
年
者
の
流

出
に
よ
る
高
齢
化
が
進
展
し
、
集
落
の
消
滅
が
促
進
さ
れ

て
い
る

(図
1
)
。

奧
産
地
域
を
含
む
中
山
間
地
域
の
森
林
は
、
洪
水
防
止
、

土
砂
流
出
防
止
、
斜
面
崩
壊
防
止
、
水
資
源
涵
養
等
の
多

様
な
機
能
を
担
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
機
能
に
よ
る
便
益

は
都
市
部
を
含
む
日
本
全
体
に
及
び
、
国
土
保
全
シ
ス
テ

表 4 ｢山村住民の意向調査｣ (国土庁 H 9 ,9)

山村地域に住みにくい理由

位 位 位 位 位 位AV

鐐傷
軸

働条
備

通

整
交
未

が場の

い

業
な

就
少

物買
更

常
神

日

が
設
備

施
整

療
未

医
が

所得が少ない が埴
輪

下
未



ム
へ
果
た
す
機
能
は
大
き
い
。
こ
れ
ら
の
森
林
の
ほ
と
ん

ど
は
人
工
林
で
、
地
域
に
生
活
す
る
住
民
が
、
除
草
、
間

伐
、
施
肥
等
の
手
間
を
か
け
な
い
と
、
維
持
で
き
な
い
形

態
と
な
っ
て
い
る

(図
2
)
。

こ
の
ま
ま
高
齢
化
及
び
集
落
の
消
滅
が
進
め
ば
、
こ
れ

ら
の
森
林
の
機
能
維
持
が
不
可
能
と
な
り
、
奥
地
等
の
持

つ
国
土
保
全
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
奥
地
等
地
域
の
活
性
化
が
緊
急
の
課
題

と
な
っ
て
い
る
中
で
、
特
に
、
地
域
産
業
の
振
興
の
基
盤

と
な
る
奥
産
道
路
の
整
備
を
引
き
続
き
推
進
し
、
交
通
条

件
の
改
善
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

六

新
庄
な
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画

(案
)の
基
本
的
考
え
方

奥
地
等
に
お
い
て
は
、
森
林
資
源
、
水
産
資
源
及
び
観

光
資
源
等
が
十
分
に
あ
り
な
が
ら
、
交
通
条
件
が
悪
く
産

業
の
開
発
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
産
業

開
発
を
図
り
、
福
祉
、
教
育
、
医
療
等
の
生
活
環
境
の
向

上
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
新
た
な
奥
産
計
画
で
は
奥
地
等
と
主
要
な

道
路
等
を
連
絡
す
る
道
路
に
つ
い
て
、
従
来
の
産
業
開
発

の
観
点
に
生
活
環
境
の
観
点
を
加
え
、
奥
地
等
産
業
開
発

道
路

(以
下

｢奥
産
道
路
｣
と
い
う
。)
と
し
て
指
定
し
、

新
た
な
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画

(案
)
を
策
定

す
る
こ
と
に
よ
り
、
計
画
的
に
整
備
を
推
進
す
る
。

奥
地
等
産
業
開
発
道
路
の
整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
道
路

の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
の
国
の
補
助
率
の
特
例

措
置
に
よ
り
、
重
点
的
な
整
備
を
図
る
。

　
　
　
　
　

　

　
　

　

　　　

　

　

　
　
　
　
　
　

　
　

養

育

保

情

　
　　　　
　

、 ) 消滅した農業集落とは、挙家離村等により、農業集落の全世帯が転居した場合や、農業集落内
の大半の農家が転居し、農業集落内に敷戸の世帯のみが残されたような場合とした。
上記に加えて都市的地域に区分されている旧市区町村内で消滅した集落がある。

出所) 1995年農業センサス ｢農業地域環境総合調査報告書｣
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中山間地域

提
と
な
る
奥
地
等
の
指
定
地
域
と
し
て
、
二
四
五
市
町
村

(前
指
定
に
お
い
て
は
二
六
八
市
町
村
)
を
指
定
す
る
。

ま
た
、
奥
産
道
路
と
し
て
、
主
要
地
方
道
を
含
め
三
四
五

路
線
、
四
、
三
二
八
如
を
指
定
す
る

(表
5
)。

滅
の
に
的

l

消
半
記
)

[劫

)
大
上
所

-薫

注
の

出



表 5 指定路線(案
)
の
事
業
規
模

八

新
左
な
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画

新たな指定路線 前指定路線

区 分 路線数 延長鰯 路線数 延長回

一般都道府県道

市 町 村 道

小 計

163

69

232

1,887

411

2 ,298

174

84

258

2 ,177

539

2 ,716

主 要 地 方 道 113 2 ,030 10l 1,922

合 計 345 4 ,328 359 4 ,638

表 6 計画規模 (単位 :km、 億円)

区 分

新たな奥産道路
整備計画 (案)

前奥産道路
整備計画 倍率

A / B
事業量

事業費
A

事業量
事業費

B

一般道路事業 582 2,290 575 2,280 1･00

地方単独事業 159 630 135 620 1,02

計 741 2 ,920 710 2,900 1.01

調 整 費 120 60 2.00

合 計 741 3 ,040 710 2,960 1.03

表 7 計画目標 (単位 :km、 % )

指定延長
平成9年度末 平成14年度末

改良済延長 改良率 改良済延長 改良率

主 要 地 方 道

一般都道府県道

市 町 村 道

2,030

1,887

41l

1,097

632

143

54 ,O

33.5

34.8

1,434

922

257

70 .6

48 .9

62 .5

合 計 4,328 1 ,872 43 .3 2 ,613 60 .4

道
路
整
備
の
長
期
構
想
の
う
ち
、
奥
産
道
路
を
含
め
た

地
方
道
に
つ
い
て
は
二
一
世
紀
初
頭
ま
で
に
一
次
改
築
を

概
成
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

新
た
な
計
画
に
お
い
て
は
、
奥
産
道
路
と
し
て
指
定
さ

れ
た
道
路
に
つ
い
て
、
平
成
一
四
年
度
末
の
改
良
率
を
概

ね
六
割
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
、
平
成
一
○
年
度
以
降

五
箇
年
間
に
地
方
公
共
団
体
の
行
う
単
独
事
業
を
含
め
て

総
額
三
、
0
四
〇
億
円
を
奥
産
道
路
に
投
資
す
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
う
ち
国
の
補
助
金
そ
の
他
の
経
費
の
交
付
に

係
わ
る
道
路
の
整
備
に
関
し
、
新
た
な
奥
地
等
産
業
開
発

道
路
整
備
計
画

(案
)
と
し
て
、
総
額
二
、
二
九
〇
億
円

を
も
っ
て
五
八
二
如
を
整
備
す
る
。



英
圓
･
労
働
党
政
権
の
交
通
政
策
に
つ
い
て

勝
又

正
秀

年
夏
補
正
予
算
)
を
発
表
し
た
が
、
こ
の
予
算
で
は
環
境

問
題
が
重
要
課
題
と
し
て
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
、
燃
料
税

愈
こ
の
}
△
呉
で
)
の
引
き
上
げ
等
が
実
施
さ
れ
た
。

一
は
じ
め
に

筆
者
は
人
事
院
短
期
在
外
研
究
員
と
し
て
一
九
九
七
年

三
月
か
ら
九
月
ま
で
の
約
六
カ
月
間
英
国
の
道
路
環
境
問

題
等
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
が
、
こ
の
間
、
英
国
で
は

五
月
に
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
一
八
年
続
い
た
保
守
党
政

権
か
ら
労
働
党
政
権
へ
の
政
権
交
代
が
実
現
し
た
。
労
働

党
政
権

(ト
ニ
ー
･
ブ
レ
ア
新
首
相
)
は
主
と
し
て
環
境

問
題
重
視
の
観
点
か
ら
交
通
政
策
の
分
野
で
も
大
き
な
転

換
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
筆
者

(人
事
院
短
期

在
外
研
究
員
と
し
て
の
派
遣
先
…
道
路
庁
)
は
幸
い
に
も

こ
の
分
野
に
お
け
る
最
新
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
本
稿
で
は
労
働
党
政
権
の
交
通
政
策
に
つ
い
て
道

路
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
中
心
に
最
新
の
状
況
を
紹

介
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

環
境
･交
通
･地
方
省
(D
E
T
R
)の
誕
生

保
守
党
政
権
時
代
、
建
設
行
政
は
環
境
省

(都
市
計
画
、

建
設
業
振
興
、
住
宅
行
政
、
河
川
行
政
、
環
境
問
題
等
)

と
交
通
省

(道
路
行
政
)
が
所
管
し
て
い
た
が
、
労
働
党

政
権
で
は
交
通
問
題
と
土
地
利
用
及
び
環
境
問
題
に
つ
い

て
一
貫
し
た
政
策
を
遂
行
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
、

副
首
相
の
ジ
ョ
ン
･
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
が
環
境
省
と
交
通
省

の
両
省
を
統
括
す
る
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け

て
、
六
月
一
六
日
に
は
環
境
･交
通
･
地
方
省

(□
①扇
ネ

ロ
]①
□
什
0
琳
什け
の
り面
き
く
一門
O
D
HH】①
□
“

、H′[
難
□
の
5
0
べ
[
m
ロ
Q

什け
の

力
の四
o
口
の…
D
E
T
R
)
が
誕
生
し
た
。

三

燃
料
税
の
引
き
上
げ

労
働
党
政
権
は
七
月
二
日
に
最
初
の
予
算

(
一
九
九
七

　

燃
料
税
に
つ
い
て
は
、
保
守
党
政
権
時
代
に
今
後
数
年

沽

問
に
わ
た
っ
て
年
五
%

(実
質
ベ
ー
ス
)
の
割
合
で
引
き

4

上
げ
る
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
が
、
労
働
党
政
権
は

燃
料
税
の
引
き
上
げ

(
一
九
九
七
年
七
月
)

･
無
鉛
ガ
ソ
リ
ン
及
び
軽
油

○
･
三
六
八
六
ポ
ン
ド

(約
七
七
円
)/
1
8

↑

○
･
四
〇
二
八
ポ
ン
ド
(約
八
五
円
)/
1
8
(十
九
･三
%
)

･
道
路
燃
料
ガ
ス
(液
化
天
然
ガ
ス
等
)

○
･
二
一
一
三
ポ
ン
ド

(約
四
四
円
)/
1
略

↑

○
･
二
一
一
三
ポ
ン
ド

(約
四
四
円
)/
1
贈

※
環
境
へ
の
影
響
が
ガ
ソ
リ
ン
及
び
軽
油
よ
り
も
小
さ

い
た
め
据
え
置
き
。

第



｢自
動
車
利
用
の
抑
制
｣
を
理
由
と
し
て
こ
の
割
合
を
年

さ
れ
て
い
る
。

六
%

(実
質
ベ
ー
ス
)
に
変
更
し
た
。

協
議
文
書
-

ま
た
、
自
動
車
利
用
税

(く
のけ
付
言
裏
n扇
①
△
三
で
)
に

つ
い
て
は

一
一
月
に
イ
ン
フ
レ
に
連
動
し
た
引
き
上
げ
が

実
施
さ
れ
る
が
、
大
気
汚
染
物
質
の
排
出
量
が
少
な
い
大

型
ト
ラ
ッ
ク
及
び
バ
ス
に
つ
い
て
税
額
を
最
大
で
年
五
〇

○
ポ
ン
ド
減
額
す
る
制
度
の
導
入
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

四

交
通
政
策
の
総
合
的
見
直
し

(｢統
合
さ
れ
を
交
通
政
策
｣)

労
働
党
は
選
挙
期
間
中
か
ら
保
守
党
政
権
に
よ
る
交
通

政
策
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
主
張
し
て
い
た
が
、
政
権
発

足
後
、
当
面
は
一
九
九
八
年
春
を
目
途
に
新
た
な
交
通
政

策
に
関
す
る
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー
を
作
成
す
る
こ
と
を
目

標
と
し
て
具
体
的
な
見
直
し
作
業
に
着
手
し
、
八
月
二
一

日
に
は
議
論
の
た
た
き
台
と
し
て
の
協
議
文
書
行
0夙
E
封
"

[窓
口
A
OB
B
g
[)
｢統
合
さ
れ
た
交
通
政
策
の
展
開
に
つ

い
て

(会□
①宿
す
□
日
熊
田
口
自
信
四
D
お
Q
町
営
g
o
｢[
:
--

8
て
,)｣
を
公
表
し
た
。
こ
の
協
議
文
書
は
国
民
一
般
の
幅

広
い
層
か
ら
の
意
見
提
出
を
求
め
る
も
の
で
あ
り

(意
見

提
出
の
期
限
…

-
一
月
一
四
日
)、併
せ
て
地
方
公
共
団
体

及
び
関
係
団
体
か
ら
意
見
聴
取
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
と

さ
れ
た
。
ま
た
、
D
E
T
R
は
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー
作
成

の
た
め
の
専
門
委
員
会

(鰻
四
og

o
朴
①
×
□
のき
の
)
の
設

置
を
発
表
し
て
お
り
、
委
員
長
に
は
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
フ

ィ
ル
･
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン

(せ
町
-
0
0
O
Q
"
目
)
教
授
が
指
名

協
議
文
書
に
お
い
て
は
、
新
た
な
交
通
政
策
全
般
に
関

す
る
労
働
党
政
権
の
方
針
が
示
さ
れ
た
後
、交
通
手
段
(陸

上
交
通
だ
け
で
な
く
航
空
、
船
舶
等
も
含
む
。)
ご
と
の
概

括
的
な
方
針
が
示
さ
れ
、
最
後
に
検
討
事
項
と
し
て
二
七

の
項
目
が
質
問
形
式

(国
民
一
般
に
対
す
る
問
い
か
け
の

形
)
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
交
通
手
段
ご
と
の
具
体
策
に

つ
い
て
は
基
本
的
に
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー
作
成
に
向
け
た

今
後
の
協
議
プ
ロ
セ
ス
に
委
ね
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、

二
七
の
検
討
事
項
の
中
に
は
具
体
策
に
関
す
る
提
案
も
一

部
含
ま
れ
て
い
る
。

た
っ
て
副
首
相
兼
環
境
･
交
通
･
地
方
大
臣
の
ジ
ョ
ン
･

プ
レ
ス
コ
ッ
ト
は
、
保
守
党
政
権
時
代
の
交
通
政
策
に
つ

い
て

｢自
動
車
交
通
に
過
度
に
依
存
し
た
た
め
、
結
果
と

し
て
交
通
渋
滞
を
助
長
し
、
公
共
交
通
機
関
の
役
割
を
低

下
さ
せ
る
と
と
も
に
、
環
境
及
び
健
康
へ
悪
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
で
あ
っ
た
b
｣
と
評
価
し
た
上
｢
こ
れ
ま
で
の
政
策

の
継
続
は
選
択
肢
に
は
な
ら
な
い
。｣
と
述
べ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
今
後
の
協
議
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、

バ
ス
、
鉄
道
等
の
公
共
交
通
機
関
の
充
実
、
パ
ー
ク
&
ラ

イ
ド
の
推
進
等
と
並
ん
で
、
自
動
車
の
利
用
･
保
有
に
対

す
る
負
担
の
強
化

(例
…
公
共
駐
車
場
の
料
金
引
き
上
げ
、

企
業
保
有
車
に
対
す
る
課
税
の
強
化
、
渋
滞
が
著
し
い
道

路
に
つ
い
て
の
有
料
道
路
制
度
の
導
入
)
が
大
き
な
検
討

課
題
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

五

今
後
の
道
路
庁
の
役
割

D
E
T
R
で
は
交
通
政
策
の
総
合
的
見
直
し
に
向
け
た

協
議
文
書
の
発
表
と
併
せ
て
、
道
路
庁
*
に
対
し
て
幹
線

道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
他
の
交
通
機
関
と
を
連
携
さ
せ
る

方
法
を
検
討
す
る
よ
う
指
示
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
道
路
庁
で
は
他
の
交
通
機
関
の
担

当
部
門
と
の
調
整
を
開
始
し
て
お
り
、
既
に
具
体
的
な
計

画
案
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
模
様
で
あ
る
。

園
*
道
路
庁

(出
超
け
"
鑓て
の
>
ぬ
8
g
)
!
!
.交
通
省

(現
在
は
D
E

T
R
)
の
外
庁

(実
8
三
"
①
ゅ
潟
目
て
)
と
し
て
一
九

九
四
年
四
月
に
設
立
。
国
道

(=
高
速
道
路
及
び
幹
線

道
路
)
の
建
設
及
び
維
持
管
理
を
実
施
。

i首行ヤ q7 n ‘‘

協
議
文
書
は
自
動
車
交
通
が
果
た
す
役
割
を
軽
視
す
る

も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
が
、
労
働
党
政
権
が
自
動
車

交
通
へ
の
依
存
体
制
か
ら
の
脱
却
を
意
図
し
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
協
議
文
書
の
発
表
に
当

労
働
党
政
権
の
交
通
政
策
の
方
針

(、百

日
付
四
巴
のQ
町
営
の目
ユ
□
a
円
也

･
よ
り
利
用
し
や
す
く
連
絡
の
図
ら
れ
た
公
共
交
通
シ
ス
テ

(一汁)のけ什[▲①[
田--〔火山-
]□]★̂○門▲①
鴎]][▲①》…W]ゞ
"[-①̂
仏-
-bdこげ｣袈
U
什門
…田口ローの-

]□
○-汽什
の]<の[{①]□]-)

･
よ
り
環
境
に
配
慮
し
た
自
動
車
及
び
自
動
車
の
利
用

([ロ
0
｢①
①
□
く
一門
○
ロ
ロ
]①
□
[P
一汁て
鑓
0
0
の
□
[m
け
豪
↓
0
鈍
｢の
鑓
ロ
A

8
門
こ
の
ゆ
)

･
よ
り
効
率
的
で
環
境
面
か
ら
持
続
可
能
な
貨
物
輸
送

(日
0
べ
ゅ
の
靴
行
お
ロ
[
g
Q
g
く
費
ob
曰
g
[巴
雪

のこ
の-

　　　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　



一
般
に
外
庁
の
設
立
に
当
た
っ
て
は
、
所
管
大
臣
が

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
(甘
鑓日
の者
O
H封
8
B
･

日
①□
●
を
作
成
し
、
所
管
業
務
、
組
織
、
人
事
管
理
等

の
基
本
的
な
事
項
を
設
定
し
た
上
、
三
-
五
年
ご
と
に

見
直
し
が
行
わ
れ
る
。

労
働
党
政
権
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
道
路
庁
の
組
織
体
制

(D
E
T
R
の
外
庁
と
し
て
の
組
織
体
制
)
の
変
更
は
考

え
て
い
な
い
も
の
の
、
新
規
の
道
路
建
設
よ
り
交
通
量
抑

制
手
法

(例
…
高
速
道
路
へ
の
有
料
道
路
制
度
の
導
入
)

の
検
討
を
優
先
す
る
考
え
方
へ
の
変
革
を
強
く
求
め
て
お

り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
一
九
九
七
年
一
〇
月
に
予
定

さ
れ
て
い
る
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
見
直
し

(交
通
政
策
の
総
合
的
見
直
し
の
結
果
が
公
表
さ
れ
る
ま

で
延
期
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。)
や
今
後
の
事
業
計
画

(び
こ
の曰
①“
□
言
口
)
の
作
成
の
際
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

六

道
路
事
業
の
見
直
し

労
働
党
政
権
は

｢統
合
さ
れ
た
交
通
政
策
｣
の
展
開
に

向
け
て
交
通
政
策
の
総
合
的
見
直
し
の
作
業
を
開
始
し
た

が
、
見
直
し
の
主
な
目
的
が

｢自
動
車
交
通
へ
の
依
存
体

制
か
ら
脱
却
｣
で
あ
る
た
め
、
幹
線
道
路
の
役
割
の
見
直

し
は
最
重
要
課
題
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
D
E
T
R
で
は
交
通
政
策
全
般
に
関
す
る

協
議
文
書

(四
参
照
)
の
発
表
に
先
立
っ
て
、
七
月
二
八

日
に
協
議
文
書

｢イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
幹
線
道
路
の
役
割
に

つ
い
て
(会尋
常
町
0
付
け
｢
町
に
臭

｢
O
P
Q
の
自
国
品
封
ロ
Q
")

を
発
表
し
て
お
り
、
交
通
政
策
の
総
合
的
見
直
し
の
一
環

と
し
て
一
九
九
八
年
春
に
道
路
事
業
の
見
直
し

(刃
0斜合

力
①≦
①鷄
)
の
結
果
が
公
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
こ
の
協

議
文
書
も
三

月
一
四
日
を
期
限
と
し
て
国
民
一
般
か
ら

幅
広
く
意
見
を
求
め
て
い
る
が
、
対
象
と
す
る
の
は
D
E

T
R
が
所
管
し
、
道
路
庁
が
管
理
責
任
を
有
す
る
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
幹
線
道
路

(高
速
道
路
を
含
む
。)
の
み
で
あ

り
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
及
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
関
し
て
は
別

途
見
直
し
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

協
議
文
書
は
道
路
政
策
に
関
す
る
労
働
党
政
権
の
方
針

(見
直
し
の
基
準
含
豊
の口
巴
)
を
示
し
た
後
、
具
体
的
な

幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
投
資
の
決
定
手
法
に
つ
い

て
幅
広
く
意
見
を
求
め
て
お
り
、
関
連
資
料
と
し
て
現
在

計
画
中
の
幹
線
道
路
に
関
す
る
事
業
が
地
域
ご
と
に
示
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
個
々
の
道
路
事
業
の
す
べ
て
に
つ

い
て
短
期
間
で
見
直
し
を
行
う
こ
と
は
現
実
的
で
な
い
た

め
、
当
面
は
優
先
度
が
極
め
て
高
い
事
業
の
継
続
の
み
を

決
定
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
最
終
的
な
判

断
を
下
さ
ず
に
長
期
的
課
題
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

労
働
党
政
権
に
よ
る
道
路
事
業
の
見
直
し
の
基
準
行
二
言
コ
巴

.統
合

(自
慰
四
P
□
ob
)
!
i
道
路
事
業
に
関
す
る
決
定
を

行
う
際
に
は
、
他
の
交
通
手
段
と
統
合
さ
れ
た
交
通

政
策
を
ベ
ー
ス
と
す
る
こ
と

,
ア
ク
セ
ス

翁
R
①
粉
茸
白
許
て
)
!
.･!
目
的
地

へ
の
ア
ク
セ
ス

を
容
易
に
す
る
こ
と

(身
体
障
害
者
、
老
人
等
の
ア

ク
セ
ス
の
向
上
を
含
む
。)

,
安
全
翁
弘
象
も
!
!
,,道
路
利
用
者
の
安
全
を
確
保
す
る
こ

.経
済
性

お
8
8
B
も

!
!
支
出
費
用
に
対
す
る
最
大
の

価
値

(“
言
の
け
H
B
O口
①で
)
を
実
現
す
る
と
と
も

に
、
持
続
可
能
な
経
済
活
動
を
支
援
す
る
こ
と

･
環
境
へ
の
影
響

(①□
<
費
ob
ロ
局
己
P
M
掬B
自
負
)
,!
!
地
球

環
境
、
地
域
環
境
、
自
然
環
境
そ
の
他
の
様
々
な
環

境
に
対
す
る
影
響
を
積
極
的
手
法
又
は
消
極
的
手
法

に
よ
り
緩
和
す
る
こ
と

協
議
文
書
は
上
記
の
見
直
し
基
準
の
ほ
か
、
道
路
行
政

が
抱
え
る
そ
の
他
の
課
題
に
つ
い
て
も
意
見
を
求
め
て
い

る
が
、
特
に
、
道
路
建
設
･
運
営
に
対
す
る
民
間
部
門
の

関
与

(保
守
党
政
権
が
導
入
し
た
民
間
資
金
構
想

(せ
口
-

<
巴
の
切
自
営
8

日日
什ぶ
[烈
翁

P
F
I
)
及
び
D
B
F
0

(□
の
り晨胃
)
閃
日
露

切
日
m
B
の
き
Q
O
尾
燈
言
)
道
路
事

業
に
つ
い
て
は
、
官
民
協
力
e
にE
R
き
門堵
鑓慰
霊
ユ
ロ
四
:

の富
□
)と
い
う
形
で
今
後
と
も
継
続
し
て
い
く
方
針
が
示
さ

れ
て
い
る
。

道
路
事
業
の
見
直
し
･ー
-
-そ
の
他
の
課
題

･
道
路
投
資
の
評
価
手
法
!
!
･･環
境
問
題
、
他
の
交
通
手
段

の
活
用
等
の
観
点
を
費
用
対
効
果
分
析

行
8
け

す
①□
①訟
什
P
b
b
H鑓
儲
昇

C
O
B
A
)
に
導
入
す
る
方
策

の
検
討

･
資
金
調
達
の
方
法
及
び
民
間
部
門
の
役
割
!
!
･･保
守
党
政

権
が
導
入
し
た
P
F
I
及
び
D
B
F
O
道
路
事
業
を

受
け
、
道
路
投
資
に
関
す
る
官
民
協
力

(□
に
す
ぎ
＼

自
身
著
の
目
蕁
口
円
の富
□
)
の
あ
り
方
の
検
討

(有
料

道
路
制
度
の
導
入
に
関
す
る
検
討
を
含
む
。)

･
国
と
地
方
公
共
団
体
の
役
割
分
担
･!
!
･幹
線
道
路
ネ
ッ
ト



ワ
ー
ク
の
管
理
責
任
に
つ
い
て
国
と
地
方
公
共
団
体

の
役
割
分
担
の
検
討

･
幹
線
道
路
計
画
と
地
域
レ
ベ
ル
の
計
画
の
調
整
手
法
･･!
ー

幹
線
道
路
へ
の
投
資
計
画
に
策
定
に
当
た
っ
て
、
地

域
レ
ベ
ル
の
土
地
利
用
計
画
、
経
済
発
展
、
交
通
体

系
等
と
の
調
整
を
図
る
手
法
の
検
討

七

二
一の
道
路
事
業
に
関
す
る
緊
急
見
直
し

道
路
事
業
の
見
直
し
に
関
す
る
協
議
文
書
の
発
表

(七

月
二
八
日
)と
併
せ
て
、
一
二
の
具
体
的
な
道
路
事
業
(計

画
中
)
に
つ
い
て
緊
急
に
実
施
さ
れ
た
見
直
し
の
結
果
が

公
表
さ
れ
た
。
こ
の
緊
急
見
直
し
は
入
札
手
続
き
に
時
間

を
要
す
る
D
B
F
O
道
路
事
業
、
渋
滞
解
消
等
の
た
め
早

急
な
判
断
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
事
業
等
を
対
象
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
協
議
文
書
で
示
さ
れ
た
見
直
し
の
基
準

(白
渚
コ
斜
)
が
判
断
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
結
果
、
五
事
業

(英
国
で
最
初
の
本
格
的
な
有
料

道
路
と
な
る
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
北
道
路
を
含
む
。
)
に
つ
い
て

は
継
続
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
が
、
二
事
業
に
つ
い
て
は

中
止
が
決
定
さ
れ
、
残
り
の
五
事
業
に
つ
い
て
は
一
九
九

八
年
春

(道
路
事
業
の
見
直
し
)
ま
で
結
論
が
先
送
り
さ

れ
た
。
一
二
の
道
路
事
業
に
対
す
る
緊
急
見
直
し
の
結
果

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る

(別
図
に
見
直
し
の
対
象
と
さ

れ
た
道
路
事
業
を
示
す
。)。

(参
考
)
道
路
の
表
記
･!
!

｢M
O
O
｣
は
高
速
道
路
、

｢A
O
O
｣
は
幹
線
道
路
(
一
般
国
道
)を
表
す
。

①
A
2
/
M
2
コ
ブ

ハ
ム
(o
o
ひ
げ
鑓
B
)
-
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ

ン
4
拡
幅

○
!
!
英
仏
海
峡
ト
ン
ネ
ル
連
絡
鉄
道
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
連
携
の
図
ら
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
と

判
断
さ
れ
、
事
業
継
続
が
決
定
。

②
A
鰍
ダ
ー
ビ
ー
南
バ
イ
パ
ス

(契
約
B
)

0
!
･!
ダ
ー
ビ
ー
南
バ
イ
パ
ス
に
関
す
る
最
後
の
契
約

で
あ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
の
効
果
を
引
き

出
す
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
事

業
継
続
が
決
定
。

継続

="′送

は

止

先

又

中

論

止
部

結

中

一

　
　 　　　　　

{ ‘
･ ･ 〆̂

) ^

}-

(注) 図中の番号は本文七に示された道路事業の番号と一致。
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③
M
“
デ
ン
ト
ン
(□
①
已
0
己
ー
ミ
ド
ル
ト
ン
(三
五
A
言
g
巳

(契
約
そ
の
3
)

0
!
'!
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
環
状
高
速
道
路
に
関
す
る
最

後
の
契
約
で
あ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
の
効

果
を
引
き
出
す
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
、
事
業
継
続
が
決
定
。

④
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
北
道
路

(8
1
け
四
口
尺税
招
[
5
P
a
)

0
!
･!
･M
6
の
著
し
い
渋
滞
を
緩
和
す
る
た
め
に
計
画

さ
れ
た
英
国
で
最
初
の
本
格
的
な
有
料
道
路
事

業

(保
守
党
政
権
が
導
入
し
た
民
間
資
金
構
想

(P
F
I
)
に
基
づ
き
民
間
部
門
が
建
設
･
運

営
す
る
予
定
。)
で
あ
る
が
、
緊
急
性
が
高
く
、

貨
物
輸
送
に
関
し
て
道
路
と
鉄
道
の
連
携
を
図

る
た
め
に
効
果
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
事
業
継

続
が
決
定
。

⑤
A
路
テ
ム
ズ
河
ロ
道
路
(0
砦
の尋
Dで
)
[D
B
F
O
道
路

事
業
]

○
･･!
･･ロ
ン
ド
ン
東
部
地
区
及
び
ド
ッ
ク
ラ
ン
ド
地
区

の
開
発
に
不
可
欠
な
交
通
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
と

し
て
、
D
B
F
O
道
路
事
業
と
し
て
の
継
続
が

決
定
。

⑥
M
お
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
露
-
崎
拡
幅

A
!
!
,,ロ
ン
ド
ン
周
辺
で
最
も
渋
滞
が
著
し
い
高
速
道

路
で
あ
る
が
、
拡
幅

(八
車
線
↓
一
〇
車
線
)

の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
交
通
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン

ト
な
ど
他
の
手
法
と
の
幅
広
い
比
較
検
討
が
必

要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
一
九
九
八
年
春
ま
で

結
論
先
送
り
。

⑦
A
65

(M
6
)
カ
ン
ブ
リ
ア

(0
に
日
す
｢瀦
)
-
ブ
ラ
ッ

ド
フ
ォ
ー
ド

(閃
尺
P
曲
O
NA
)
[D
B
F
O
道
路
事
業
]

▲
!
!
緊
急
見
直
し
を
行
う
必
要
性
が
低
い
と
判
断
さ

れ
、
一
九
九
八
年
春
ま
で
結
論
先
送
り
。
D
B

F
O
道
路
事
業
と
し
て
の
入
札
手
続
き
は
一
時

中
断
。

⑧
A
れ
/
A
ガ
ウ
ィ
ー
ル
ド
(者
の
P瓦
)及
び
ダ
ウ
ン
ラ
ン

ド

(□
0
"
H]封
ロ
Q
)
[D
B
F
O
道
路
事
業
]

▲
･!
･･緊
急
見
直
し
を
行
う
必
要
性
が
低
い
と
判
断
さ

れ
、
一
九
九
八
年
春
ま
で
結
論
先
送
り
。
D
B

F
O
道
路
事
業
と
し
て
の
入
札
手
続
き
は
一
時

中
断
。

⑨
A
6
/
A
燈
南
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

[D
B

F
O
道
路
事
業
]

▲
!
･!
緊
急
見
直
し
を
行
う
必
要
性
が
低
い
と
判
断
さ

れ
、
一
九
九
八
年
春
ま
で
結
論
先
送
り
。
D
B

F
O
道
路
事
業
と
し
て
の
入
札
手
続
き
は
一
時

中
断
。

⑩
M
62

(東
)/
M
606
連
絡
道
路

(せ
自
己

▲
!
･!
緊
急
見
直
し
を
行
う
必
要
性
が
低
い
と
判
断
さ

れ
、
一
九
九
八
年
春
ま
で
結
論
先
送
り
。

⑪
A
鋤
西
ロ
ン
ド
ン
進
入
路

(>
□
℃
5
き
け
)
[D
B
F
O

道
路
事
業
]

×
･･!
･道
路
以
外
の
交
通
手
段

(公
共
交
通
網
)
が
充

実
し
て
い
る
ロ
ン
ド
ン
西
部
地
区
で
道
路
改
良

を
実
施
す
る
こ
と
は
自
動
車
通
勤
を
助
長
す
る

効
果
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
事
業
中
止
が
決
定
。

⑫
A
36
/
A
箱
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス

(増
窃
の①×
)
連
絡
道
路

(せ
自
己

[D
B
F
O
道
路
事
業
]

×
･ー
･･プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
主
要
事
業
で
あ
る
ソ
ー
ル
ズ

ベ
リ
ー

(#
-扇
げ
白
で
)
バ
イ
パ
ス
に
つ
い
て

は
、
市
街
地
の
混
雑
緩
和
等
よ
り
も
事
業
予
定

地
の
自
然
環
境
の
保
全
の
方
が
重
要
で
あ
る
と

判
断
さ
れ
、
事
業
中
止
が
決
定
。

急
･!
!
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
一
九
九
八
年
春
ま

で
結
論
先
送
り
。

八

お
わ
り
に

労
働
党
政
権
に
よ
る
交
通
政
策
の
見
直
し
は
環
境
問
題

を
重
視
し
、
自
動
車
交
通
需
要
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ

と
に
よ
り
(｢自
動
車
交
通
へ
の
依
存
体
制
か
ら
の
脱
却
｣)

新
た
な
道
路
投
資
を
抑
制
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
英
国
と
同
じ
先
進
工
業
国
と
し
て
我
が
国
も
出
来

る
だ
け
早
い
時
期
に
目
指
す
べ
き
方
向
で
あ
り
、
来
年
春

に
公
表
さ
れ
る
新
た
な
交
通
政
策
に
関
す
る
ホ
ワ
イ
ト
ペ

ー
パ
ー
及
び
道
路
事
業
の
見
直
し
に
大
い
に
注
目
し
た
い
。

(建
設
経
済
局
労
働
資
材
対
策
室
課
長
補
佐
)



道
路
管
理
瑕
疵
訴
訟
判
例
の
動
向
(第
七
回
)

反
射
的
利
益
に
関
す
る
事
件
及
び
そ
の
他
の
事
件

高
鍋

誠
治

危
険
を
防
止
し
、
そ
の
他
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
ま
で
を
含
む
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

道
路
管
理
者
の
通
行
規
制
に
つ
い
て
は
道
路
法
四
六
条
一
項
に
定

め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
件
の
よ
う
に
馬
が
引
綱
も
つ
け
な
い
状

態
で
本
件
道
路
を
通
行
す
る
こ
と
は
同
法
所
定
の
交
通
の
危
険
に
は

あ
た
ら
な
い
。

2

本
件
農
道
は
本
件
事
故
後
町
道
に
認
定
さ
れ
て
い
る
が
、
町
道
管

理
者
は
本
件
事
故
当
時
道
路
管
理
者
で
は
な
い
か
ら
、
原
告
の
町
道

管
理
者
に
対
す
る
請
求
は
失
当
で
あ
る
。

こ
の
事
件
は
ま
さ
に

｢そ
の
他
の
事
件
｣
と
し
て
ふ
さ

わ
し
い
事
件
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
だ
道
路
法
上
の

道
路
と
な
っ
て
い
な
い
道
路
と
農
道
の
交
差
点
を
馬
が
通

行
す
る
こ
と
を
道
路
管
理
者
が
黙
認
し
て
い
た
と
し
て
自

動
二
輪
車
で
馬
と
衝
突
し
た
被
害
者
が
訴
え
た
事
件
で
す

が
、
ま
だ
道
路
管
理
者
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
町
を
訴
え

た
こ
と
は
失
当
で
あ
る
と
し
て
棄
却
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
｢公
物
管
理
と
し
て
の
道
路
管
理
｣
に
は
交
通
の
安
全

そ
れ
で
は
、
先
月
号
に
引
き
続
い
て
そ
の
他
の
事
件
に

つ
い
て
個
別
に
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

1

清
掃
車
の
運
転
者
と
し
て
は
、
給
水
量
を
調
節
し
砂
ぼ
こ
り
の
状

況
に
注
意
し
、
清
掃
車
が
砂
ぼ
こ
り
の
中
に
隠
れ
て
し
ま
う
こ
と
の

な
い
よ
う
運
転
操
作
す
べ
き
注
意
義
務
が
あ
り
、
仮
に
隠
れ
て
し
ま

う
よ
う
な
場
合
に
は
運
転
助
手
を
し
て
自
車
の
存
在
を
知
ら
せ
る
べ

く
他
車
等
の
誘
導
を
さ
せ
る
義
務
が
あ
る
。

2

追
突
し
た
ト
ラ
ッ
ク
に
は
前
方
不
注
視
の
過
失
が
あ
る
。

静
岡
地
裁

昭
和
五
五
年
二
月
二
五
H

過
失
相
殺
九
割

“
“
“
“
･
“
‘
ば

ば
だ

‘
“
議

す

死
亡
有
責

清
掃
車
が
見
え
ず
、
追
突
し
た

聡
一‘“に託九
一鷁政烟瀕死靴催,““‘“
…補助国道

⑪

1

い
わ
ゆ
る
公
物
と
し
て
の
道
路
の
管
理
と
は
、
一
般
交
通
の
用
に

供
す
る
と
い
う
道
路
本
来
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
見
地
か
ら
、
道
路

を
良
好
な
状
態
に
維
持
す
る
た
め
の
諸
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
い
う

が
、
道
路
交
通
取
締
等
警
察
権
の
行
使
の
見
地
か
ら
道
路
に
お
け
る

札
幌
地
裁

昭
和
五
五
年
七
月
一
七
□

.一驚

“
“
,
た
が
･
“
藝

二

名
負
傷
無
責

馬
の
通
行
を
放
置
し
た
と
主
張

聡
一流度これニニ
翻刻卿備11--1“
“11
｢町道

⑫

こ
の
事
件
は
、
前
方
の
清
掃
車
が
巻
き
上
げ
る
砂
塵
に

よ
り
当
該
清
掃
車
に
衝
突
し
た
事
件
で
す
が
、
九
割
の
前

方
不
注
意
に
よ
る
過
失
相
殺
が
行
わ
れ
て
い
な
が
ら
、
有

責
と
な
っ
て
い
ま
す
。

有
責
と
な
っ
た
ポ
イ
ン
ト
は
、
清
掃
車
の
運
転
操
作
と

清
掃
車
の
存
在
を
知
ら
し
め
る
よ
う
注
意
義
務
が
あ
っ
た
、

と
い
う
点
で
す
が
、
過
失
相
殺
九
割
と
い
う
の
は
ほ
と
ん

ど
鉦
坐
貝
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
示
談
の
際
の
前
例
に
な

る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。



と
円
滑
を
図
る
た
め
の
措
置
ま
で
を
含
む
も
の
で
は
な
い
、

ま
せ
ん
。

と
判
断
し
て
、
道
路
管
理
権
と
交
通
取
り
締
ま
り
の
警
察

こ
の
事
件
は
道
路
障
害
物
の
事
件
の
欄
に
分
類
さ
れ
る

の
が
正
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
沿
道
民
地
か
ら
張
り
出

し
て
い
た
樹
木
が
道
路
上
ま
で
生
育
し
て
い
た
た
め
、
そ

れ
に
引

っ
か
か
っ
た
ト
ラ
ッ
ク
の
積
み
荷
が
落
下
し
、
対

向
し
て
き
た
原
付
バ
イ
ク
に
衝
突
し
た
事
件
で
す
が
、
障

害
物
の
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
当
該
く
る
み
の
木
も
国

家
賠
償
法
の
営
造
物
と
し
て
認
識
さ
れ
た
事
例
で
す
。

こ
の
事
件
に
お
い
て
も
道
路
管
理
者
側
に
お
い
て
伐
採

で
き
な
か
っ
た
個
別
的
な
事
情
は
轡
酌
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。被

害
者
は
何
ら
落
ち
度
な
く
対
向
車
線
を
進
行
し
て
き

た
原
付
バ
イ
ク
･で
す
の
で
過
失
相
殺
は
当
然
行
わ
れ
て
い

こ
の
事
件
は
あ
え
て
分
類
す
る
と
す
れ
ば
、
防
護
柵
か

道
路
構
造
に
関
す
る
事
件
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

路
肩
部
分
に
進
入
し
た
自
転
車
が
た
め
池
の
存
在
に
気

づ
か
ず
転
落
し
た
も
の
で
す
が
、
路
肩
部
分
で
起
こ
っ
た

事
件
に
つ
い
て
被
害
者
側
の
過
失
か
ど
う
か
を
判
断
す
る

要
件
と
し
て
、
｢路
肩
に
進
入
し
た
事
情
｣が
無
視
で
き
ま

せ
ん
。
自
動
二
輪
車
が
前
方
の
車
両
を
追
い
抜
く
た
め
に
、

車
両
の
左
側
か
ら
追
い
越
し
を
か
け
る
よ
う
な
行
為

(道

路
交
通
法
上
、
違
法
行
為
で
あ
る
)
か
、
対
向
車
と
の
す

⑮ れ
違
い
の
た
め
や
む
な
く
片
輪
が
路
肩
に
進
入
す
る
行
為

と
で
は
本
人
の
過
失
に
つ
い
て
お
の
ず
と
差
異
が
あ
る
の

は
当
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

い
く
つ
か
の
判
例
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
判
決
の
結
論

に
は
や
は
り
そ
の
事
情
が
多
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
の

感
覚
を
得
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
路
肩
に
進
入

し
た
事
情
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
裁
判
所
は
判
断

を
し
て
お
り
、
被
害
者
の
飲
酒
に
つ
い
て
三
割
の
過
失
相

殺
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
お
お
む
ね
妥
当
な
結
論
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

(地
裁
判
決
要
旨
〉

1

道
路
そ
れ
自
体
に
物
的
瑕
疵
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
道
路
上

に
故
障
車
等
の
障
害
物
が
存
す
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
気
象
状
況
等

の
事
情
に
よ
り
道
路
が
そ
の
機
能
上
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
に
欠
け
、

当
該
道
路
の
性
質
そ
の
他
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
道
路

管
理
者
が
災
害
発
生
を
事
前
に
予
測
し
、
か
つ
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
こ
れ
を
し
な
か
っ
た
と
き

に
は
、
道
路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

2

本
件
事
故
地
点
で
は
従
前
し
ば
し
ば
濃
霧
が
発
生
し
、
事
故
前
日

の
気
象
状
況
か
ら
も
局
地
的
な
霧
が
発
生
す
る
こ
と
は
予
測
し
得
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
管
理
者
は
警
戒
し
て
巡
回
す
る
等
事
故
防

止
上
の
適
切
な
具
体
策
を
と
っ
て
お
ら
ず
そ
の
管
理
に
は
瑕
疵
が
あ

大
阪
地
裁

昭
和
五
三
年
二
月
二
三
日

大
阪
高
裁

昭
和
五
六
年
四
月

八
日

過
失
相
殺
一
割

“
廃

残
。
“
“
■
‘
“
‘
‘
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有
責

事
故
が
発
生
し
た
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道
路

(地
裁
判
決
要
旨
〉

1

道
路
そ
れ
自
体
に
物
的
瑕
疵
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
道
路
上

に
故
障
車
等
の
障
害
物
が
存
す
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
気
象
状
況
等

の
事
情
に
よ
り
道
路
が
そ
の
機
能
上
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
に
欠
け
、

当
該
道
路
の
性
質
そ
の
他
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
勘

し
て

管
理
者
が
災
害
発
生
を
事
前
に
予
測
し
、
か
つ
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
こ
れ
を
し
な
か
っ
た
と
き

に
は
、
道
路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

2

本
件
事
故
地
点
で
は
従
前
し
ば
し
ば
濃
霧
が
発
生
し
、
事
故
前
日

の
気
象
状
況
か
ら
も
局
地
的
な
霧
が
発
生
す
る
こ
と
は
予
測
し
得
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
管
理
者
は
警
戒
し
て
巡
回
す
る
等
事
故
防

止
上
の
適
切
な
具
体
策
を
と
っ
て
お
ら
ず
そ
の
管
理
に
は
瑕
疵
が
あ

1

本
件
道
路
は
幅
員
が
六
･
五
八
m
存
す
る
が
両
側
端
に
各
約
0
･

五
m
幅
の
路
側
帯
が
設
け
ら
れ
て
い
る
た
め
車
道
幅
員
は
五
･
六
六

m
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
道
路
を
車
幅
二
･
五
m
近
い
大
型

ト
ラ
ッ
ク
が
制
限
速
度
で
あ
る
時
速
四
〇
如
の
ス
ピ
ー
ド
で
直
近
を

通
過
し
て
い
く
場
合
を
想
像
す
る
と
、
路
側
帯
を
通
行
す
る
こ
と
が

予
測
さ
れ
る
自
転
車
搭
乗
者
は
か
な
り
の
不
安
感
、
危
機
感
を
覚
え
、

ま
た
、
原
告
が
大
型
ト
ラ
ッ
ク
の
接
近
を
知
っ
た
地
点
で
の
路
肩
の

外
側
は
そ
の
ま
ま
側
溝
に
な
っ
て
い
る
た
め
そ
の
場
所
に
停
止
し
て

車
両
を
や
り
す
ご
す
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本

件
道
路
は
、
本
件
溜
池
へ
の
転
落
の
危
険
を
内
包
し
て
い
た
と
い
う

べ
き
で
あ
り
、
右
道
路
部
分
は
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い

た
。
ま
た
、
こ
の
危
険
性
は
右
路
肩
部
分
に
防
護
柵
や
フ
ェ
ン
ス
を

設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
容
易
に
除
去
し
得
た
も
の
で
あ
る
。

2

原
告
は
飲
酒
に
よ
り
判
断
力
、
認
識
力
を
鈍
麻
さ
せ
て
い
た
と
い

え
る
か
ら
そ
の
被
っ
た
損
害
の
三
割
を
減
ず
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

神
戸
地
裁

昭
和
五
六
年
三
月
三
○
□

過
失
相
殺
三
割

自
転
車
で
通
行
中
ト
ラ
ッ
ク
を
避
け
る
た
め

÷
』
‐
'｢

◆
"

“
]
一
ブ
タ

ブ

一
名
負
傷

有
責

-

脇
の
池
を
空
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誤
認
し
て
転
落

難
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⑭

権
と
の
線
引
き
を
行
っ
て
い
る
判
決
で
す
。

国
賠
法
二
条
の
営
造
物
の
管
理
の
瑕
疵
は
客
観
的
に
営
造
物
に
つ
い

て
存
す
れ
ば
足
り
る
と
解
さ
れ
る
の
で
、
本
件
く
る
み
の
木
が
伐
採
も

さ
れ
ず
に
存
在
し
、
か
つ
注
意
標
識
等
も
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
は
道
路
が
本
来
そ
な
え
る
べ
き
完
全
性
を
欠
い
て
い
た
も
の
と
認
め

ざ
る
を
得
な
い
。

道
路
管
理
者
は
強
制
的
に
枝
を
切
除
す
る
手
段
も
な
か
っ
た
と
主
張

す
る
が
、
そ
の
主
張
は
解
し
難
い

(民
法
二
三
三
条
)。

福
島
地
裁

昭
和
五
六
年
四
月
八
日

過
失
相
殺
な
し

ト
ラ
ッ
ク
の
ワ
イ
ヤ
ー
が
道
路
上
の
枝
で
切
一
･

;
:

、
も、

-

-
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-
-
、

も
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っ
た
。

へ高
裁
判
決
要
旨
〉

1

料
金
収
受
員
が
、
本
件
事
故
前
に
現
場
付
近
の
通
行
の
危
険
を
感

じ
さ
せ
る
程
の
煙
と
霧
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
知
ら
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
公
団
が
収
受
員
の
得
た
情
報
を
直
ち
に
管

理
事
務
所
に
通
報
す
る
よ
う
に
指
示
を
徹
底
し
て
お
け
ば
、
そ
の
発

生
源
を
調
査
す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り
危
険
防
止
策
を
と
り
得
た
も

へ地
裁
判
決
要
旨
〉

1

本
件
枝
は
そ
の
形
状
か
ら
復
元
す
る
と
折
れ
る
前
か
ら
市
道
上
に

張
り
出
し
て
い
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

2

本
件
枝
及
び
幹
に
は
枯
死
部
分
が
な
く
生
木
で
あ
っ
た
こ
と
、
本

件
枝
以
外
に
落
下
し
た
生
木
の
枝
は
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
枝
が
落

下
し
た
の
は
当
時
の
強
風
に
よ
っ
て
通
常
予
期
し
得
な
い
生
木
の
折

断
と
境
内
外
へ
の
飛
散
が
重
な
っ
た
た
め
に
起
き
た
も
の
と
認
め
る

こ
と
が
で
き
、
本
件
樹
木
に
つ
き
通
常
樹
木
が
有
す
べ
き
安
全
性
を

欠
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
本
件
枝
を
除
去
す

べ
き
事
情
に
あ
っ
た
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。

へ高
裁
及
び
最
高
裁
判
決
要
旨
〉

地
裁
判
決
と
同
旨
。

東
京
地
裁

昭
和
五
四
年
一
一
月
一
九
日

東
京
高
裁

昭
和
五
六
年

九
月
三
〇
日

最
高
裁

昭
和
五
七
年

五
月
二
七
日

沿
道
か
ら
張
り
出
し
て
い
た
銀
杏
の
枝
が
強
一

≧

鳶

-

‐
ー
:
‘
;
:(
オ
フ
弓

一
名
死
亡

匠
聖
貞

一
･

彦
1

‘
≦
三

風
で
折
れ
、
歩
行
者
に
激
突

隠
一望
こに
≧

市
川
市
道
銀
杏
の枝
落
下
事
件
一市
道

⑮

の
と
認
め
ら
れ
る
。
公
団
が
右
指
示
を
徹
底
し
て
し
な
か
っ
た
点
で

公
団
の
道
路
管
理
に
は
瑕
疵
が
あ
っ
た
。

2

第
一
回
目
の
煙
の
発
生
と
事
故
と
の
間
に
公
団
職
員
が
巡
回
し
た

際
、
道
路
上
の
見
通
し
に
異
常
は
な
か
っ
た
が
、
同
人
は
こ
の
よ
う

な
事
態
の
再
発
の
可
能
性
を
知
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に

対
す
る
特
別
の
措
置
も
行
っ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
巡
回

の
際
異
常
を
発
見
し
な
か
っ
た
こ
と
は
右
管
理
の
瑕
疵
を
補
う
も
の

で
は
な
い
。

こ
の
事
件
は
自
然
発
生
で
あ
る
濃
霧
と
人
為
的
な
も
の

で
あ
る
煙
が
競
合
し
て
交
通
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
事
件

で
す
が
、
有
責
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

有
責
と
さ
れ
た
ポ
イ
ン
ト
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
が
料
金
収

受
員
に
対
し
て
、
濃
霧
と
煙
に
よ
り
通
行
に
支
障
が
あ
る

旨
の
申
し
出
を
行
っ
て
い
た
に
も
係
わ
ら
ず
、
収
受
員
が

管
理
事
務
所
に
そ
の
連
絡
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に

事
故
が
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
点
で
す
。

こ
の
判
断
に
つ
い
て
は
若
干
厳
し
い
か
な
、
と
思
う
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
一
般
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
見
れ
ば
、
料

金
収
受
員
が
唯
一
道
路
管
理
者
側
と
の
接
点
で
あ
り
ま
す

の
で
、
こ
の
よ
う
な
緊
急
事
態
の
場
合
は
収
受
員
も
連
絡

を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
、
と
い
う
裁
判
所
の
判
断
に
至
っ

た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

実
務
に
お
い
て
は
、
こ
の
判
決
の
と
お
り
の
体
制
を
ひ

く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
常
に
考
え
て

お
く
べ
き
問
題
で
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

も
の
と
は
い
い
難
い
｣
と
判
断
し
て
い
ま
す
。

こ
の
事
件
も
沿
道
の
樹
木
に
関
係
す
る
事
件
で
、
最
高

裁
ま
で
争
わ
れ
ま
し
た
が
、
道
路
管
理
者
は
無
責
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

事
件
の
内
容
は
市
道
上
に
い
た
被
害
者
に
一
部
市
道
に

は
み
出
し
て
い
た
樹
木
の
枝
が
強
風
で
折
れ
、
直
撃
し
た

も
の
で
す
が
、
判
決
は
、
ま
ず
、
事
実
関
係
と
し
て
、
折

れ
る
前
か
ら
市
道
上
に
は
み
出
し
て
い
た
事
実
が
認
め
ら

れ
な
い
点
と
、
樹
木
の
外
形
上
危
険
性
が
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
｢本
件
枝
を
除
去
す
べ
き
事
情
に
あ
っ
た

こ
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
道
路
上
に
枝
が
張
り
出
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
瑕
疵
を
認
め
な
か
っ
た
も
の

で
、
一
応
妥
当
な
判
断
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
一

点
だ
け
心
配
な
点
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
こ
の
事
件
は
立
ち
話
と
い
え
ど
も
市
道
を
利

用
し
て
い
た
被
害
者
に
対
し
、
道
路
外
か
ら
急
迫
な
危
険

が
あ
り
、
被
害
を
受
け
た
も
の
で
す
が
、
落
石
や
崩
土
の

事
件
と
の
整
合
性
を
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
?

落
石
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
沿
道

民
地
か
ら
の
落
石
に
つ
い
て
も
、
道
路
管
理
者
が
有
責
と

さ
れ
る
の
は
確
立
さ
れ
た
判
断
で
あ
る
と
言
え
る
と
思
い

ま
す
。そ
れ
で
は
こ
の
事
件
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
?

道

路
外
か
ら
の
急
迫
な
危
険
と
い
う
点
で
は
落
石
と
同
じ
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。

落
石
に
お
い
て
道
路
管
理
者
が
有
責
と
さ
れ
る
論
理
は
、

｢落
石
の
発
生
場
所
が
民
地
で
あ
っ
て
も
、
結
果
と
し
て
、

道
路
利
用
者
の
安
全
を
守
れ
な
け
れ
ば
、
一
次
的
な
被
害

者
へ
の
責
任
は
道
路
管
理
者
が
負
う
。
民
地
所
有
者
の
不

法
行
為
責
任
に
つ
い
て
は
道
路
管
理
者
と
民
地
所
有
者
の

求
償
の
問
題
で
あ
る
。｣と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
従
っ
て
私
は
、
こ
の
事
件
と
落
石
の
論
理
と

の
違
い
に
つ
い
て
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
か
ね
ま

す
が
、
あ
え
て
私
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、

｢落
石
は
、
通
常
の
道
路
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
く
上
で

最
も
注
意
す
べ
き
事
項
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
発
生
に
つ



い
て
予
見
可
能
性
が
高
い

(落
石
が
い
っ
起
こ
る
か
と
い

で
す
の
で
、
路
上
障
害
物
に
近
い
事
件
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

判
決
は
、
前
述
の
法
律
論
に
加
え
て
、
標
識
や
道
路
標
示

ぅ
定
量
的
な
予
見
可
能
性
で
は
な
く

｢落
石
｣
と
い
う
現

判
決
は
、
事
実
関
係
の
み
で
、
切
り
株
上
を
通
行
す
る

が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
事
故
の
原
因

1

切
り
株
が
、
近
い
将
来
市
道
の
拡
幅
工
事
に
よ
っ
て
市
道
と
な
る

こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
市
所
有
、
管
理
の
土
地
内
に
あ
る
こ
と
、

切
り
株
が
市
道
の
外
端
か
ら
約
二
〇
鰯
ほ
ど
し
か
離
れ
て
い
な
い
こ

と
等
の
事
実
か
ら
す
る
と
き
、
切
り
株
は
市
道
と
一
体
と
な
っ
て
公

の
営
造
物
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

2

切
り
株
は
市
道
路
面
か
ら
約
三
0
m
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
か

ら
市
道
外
側
の
市
道
予
定
地
を
通
行
す
る
車
両
は
殆
ど
な
か
っ
た
と

認
め
ら
れ
る
。
切
り
株
が
市
道
の
近
く
に
存
し
た
か
ら
と
い
っ
て
公

の
営
造
物
の
設
置
、
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

千
葉
地
裁

昭
和
五
七
年
一
〇
月
一
四
日
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⑰ 象
そ
の
も
の
が
勃
発
す
る

｢事
項
｣
の
予
見
可
能
性
と
考

え
て
下
さ
い
。
)
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
比
べ
て
、
こ
の
事

件
の
よ
う
な
枝
の
飛
来
は
そ
の

｢事
項
｣
そ
の
も
の
が
普

段
の
道
路
管
理
業
務
に
お
い
て
予
見
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
が
故
に
、
道
路
管
理
者
の
責
任
は
問
え
な
い
、
と
論

理
構
成
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

最
も
極
端
な
例
を
と
る
と

(茶
化
し
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
)
｢道
路
を
通
行
し
て
い
る
車
の
上
に
空
か

ら
飛
行
機
が
落
ち
て
き
た
場
合
に
道
路
管
理
瑕
疵
責
任
が

問
え
る
か
?
｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

1

自
動
車
道
路
の
す
べ
て
の
交
差
点
の
見
通
し
を
よ
く
す
る
こ
と
が

行
政
上
の
努
力
目
標
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の

欠
陥
を
も
っ
て
直
ち
に
道
路
と
し
て
の
安
全
性
を
欠
く
瑕
疵
が
あ
る

も
の
と
は
言
え
な
い
。

2

道
路
を
通
行
す
る
者
が
必
ず
し
も
道
路
状
況
に
詳
し
い
者
ば
か
り

で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
道
路
管
理
者
と
し
て
は
見
通
し
の
悪
い
交
差

点
に
お
け
る
交
通
規
制
を
道
路
標
識
や
道
路
標
示
に
よ
っ
て
適
正
に

行
使
す
べ
き
で
あ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
一
旦
停
止
の
標
識
、
十

字
交
差
点
あ
り
の
標
識
を
設
置
し
て
あ
り
、
自
動
車
運
転
者
が
右
標

識
で
認
識
し
た
う
え
注
意
を
尽
く
せ
ば
事
故
は
防
止
で
き
た
も
の
で

あ
る
。

高
松
地
裁

昭
和
五
八
年
四
月
二
二
日
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突
事
件

県
道

こ
の
事
件
は
、
市
道
の
外
端
か
ら
二
〇
伽
離
れ
た
所
に

木
の
切
り
株
が
あ
り
、
そ
れ
に
車
両
が
乗
り
上
げ
た
事
件

判
決
は
、
事
実
関
係
の
み
で
、
切
り
株
上
を
通
行
す
る

車
両
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
し
て
、
瑕
疵
を
否
定
し
て

い
ま
す
。

法
律
的
に
も
特
筆
す
る
点
は
な
い
事
件
で
す
。

1

国
害
賠
償
法
一
条
、
二
条
は
、
具
体
的
に
自
然
人
で
あ
る
公
務
員

の
故
意
又
は
過
失
の
内
容
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

民
法
七
〇
九
条
は
公
共
団
体
に
は
直
接
適
用
さ
れ
な
い
。

2

道
路
法
四
二
条
に
基
づ
く
道
路
管
理
の
責
任
と
は
、
一
般
国
道
の

妨
げ
を
し
て
い
る
群
集
を
排
除
す
る
こ
と
ま
で
含
ん
で
は
い
な
い
。

3

運
搬
車
に
対
す
る
連
行
の
支
配
は
、
事
実
関
係
か
ら
み
て
暴
徒
に

よ
っ
て
喪
失
し
て
お
り
、
被
告
に
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
三
条
の

連
行
供
用
者
責
任
は
な
い
。

神
戸
地
裁

昭
和
五
九
年
三
月
三
〇
日

,
で
轢
過
さ
れ
た
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因
は
道
路
管
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が
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⑲

こ
の
事
件
は
、
見
通
し
の
悪
い
交
差
点
そ
の
も
の
が
道

路
管
理
瑕
疵
で
あ
る
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
事
件
で
す
が
、

そ
の
こ
と
が
直
ち
に
瑕
疵
に
当
た
る
も
の
で
は
な
い
と
し

て
、
請
求
は
棄
却
さ
れ
て
い
ま
す
。

判
例
集
で
は
現
場
の
写
真
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
具
体

的
に
ど
れ
く
ら
い
見
通
し
が
悪
い
の
か
定
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
明
確
に
感
想
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
事
故
の
原
因

を
本
人
の
過
失
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。

こ
の
事
件
は
特
殊
な
事
件
で
す
。

群
衆
が
駐
車
車
両
を
転
倒
さ
せ
、
そ
の
下
敷
き
と
な
っ

た
被
害
者
が
、
事
故
の
原
因
が
道
路
管
理
者
が
道
路
法
第

四
二
条
の
義
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、

訴
え
ら
れ
た
事
件
で
す
。

道
路
法
第
四
二
条
は

｢道
路
管
理
者
は
、
道
路
を
常
時

良
好
な
状
態
に
保
つ
よ
う
に
維
持
し
、
修
繕
し
、
も
っ
て

一
般
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。｣
と
さ
れ
て
お
り
ハ
ー
ド
面
で
の
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
を
道
路
管
理
者
に
義
務
付
け
た
条
項
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。



へ地
裁
判
決
要
旨
〉

本
件
各
処
分
に
対
す
る
取
消
し
訴
訟
の
提
起
に
つ
い
て
は
、
審
査
請

求
前
置
主
義
が
探
ら
れ
て
お
り
、
更
に
そ
の
前
置
手
続
と
し
て
適
法
な

異
議
申
立
て
及
び
審
査
請
求
に
対
す
る
本
案
に
対
す
る
判
断
を
経
由
し

て
い
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
被
告
は
原
告
か
ら
の
異
議
中
立
て
を
却

下
し
て
い
る
。
本
件
道
路
敷
地
に
つ
い
て
原
告
は
、
何
ら
の
権
限
も
有

し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
本
件
各
処
分
に
よ
り
他
に
い
か
な
る
権
利
も

し
く
は
法
律
的
利
益
が
原
告
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
た
の
か
も
明
ら
か
で

な
い
か
ら
、
本
件
却
下
決
定
は
何
ら
違
法
な
も
の
で
は
な
く
、
適
法
な

異
議
半
立
て
に
よ
る
審
査
庁
の
本
案
判
断
を
経
て
い
な
い
も
の
で
あ
る

か
ら
、
本
件
訴
え
は
不
敵
法
な
も
の
で
あ
る
。

高̂
裁
判
決
要
旨
〉

本
件
各
処
分
に
対
す
る
取
消
し
訴
訟
の
提
起
に
つ
い
て
は
、
審
査
請

求
前
置
主
義
が
探
ら
れ
て
お
り
、
更
に
そ
の
前
置
手
続
と
し
て
適
法
な

異
議
中
立
て
及
び
審
査
請
求
に
対
す
る
判
断
を
経
由
し
て
い
る
必
要
が

あ
る
と
こ
ろ
、
被
控
訴
人

(被
告
)
は
控
訴
人

(原
告
)
か
ら
の
異
議

申
立
て
を
却
下
し
て
い
る
。
本
件
道
路
敷
地
に
つ
い
て
、
原
告
は
何
ら

の
権
原
も
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
本
件
各
処
分
に
よ
り
他
に
い
か

な
る
権
利
も
し
く
は
法
的
利
益
が
原
告
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
た
の
か
も

明
ら
か
で
な
い
か
ら
、
本
件
却
下
決
定
は
何
ら
違
法
な
も
の
で
は
な
く
、

適
法
な
異
議
申
立
て
に
よ
る
審
査
庁
の
本
案
判
断
を
経
て
い
な
い
も
の

て
あ
る
か
ら
、
本
件
処
分
取
消
し
の
訴
え
は
不
敵
法
で
あ
り
、
却
下
処

分
取
消
し
の
訴
え
は
理
由
が
な
い
。

仙
台
地
裁

昭
和
六
一
年
三
月
二
〇
日

仙
台
高
裁

昭
和
六
一
年
六
月
三
〇
日
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判
決
は
こ
の
点
に
つ
い
て

｢道
路
法
第
四
二
条
に
は
一

⑪

1

本
件
建
物
は
鉄
骨
造
り
の
タ
イ
ル
貼
り
、
又
は
モ
ル
タ
ル
仕
上
げ

の
建
物
で
本
件
工
事
の
時
に
は
既
に
八
年
を
経
過
し
て
お
り
、
通
常

で
も
建
物
に
ひ
び
が
入
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
く
、
証
拠
の
写
真
か

ら
み
て
も
か
な
り
痛
ん
で
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。

2

本
件
工
事
が
本
件
建
物
に
被
害
を
生
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
工
事
で
あ

る
か
未
だ
不
明
で
あ
る
し
、
被
害
の
最
も
大
き
い
の
が
工
事
の
場
所

か
ら
最
も
遠
い
部
分
で
あ
る
の
は
若
干
不
自
然
で
あ
る
。

3

被
害
の
出
た
と
い
う
時
期
が
曖
昧
で
、
し
か
も
工
事
後
か
な
り
経

過
し
て
そ
の
影
響
が
次
第
に
出
て
来
た
こ
と
に
な
り
、
被
害
の
出
現

の
仕
方
も
若
干
不
自
然
で
あ
り
、
苦
情
の
中
し
出
も
工
事
後
か
な
り

経
過
し
て
か
ら
で
あ
り
不
自
然
で
あ
る
。

4

以
上
の
と
お
り
、
本
件
工
事
に
よ
っ
て
本
件
建
物
に
被
害
が
生
じ

た
と
認
め
る
に
足
る
証
拠
は
な
い
。

福
岡
地
裁

昭
和
五
九
年
二
月
二
七
日
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⑳ 般
交
通
の
妨
げ
を
し
て
い
る
群
集
を
排
除
す
る
こ
と
ま
で

含
ん
で
は
い
な
い
。｣
と
し
て
請
求
を
棄
却
し
ま
し
た
。

こ
の
判
断
は
当
然
妥
当
な
判
断
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
特
筆
す
る
よ
う
な
法
律
判
断
ま
で
に
は
踏
み
込
ん
で

い
ま
せ
ん
。

こ
の
事
件
は
道
路
工
事
の
や
り
方
が
適
切
さ
を
欠
い
た

た
め
、
沿
道
の
建
物
に
ひ
び
割
れ
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う

事
件
で
す
が
、
事
実
関
係
及
び
原
告
の
主
張
に
曖
昧
、
不

自
然
な
点
が
多
い
と
し
て
、
事
実
認
定
で
棄
却
さ
れ
て
い

ま
す
。
法
律
的
に
も
特
筆
す
べ
き
点
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
事
件
は
道
路
法
の
手
続
で
あ
る
区
域
決
定
と
公
示

が
著
し
く
遅
延
し
た
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の

取
消
を
求
め
て
提
訴
さ
れ
た
事
件
で
す
が
、
審
査
請
求
前

置
主
義
に
関
す
る
法
律
論
の
部
分
で
本
件
訴
え
は
適
法
性

を
欠
く
も
の
と
し
て
却
下
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑳
こ
の
事
件
は
市
民
グ
ル
ー
プ
が
道
路
規
制
類
似
標
識
が

標
識
令
に
基
づ
い
て
い
な
い
こ
と
、
及
び
道
路
付
属
物
に

該
当
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
た
訴
訟
で
す
が
、
法
律

論
で
却
下
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
律
論
の
説
明
に
つ
い

て
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

へ地
裁
判
決
要
旨
〉

本
件
事
故
は
、
本
件
ゲ
ー
ト
が
強
い
風
雨
、
積
雪
な
ど
の
事
態
に
備

鳥
取
地
裁
米
子
支
部

昭
和
六
三
年

三
月
一
四
日

広
島
高
裁

平
成

元
年

二
月
二
七
日

最
高
裁

平
成

元
年
一
〇
月
一
三
日

麒
颯
妙
城
鯲
秀
I
,
“
“
“
“
“
“
'
“
“
-
-“
“
“
“
“

な
し

蛇
[七
五
八
三

一鶴
撒
稠
“
“
“
1
1
“
I
,

一県
道

へ地
裁
判
決
要
旨
〉

本
件
事
故
は
、
本
件
ゲ
ー
ト
が
強
い
風
雨
、
積
雪
な
ど
の
事
態
に
備

へ地
裁
判
決
要
旨
〉

本
件
請
求
は
、
現
在
の
権
利
又
は
法
律
関
係
の
存
否
の
確
認
を
求
め

る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
確
認
判
決
を
求
め
る
要
件
を
欠
く
も

の
で
あ
る
と
と
も
に
、
本
件
道
路
標
識
等
の
設
置
自
体
は
、
個
人
の
法

律
上
の
地
位
な
い
し
権
利
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行
為
に
該
当
せ
ず
、

抗
告
訴
訟
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
。
よ
っ
て
本
件
訴
え
は
不
敵
法
で

あ
る
。

へ高
裁
判
決
要
旨
〉

地
裁
判
決
と
同
旨
。

静
岡
地
裁

昭
和
六
二
年

四
月
一
七
日

東
京
高
裁

昭
和
六
二
年
一
〇
月
二
七
日

･
路
規
制
類
似
標
識
が
法
令
に
基
づ
い
て
い
一

‘
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;
i
!
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な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
た

物
一七
五
五
五

一瓣
賤
稠
“
“““
“
“
“
一直
轄
国
道

⑳



ぇ
た
も
の
と
し
て
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
た
め
に
さ
ほ

ど
異
常
と
も
い
え
な
い
突
風
に
よ
っ
て
開
き
、
本
件
車
両
に
接
触
し
た

た
め
に
発
生
し
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
被
告
は
国
賠

法
二
条
に
よ
り
賠
償
す
る
義
務
が
あ
る
。

へ高
裁
及
び
最
高
裁
判
決
要
旨
〉

地
裁
判
決
と
同
旨
。

こ
の
事
件
は
、
風
に
よ
り
通
行
規
制
用
ゲ
ー
ト
が
閉
じ

た
状
態
に
な
り
、
そ
こ
に
車
両
が
衝
突
し
た
事
件
で
す
が

過
失
相
殺
な
し
で
道
路
管
理
者
の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
運
転
者
側
に
は
さ
し
た
る
過
失
が
見
当
た
り
ま
せ

ん
の
で
妥
当
な
判
断
で
あ
る
と
思
え
ま
す
。

⑭東
京
地
裁

平
成
元
年
一
〇
月
二
四
日

月
に
よ
る
渋
滞
で
追
突
、
火
災
事
故
発
生
。一

心

;
:

≧
‐:

"
‘ゞ
'
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“

‐

:
《

三
名
死
亡

無
責

一

渋
滞
対
策
不
備
芝
し
て
提
訴

13

七
三
二
九
･

一
0
五
五
･二

東
名
高
速
渋
滞
追
突
車
両
火
災

事
件

有
料
道
路

り
十
分
な
情
報
が
提
供
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
生
じ
得
る
事
故
等
の
危
険
を

回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
と
き
に
は
、
右
道
路
は
、
通

常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
如
し
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。

本
件
事
故
現
場
付
近
は
見
通
し
が
良
い
う
え
、
標
識
の
表
示
等
が
適

切
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
本
件
渋
滞
を
容
易
に
認
識
し
得
る

状
況
に
あ
り
、
運
転
者
に
お
い
て
右
義
務
を
遵
守
し
て
運
転
す
る
と
き

に
は
、
容
易
に
停
車
車
両
と
の
衝
突
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
被
告
が
流
入
規
制
等
の
渋
滞
解
消
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ

と
を
も
っ
て
、
運
転
者
が
注
意
義
務
に
添
っ
て
運
転
し
て
い
て
も
回
避

し
得
な
い
よ
う
な
不
合
理
な
危
険
を
生
ぜ
し
め
た
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
の
み
な
ら
ず
、
本
件
事
故
は
大
型
貨
物
自
動
車
運
転
者
の
重
大
な

過
失
に
起
因
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
本
件
事
故
と
相
当
因

果
関
係
は
な
い
。

原
告
ら
は
、
①
本
件
ト
ン
ネ
ル
工
事
施
工
及
び
こ
れ
に
伴
う
土
地
利

用
に
つ
い
て
承
諾
し
、
②
公
団
の
本
件
ト
ン
ネ
ル
設
置
及
び
地
下
使
用

に
つ
き
黙
示
に
よ
る
承
諾
若
し
く
は
追
認
を
し
、
③
ト
ン
ネ
ル
が
通
過

し
て
い
る
と
い
う
負
担
付
き
の
土
地
で
あ
る
こ
と
を
受
容
し
て
土
地
を

取
得
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
各
環
境
基
準
並
び
に
各
要
請
限
度
は
相
当
の
措
置
を
と
る
べ

き
こ
と
の
要
請
を
行
う
べ
き
基
準
値
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
に
す
ぎ

ず
、
そ
の
ま
ま
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
受
忍
限
度
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
い
。
諸
事
情
を
総
合
的
に
検
討
す
る
と
、
原
告
が
横
浜
新

道
の
供
用
に
よ
り
被
っ
て
い
る
侵
害
が
、
受
忍
限
度
を
超
え
違
法
で
あ

る
と
ま
で
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
原
告
ら
の
請
求
に
は
理
由
が
な
い
。

横
浜
地
裁

平
成
三
年
三
一月
二
〇
目

ト
ン
ネ
ル
の
上
部
に
居
住
す
る
住
民
か
ら
、

一･
t
t
:

;
l

′
′
-
-
ミ-

-

財
産
損
害

棄
却

-

梅
原
の
不
取
得
等
で
提
訴

M
r‘也叱親玉
-鱗鷲
鯆蹠粃彰烙,,““
-有料道路

⑮
こ
の
事
件
は
、
高
速
道
路
に
お
い
て
渋
滞
し
て
い
る
車

両
に
ト
ラ
ッ
ク
が
追
突
し
て
起
こ
っ
た
事
件
で
す
が
、
事

故
原
因
は
ト
ラ
ッ
ク
の
重
大
な
過
失
に
よ
る
も
の
と
し
て

管
理
瑕
疵
責
任
は
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
原
告
の
主
張
と
し
て
道
路
管
理
者
が
、
流
入
規

制
等
の
渋
滞
解
消
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

問
題
に
さ
れ
ま
し
た
が
、
ト
ラ
ッ
ク
側
の
過
失
の
内
容
に

影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と
し
て
採
用
さ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

へ地
裁
判
決
要
旨
)

1

古
く
な
っ
た
消
火
器
が
路
地
に
放
置
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
事
故

が
発
生
す
る
事
態
を
本
件
事
故
発
生
以
前
に
道
路
管
理
者
が
予
見
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

2

本
件
消
火
器
が
歩
道
上
に
放
置
さ
れ
て
い
る
状
態
自
体
は
歩
行
の

障
害
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
人
が
歩
道
を
本
来
の
用
法
に
従
っ
て
通
行

す
る
限
り
は
何
ら
歩
道
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
に
欠
け
る
状
態
に

あ
る
と
は
い
い
難
い
。

高̂
裁
判
決
要
旨
〉

地
裁
判
決
と
同
旨
。

新
潟
地
裁

平
成
二
年
七
月
一
六
日

東
京
高
裁

平
成
四
年
六
月
二
九
日

“
‘
‘
“
■
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“
“
“
“
‘
“
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名
負
傷

無
責

が
触
れ
た
ら
爆
発
し
た
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道

⑳
こ
の
事
件
は
自
宅
の
地
下
に
横
浜
新
道
の
ト
ン
ネ
ル
が

建
設
さ
れ
た
住
民
ら
が
、
ト
ン
ネ
ル
の
権
原
が
な
い
と
し

て
損
害
賠
償
請
求
を
行
っ
た
も
の
で
す
が
、
次
の
点
か
ら

請
求
は
棄
却
さ
れ
ま
し
た
。

①
住
民
ら
は
黙
示
の
承
諾
を
し
て
い
る
、
②
ト
ン
ネ
ル

が
通
過
し
て
い
る
と
い
う
負
担
付
き
の
土
地
で
あ
る
こ
と

を
受
容
し
て
土
地
を
購
入
し
て
い
る
、
③
騒
音
･
振
動
等

の
被
害
に
つ
い
て
も
受
忍
限
度
内
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
判
決
に
つ
い
て
控
訴
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

現
時
点
で
控
訴
審
判
決
を
入
手
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
地

裁
判
決
の
紹
介
の
み
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
事
件
は
歩
道
上
に
古
い
消
火
器
が
放
置
さ
れ
て
い



本
件
電
柱
に
反
射
板
、
照
明
灯
が
付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど

原
告
ら
主
張
の
各
事
実
を
最
大
限
掛
酌
し
て
も
、
本
件
電
柱
の
設
置
状

態
が
、
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、

本
件
事
故
は
、
軽
四
輪
貨
物
自
動
車
の
運
転
者

(相
被
告
)
及
び
被
害

者
の
双
方
が
期
待
さ
れ
る
注
意
義
務
を
怠
っ
た
た
め
に
発
生
し
た
も
の

と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

宮
崎
地
裁

平
成
四
年
一
一
月
三
0
H

“
讓

謹

‘
“
“
“
■
“
“
“
車
益

す

死
亡
無
責

突 12

-七
七
六
八

一宮
崎
市
道
自
転
車
転
倒
事
件

一市
道

た
こ
と
が
、
道
路
管
理
瑕
疵
に
当
た
る
か
が
争
わ
れ
た
事

⑰

件
で
す
が
、
こ
の
事
件
で
は
一
応
瑕
疵
は
認
め
ら
れ
て
お

り
ま
せ
ん
。

錮
聖
貝
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
①
消
火
器
が
突
然
爆
発

す
る
こ
と
を
予
見
す
る
こ
と
は
困
難
、
②
消
火
器
が
放
置

さ
れ
て
い
る
状
態
自
体
は
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い

て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
と
の
二
つ
の
点
か
ら
判
断
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
私
は
、
こ
の
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
無
責
を

定
義
づ
け
る
の
は
危
険
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
ま
ず
こ
の
事
件
は
被
害
状
況
が
負
傷
で
助

か
っ
て
お
り
、
被
害
者
が
死
亡
し
て
い
な
い
点
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
次
に
、
被
害
者
自
ら
が
消
火
器

の
レ
バ
ー
を
不
用
意
に
操
作
し
て
い
る
点

(被
害
者
の
過

失
が
存
在
す
る
)
に
つ
い
て
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
し
ょ
う
o

以
上
の
二
つ
の
点
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、｢道
路
に

消
火
器
が
放
置
さ
れ
て
い
る
状
態
｣
と
い
う
状
態
に
つ
い

て
、
客
観
的
に
瑕
疵
と
言
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
判

断
が
薄
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
事
故
が
起
こ
っ
た
の
は
昭
和
六
〇
年
で
す
が
、
そ

の
後
道
路
法
が
改
正
さ
れ
、
違
法
放
置
物
件
に
つ
い
て
道

路
管
理
者
側
で
一
定
の
措
置
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
現
在

に
お
い
て
同
種
の
事
件
が
発
生
し
た
時
に
、
こ
の
判
例
と

同
じ
判
断
が
維
持
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

⑳
こ
の
事
件
は
自
転
車
で
走
行
中
電
柱
に
接
触
し
て
転
倒

し
て
交
通
事
故
に
あ
っ
た
被
害
に
つ
い
て
、
電
柱
の
設
置

そ
の
も
の
が
道
路
と
し
て
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い

て
い
る
と
し
て
争
わ
れ
た
事
件
で
す
が
、
結
局
被
害
者
と
、

衝
突
し
た
軽
ト
ラ
ッ
ク
の
過
失
が
競
合
し
た
も
の
と
し
て
、

道
路
管
理
瑕
疵
の
問
題
と
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

⑳

へ地
裁
判
決
要
旨
〉

凍
結
防
止
剤
の
散
布
に
よ
り
走
行
車
両
に
生
じ
る
こ
と
あ
る
べ
き
錆

の
発
生
は
、
そ
れ
自
体
直
接
道
路
走
行
車
両
の
安
全
性
に
係
わ
る
も
の

で
は
な
い
上
に
、
散
布
に
よ
る
錆
の
発
生
の
可
能
性
と
、
洗
車
の
励
行

に
つ
い
て
は
、
取
扱
説
明
書
等
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、

運
転
者
自
身
の
保
守
･
整
備
に
よ
り
比
較
的
容
易
に
結
果
を
防
止
で
き

る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
公
団
は
道
路
法
、
特
措
法
の
規
定
に
よ

神
戸
地
裁
柏
原
支
部

平
成
四
年

八
月
二
八
日

大
阪
高
裁

平
成
五
年
一
一
月
二
六
H

東
結
防
止
剤
の
影
響
に
よ
り
原
告
車
両
に
精
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が
発
生
し
た
と
主
張
し
た
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1
1
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料
道
路

る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
公
団
は
道
路
法
、
特
措
法
の
規
定
に
よ

整
備
に
よ
り
比
較
的
容
易
に
結
果
を
防
止
で
き

り
、
冬
季
の
道
路
が
凍
結
し
て
ス
リ
ッ
プ
す
る
な
ど
交
通
に
支
障
を
き

た
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
凍
結
防
止
剤
を
道
路
に
散
布
し
て
事

故
等
が
発
生
す
る
の
を
防
止
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ

以
上
に
道
路
を
走
行
す
る
運
転
者
ら
に
散
布
の
事
実
を
告
知
す
る
義
務

ま
で
は
な
い
。

ハ高
裁
判
決
要
旨
〉

地
裁
判
決
と
同
旨
。

こ
の
事
件
は
冬
期
、
路
面
に
ま
か
れ
た
凍
結
防
止
剤
に

よ
り
、
車
両
が
錆
た
と
し
て
道
路
管
理
者
を
訴
え
た
事
件

で
す
が
、
当
然
な
が
ら
道
路
管
理
瑕
疵
は
認
め
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。

こ
の
事
件
は
道
路
管
理
者
側
の
違
法
性
が
全
く
見
当
た

ら
ず
、
逆
に
運
転
手
者
側
の
不
注
意
の
み
で
発
生
し
た
も

の
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

地̂
裁
判
決
要
旨
〉

1

静
岡
I
C
と
焼
津
I
C
間
に
お
け
る
事
故
率
が
高
い
こ
と
、
車
両

火
災
事
故
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
、
過
去
に
ト
ン
ネ
ル
で
火
災

が
発
生
し
て
後
続
車
両
に
現
実
に
延
焼
し
又
は
延
焼
す
る
危
険
が
発

生
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
、
本
件
ト
ン
ネ
ル
に
つ
い
て
危
険
物
積
載

車
両
の
通
行
が
制
限
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
及
び
ト
ン
ネ
ル
の

設
置
基
準
の
重
要
な
目
的
は
火
災
発
生
の
防
止
及
び
発
生
し
た
火
災

の
延
焼
阻
止
で
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
す
る
と
、
本
件
事
故
は
予
見
し

て
い
た
か
、
又
は
容
易
に
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
危
険
が
現
実
化

し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
地
裁

平
成
二
年
三
月
一
三
日

静
岡
地
裁

平
成
四
年
一
月
一
七
日

東
京
高
裁

平
成
五
年
六
月
二
四
日

鯰

“
“
“
“
“
“
“
“
‘
‘
“
“
“
“
“
-車
襄

“
‘

な
し

馬

主
に
盤

佃穫

ン
“箋

炎
上
有
料
道
路

地̂
裁
判
決
要
旨
〉

1

静
岡
I
C
と
焼
津
I
C
間
に
お
け
る
事
故
率
が
高
い
こ
と
、
車
両

火
災
事
故
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
、
過
去
に
ト
ン
ネ
ル
で
火
災

が
発
生
し
て
後
続
車
両
に
現
実
に
延
焼
し
又
は
延
焼
す
る
危
険
が
発

生
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
、
本
件
ト
ン
ネ
ル
に
つ
い
て
危
険
物
積
載

車
両
の
通
行
が
制
限
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
及
び
ト
ン
ネ
ル
の

設
置
基
準
の
重
要
な
目
的
は
火
災
発
生
の
防
止
及
び
発
生
し
た
火
災

の
延
焼
阻
止
で
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
す
る
と
、
本
件
事
故
は
予
見
し

て
い
た
か
、
又
は
容
易
に
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
危
険
が
現
実
化

し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。



日
本
坂
ト
ン
ネ
ル
の
事
故
に
つ
い
て
は
過
去
の
道
路
行

政
セ
ミ
ナ
ー

(平
成
五
年
八
月
号
)
に
解
説
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

⑳
地̂
裁
判
決
要
旨
〉

本
件
事
故
現
場
付
近
の
道
路
状
況
、
公
団
の
道
路
清
掃
の
頻
度
、
事

故
日
ま
で
の
気
象
状
況
、
事
故
前
日
の
公
団
職
員
に
よ
る
路
面
状
況
の

確
認
及
び
事
故
当
時
の
路
面
清
掃
車
の
標
識
装
置
の
作
業
状
況
か
ら
す

る
と
、
本
件
事
故
当
時
清
掃
車
は
あ
る
程
度
の
砂
塵
を
発
生
さ
せ
い
て

た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
後
続
車
が
通
常
ど
お
り
前
方
注
視
し

岡
山
地
裁

平
成
三
年

九
月
二
五
日

広
島
高
裁
岡
山
支
部

平
成
四
年
三
一月
二
四
日

最

高

裁

平
成
六
年

四
月

八
日

“
‘
“
“
･
“
“
ば
ち
“
藪

'
'
!

-車
両
損
害

無
責

キ
を
か
け
た
先
行
車
に
追
突

蜷
一七
三
三

一難
溌
‘
“
1
1
“
“
“
“

一有
料
道
路

確
認
及
び
事
故
当
時
の
路
面
清
掃
車
の
標
識
装
置
の
作
業
状
況
か
ら
す

る
と
、
本
件
事
故
当
時
清
掃
車
は
あ
る
程
度
の
砂
塵
を
発
生
さ
せ
い
て

た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
後
続
車
が
通
常
ど
お
り
前
方
注
視
し

2

①
消
防
署
に
対
す
る
情
報
提
供
の
不
足
及
び
遅
延
②
水
噴
霧
装
置

の
作
動
開
始
の
遅
延
及
び
事
故
原
因
者
又
は
通
行
者
に
よ
る
初
期
消

化
手
段
の
不
存
在
な
い
し
は
機
能
の
不
完
全
③
後
続
車
両
の
運
転
者

に
対
す
る
情
報
提
供
の
不
十
分
及
び
遅
延
並
び
に
警
告
力
の
不
十
分

等
を
き
た
す
状
態
に
あ
っ
た
被
告
の
本
件
ト
ン
ネ
ル
の
安
全
体
制
は

は
、
設
置
要
領
所
定
の
ト
ン
ネ
ル
の
安
全
体
制
を
下
回
る
に
至
っ
て

い
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
通
常
具
有
す
べ
き
安
全
性
が
欠
如

し
て
い
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

へ高
裁
判
決
要
旨
〉

1

車
両
火
災
が
発
生
し
た
と
き
に
は
こ
れ
を
初
期
の

ま
た
、
後
続
車
両
等
に
対
し
迅
速
か
つ
的
確
な
情
報
を
提
供
す
る
等

の
対
応
策
を
講
じ
な
い
と
ト
ン
ネ
ル
内
に
進
入
し
て
渋
滞
し
た
後
続

車
両
に
延
焼
し
、
そ
の
乗
員
等
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
を
侵
害
す

る
危
険
が
あ
る
こ
と
は
、
見
や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
第
一
審
被
告

と
し
て
も
こ
れ
を
予
見
し
て
い
た
か
、
又
は
容
易
に
予
見
す
る
こ
と

が
で
き
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

2

瑕
疵
の
存
在
に
つ
い
て
は
第
一
審
判
決
と
同
旨
。

て
い
て
も
清
掃
車
を
発
見
で
き
な
い
ほ
ど
の
多
量
の
砂
塵
を
発
生
さ
せ

て
い
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

へ高
裁
及
び
最
高
裁
判
決
要
旨
〉

地
裁
判
決
と
同
旨
。

こ
の
事
件
も
、
被
害
者
側
の
過
失
の
み
で
発
生
し
た
事

故
で
あ
り
、
砂
ぼ
こ
り
に
よ
り
視
界
が
な
か
っ
た
事
実
は

な
く
、
瑕
疵
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

原
告
車
両
が
急
制
動
を
し
た
原
因
は
、
除
排
雪
作
業
区
域
内
で
あ
る

走
行
車
線
内
か
ら
ロ
ー
タ
リ
ー
除
雪
車
が
追
越
車
線
に
進
入
し
て
き
た

こ
と
に
あ
る
。

公
団
は
、
民
法
七
一
五
条
に
よ
り
、
原
告
の
被
っ
た
損
害
を
賠
償
す

る
責
任
が
あ
る
。

へ控
訴
中
〉

札
幌
地
裁

平
成
六
年
一
〇
月
三
一
日

麗地潭録疑城垳避効絵猶博
‘“““““
-““““
“貴な

し

13

-七
三
九
四

一道
央
自
動
車
道
多
重
衝
突
事
件
一有
料
道
路

⑪
へ地
裁
判
決
要
旨
〉

清
掃
車
の
運
転
手
に
過
失
は
な
く
、
清
掃
車
に
は
構
造
上
、
機
能
上

の
欠
陥
が
な
い
こ
と
、
そ
し
て
本
件
事
故
は
原
告
の
速
度
違
反
、
前
方

岐
阜
地
裁

平
成
四
年
六
月
三
〇
日

名
古
屋
高
裁

平
成
七
年
一
月
一
九
日

ト
ン
ネ
ル
入
り
口
で
追
い
越
し
の
た
め
第
二
一
･

◆
r

ミ
･:

に
メ
′
′

-
℃"
-
;

-
々

に

一
名
負
傷

鉦
坐
貝

-

車
線
に
出
て
清
掃
車
に
追
突

12
,七
七
五
-

一殺桿掴樋避難執銅““““
一直轄国道

⑫
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
係
争
中
の
た
め
、
コ
メ
ン
ト
は

控
え
る
こ
と
と
し
ま
す
。

不
注
視
が
原
因
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
被
告
に
は
自
賠
法

三
条
但
書
の
免
責
事
由
が
あ
る
。

本
件
清
掃
車
は
、
後
上
部
に

｢清
掃
中
｣
の
看
板
を
掲
げ
、
黄
色
回

転
灯
を
点
灯
し
、
ハ
ザ
ー
ド
ラ
ン
プ
を
点
灯
し
て
お
り
、
同
車
に
後
続

す
る
車
が
当
該
道
路
の
制
限
速
度
を
一
○
如
/
時
超
過
す
る
六
○
如
/

時
で
走
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
本
件
清
掃
車
を
発
見
後
直
ち
に
制
動
操

作
に
入
れ
ば
同
車
に
追
突
せ
ず
停
止
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
道
路
管
理
者
は
上
記
の
状
況
に
お
い
て
は
、
ト
ン
ネ
ル
の
入
口

に
警
告
表
示
を
し
た
り
し
て
、
後
続
車
に
ト
ン
ネ
ル
内
で
低
速
車
が
作

業
中
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
、
車
線
の
交
通
を
規
制
す
べ
き
義
務
は

な
い
。

こ
の
事
件
は
ト
ン
ネ
ル
の
入
り
ロ
で
被
害
者
が
清
掃
車

に
気
づ
か
ず
車
線
変
更
を
行
っ
た
た
め
、
清
掃
車
に
衝
突

し
た
事
件
で
す
が
、
通
常
の
注
意
を
も
っ
て
運
転
し
て
お

れ
ば
清
掃
車
の
発
見
は
容
易
に
出
来
た
と
し
て
、
被
害
者

の
過
失
の
み
が
事
故
原
因
で
あ
る
と
し
て
、
請
求
を
棄
却

し
て
い
ま
す
。

以
上
が
そ
の
他
の
事
件
で
、
個
別
に
検
討
し
て
み
ま
し

た
。
次
回
は
穴
ぼ
こ
、
段
差
の
事
件
を
検
討
し
て
一
応
最

終
回
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

(前
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係
長
)



表 1 反射的利益
否 祟薮 ページ 事 件 名 道男術 状 況 被害 結果強姦 最終審 年月日

1 12 7279･125 北九州横断歩道橋事件 市道 設置により広告壁の価値が減少す 讓 棄却 福岡地裁 S49, 3,22

2 13 7329･305 酒田市道損害賠償事件 市道 工事による顧客の減少 営業
損害 棄却 山形地裁 S50.12.11

3 13 7329･815 和歌山国道26号防音壁
撤去請求事件

直轄
国道

原告の店舗前の防音壁を営業損害
を根拠として撤去を求めた 麗ミ無責 和歌山地裁 S56. 5.26

4 12 7279.831.九 群馬旧国道17号立体交
壺費業損害請求事 離 立体交差化により原告店舗の売上

が減少したとして提訴
営業
損害 無責 東京高裁 S59.12,26

5 12 7279･812 大阪国道1号営業I貰害
請求事件 離±拡幅工事により"合道のビジネスホ

テルが損失を受けたと主張 鰭 無責 東京地裁 S59. 2.27

6 14 7507･114 大分国道10号街路樹視
認妨害事件 離 背丈の高い街路樹を設置したこと

により広告板の効用が減少
営業
損害 棄却 大分地裁 S62, 7,17

7 14 7579･1036 福岡県道拡幅工事経営
不振損害請求事件 県道 道路工事により観光客が減少した

ため営業不振
営業
損害 棄却 福岡高裁 S63. 5.26

8 12 7279･3 名古屋横断歩道橋事件 市道 横断歩道橋の利用が強制される 腱 棄却 名古屋高裁 H 2. 8. 9

その他

1 10 6552 大分県道側溝転落火傷
事件 県道 温泉ラ式!羨む側溝r導出させ、そ

こに小学生が転落、火傷 蟻 有責 なし 大分地裁 S47. 7,21

2 13 7329･126 北海道231号渡船場車
両転落事件 離 国道を走行中の自動車が雷雨のた

め渡船場に気付かず転落
1名 右貴 7割 旭川地裁 S48. 5,18

3 12 7279･82 名神高速道路横断歩行
者死亡事件 競 目専道を歩行中衝突 1名 無責 大阪地裁 S48,10.24

4 12 7279･15 京葉道路横断歩行中死
亡事件

有料
道路 目専道を歩行中衝突 1名 無責 東京高裁 S50. 5.29

5 13 7329･321 東名高速法面火災事件 有料
道路

捨てられたタバコにより法面が火
災となった 期焚無費 東京地裁 S51. 2.27

6 13 7329･341 津市道中央分離帯植樹
視界妨害衝突事件 市道 中央分離帯の植樹が繁茂していた

ため、右折車に気付かず衝突 売名無責 名古屋高裁 S52. 8, 3

7 12 7279･149･-- 束名高速ガードフェン
ス衝突事件

有料
道路

中央分離帯のフェンスから突然人
が飛び出し、急制 籤 無責 最 高 裁 S52. 8.23

8 13 7329･472 兵庫国道2号水素ガス
爆発事件

直轄
国道

車両衝突により、車両に積載して
いた水素ガスが爆発 鷲 無責 神戸地裁 S52, 6, 6

9 13 7329･621 長野県道歩道面取り不
全事件 県〕直 面取り部分の傾斜が急なため、原

告が転倒した 蟻 有責 3割 長野地裁 S53. 2.20

10 13 7329･184 第三京浜清掃中車両横
転事件

有料
道路

清掃作業員を避けるため、急ハン
ドルにより横転 鹿角有費 5割 東京高裁 S53. 1.26

11 13 7329･739 鳥取国道373号清掃車
砂ほこり追突事件

補助
園i道

清掃車のまきあげるほこりるこより
当該清掃車が見えず、追突した 雑 有賀 9割 静岡地裁 S55. 2,25

12 13 7329･787･三三 門別町道自動二輪 ･軽
種馬衝突事件 町道 二輪と馬が衝突したが、道路管理

者が馬の通行を放置したと主張 蟻 無責 札幌地裁 S55, 7.17

13 13 7329･801 福島国道349号くるみ
の木事件 齪 トラックのワイヤーが道路上の枝

で切れ、積荷の木材が原付に衝突
1名 有責 なし 福島地裁 S56, 4, 8

14 13 7329･789 兵庫国道250号脇ため
池自転車転落事件

補助
国道

自転車で通行中トラックを避ける
ため脇の池を空地と誤認転落

1名
負傷 有責 3割 神戸地裁 S56. 3.30

15 13 7329･639 西名阪自動車道濃霧 ･
煙追突事件

有料
道路

沿道の廃棄物燃焼の煙と霧により
衝突事故が発生した

1名
負傷 有責 1割 大阪高裁 S56.弘 8

16 13 7329･727･亡= 市川市道銀杏の枝落下
事件 市道 沿道から張り出していた銀杏の枝

が強風で折れ、歩行者に激突 雑 無責 最 高 裁 S57. 5.27

17 13 7329･984 市原市道切り株自動車
衝突事件 市道 道路予定地の切り株に自動車が乗

り上げ、電柱に衝突 蟻 無責 千葉地裁 S57,10,14

18 13 7329･1011･二 香川県道交差点不全車
両衝突事件 県道 民家のため見通しの悪い交差点で

原付とトラックが衝突 蟻 無責 高松地裁 S58. 4.22

19 13 7329･1041 神戸市道神戸まつり暴
動轢過事件 市道 暴動で轢過された原因は道路管理

者が道路法42条の不行使と提訴
1名 無責 神戸地裁 S59. 3.30

20 12 7279･831 福岡県道歩道設置工事
建物損傷事件 県道 近隣の道路工事に起因して原告所

有の建物が損傷と主張
家屋
損害 無責 福岡地裁 S59. 2.27

21 14 7579･342 仙台市都市計画道路行
政処分取消請求事

区域決定、供用開始の取消を求め
て提訴した 却下 仙台高裁 S61. 6.30

22 12 7555 静岡道路標識等設置不
適法確認請求事件 離 道路規制類似標識が法令に基づし

ていないことの確認を求めた 却下 東京高裁 S62.10.27

23 12 7583 鳥取県道通行規制用ゲ
ート衝突事件 県ブ萓 突風のためゲートが道路を閉鎖す

る状態になり衝突 損 有費 なし 最 高 裁 日フ元･10.13

24 13 7329･1055･三一
東名高速渋滞追突車両
火災事件

有料
道路

規制による渋滞で追突、火災事故
発生。渋滞対策不備と提訴 艇 無責 東京地裁 H元,10,24

25 14 7579･1165 横浜新道保土ヶ谷トン
ネル損害賠償請求事件富籤麦トンネルの上部に居住する住民か

ら、梅原の不取得等で提訴
財産
損害 棄却 横浜地裁 H 3,12,20

26 lo 6711･542 新潟県道路上放置消化
器爆発事件 県道 路上に放置されていた消化器に歩

行者が触れたら爆発した 蟻 無責 東京高裁 H 4, 6,29

27 12 7768 宮崎市道自転車転倒事
件 市道 自転車が電柱に接触転倒し対向車

と衝突 絶 無責 宮崎地裁 H 4,11,30

28 10 6579･912 中国自動車道車両錆損
害賠償請求事件

有料
道路

凍結防止剤の影響により原告車両
に錆が発生したと主張

車両
損害 無責 大阪高裁 H 5.11.26

29 13 7329･1056 日本坂トンネル車両火
災事体

有料
道路

トンネル内の追突事故により火災
が発生

車両
損害 有責 なし 東京高裁 壬I 5･ 62 4

30 13 7331 中国縦貫道清掃車砂ば
こり追突事件

有料
道路

路面清掃車の砂ぼこりにより、ブ
レーキをかけた先行車に追突

車両
損害 無責 最 高 裁 H 6. 4. 8

31 13 7394 道央自動車道多重衝突
事件

有料
道路

追越車線を走行中の除雪車に気づ
き減速し、後方から追突された

車両
損害 有賣 なし 札幌地裁 H 6.10.31

32 12 7751 岐阜国道258号般若谷
トンネル内追突事件 離 トンネル入り口で追い越しのため

第二車線に出て清掃車に追突
1名
負傷 無責 名古屋高裁 H 7. 1.19



維持管理からみた道づく
アメニナイ ･ロードの推進

- 安全 ･快適 ･燈、れあいのある路づくり -

瀦

奈良県土木部道路維持課

一
は
じ
め
に

近
畿
の
屋
根
と
い
わ
れ
る
山
岳
地
帯
を
南
部
に
持

つ
本
県
は
、
紀
伊
半
島
の
真
ん
中
に
位
置
し
、
周
囲

を
山
々
に
囲
ま
れ
た
内
陸
県
で
す
。
県
の
北
部
は
大

都
市
で
あ
る
大
阪
、
京
都
に
隣
接
し
、
県
庁
か
ら
そ

の
中
心
部
へ
は
一
時
間
程
度
の
距
離
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
東
部
は
三
重
県
、
南
西
部
は
和
歌
山
県
に
隣

接
し
て
い
ま
す
。

地
形
は
、
南
北
に
細
長
く
、
県
の
ほ
ぼ
中
央
を
中

央
構
造
線
に
沿
っ
て
西
に
流
れ
る
吉
野
川
に
よ
っ
て

南
北
に
二
分
さ
れ
、
北
は
な
だ
ら
か
な
丘
陵
と
奈
良

盆
地
か
ら
な
り
、
南
は
山
岳
地
帯
と
な
っ
て
い
ま
す
。

気
候
は
、
寒
暑
の
差
が
大
き
く
内
陸
性
気
候
を
呈

し
て
い
ま
す
が
、
地
形
と
同
様
南
北
で
大
き
く
相
違

し
、
北
部
は
温
暖
寡
雨
、
南
部
は
海
洋
の
影
響
を
受

け
た
山
岳
気
候
を
示
し
、
全
国
屈
指
の
多
雨
地
帯
と

な
っ
て
お
り
、
冬
に
は
積
雪
も
か
な
り
深
く
な
り
ま

す
。面

積
は
三
、
六
九
〇
蛭
で
全
国
面
積
の
約
一
%
で

す
が
、
平
地
は
わ
ず
か
に
県
北
西
部
に
奈
良
盆
地
が

あ
る
の
み
で
、
県
域
の
約
九
割
が
山
地
に
な
っ
て
お

り
、
可
住
地
面
積
割
合
は
二
二
･
七
%
と
全
国
で
も

少
な
い
方
に
属
し
ま
す
。

古
代
に
は
政
治
･
経
済
･
文
化
の
中
心
地
と
し
て

栄
え
た
こ
と
に
よ
り
、
世
界
遺
産
リ
ス
ト
に
登
録
さ

れ
た
法
隆
寺
と
い
っ
た
世
界
に
誇
る
貴
重
な
文
化
遺

　

産
と
、
こ
れ
と
一
体
を
な
す
歴
史
的
風
土
に
恵
ま
れ

て
い
ま
す
。
古
社
寺
に
は
、
飛
鳥
･
天
平
な
ど
の
各

時
代
を
代
表
す
る
仏
像
や
建
築
物
が
数
多
く
あ
り
、

国
宝
･
重
要
文
化
財
の
数
は
、
東
京
、
京
都
に
つ
い

で
多
く
あ
り
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
飛
鳥
･
藤
原
･
平

城
の
宮
跡
や
南
朝
の
お
か
れ
た
吉
野
の
地
な
ど
の
史

跡
も
多
く
、
歴
史
の
舞
台
を
訪
れ
る
人
々
は
後
を
た

ち
ま
せ
ん
。

ま
た
、
東
部
の
高
原
や
南
部
山
岳
地
帯
の
豊
富
な

森
林
資
源
な
ど
、
自
然
環
境
に
も
恵
ま
れ
て
い
ま
す

が
、
奈
良
盆
地
と
そ
の
周
辺
地
域
へ
県
人
ロ
の
九
割

が
集
中
す
る
な
ど
、
人
口
や
諸
機
能
の
集
中
も
特
性

と
な

っ
て
い
ま
す
。

一
一
道
路
の
現
況

奈
良
県
の
主
要
道
路
網
と
し
て
、
国
土
開
発
幹
線

自
動
車
道

(近
畿
自
動
車
道
名
古
屋
大
阪
線
"
西
名

阪
自
動
車
道
)
が
一
路
線
一
八
･
二
畑
、
一
般
国
道

が
一
六
路
線

(内
直
轄
は
四
路
線
、
直
轄
外
は
一
五

路
線
)
七
八
五
･
三
如
、
主
要
地
方
道
が
三
九
路
線

六
〇
八
･
六
畑
あ
り
ま
す
。

道
路
の
大
部
分
は
県
北
部
地
域
に
含
ま
れ
、
主
要

幹
線
道
路
は
概
ね
格
子
状
の
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
四
車
線
の
道
路
は
西
名
阪
自
動
車
道
、
名
阪
国

道
(直
轄
、
自
動
車
専
用
道
)、
主
要
地
方
道
奈
良
生

68 道行セ 97.11



表 1 奈良県内の道路の現況 平成 8年 4月 1日現在

路線数 実延長幅)
5
,
5 m 以上改良済 規 格 改 良 済 舗 装 済

延長(回 改良率(%) 延長(回 改良率(%) 延長(回 舗装率(%)

高速自動車国道 T4 18
.
2 18

.
2 100 18

.
2 100 18

,
2 100

国

道

指定区間 “生 136
.
0 136

.
O 100 136

,
O 100 136

.
O 100

指定区間外 15 649
.
3 388

,
4 瑯 鰡 鰯 鰓 鸚

県

道

主要地方道 約 608
.
6 幼 鮒 鋤 椒 鰓 獺

一 般 県 道 132 705
.
8 18 0 8 擬 貎 測 微 鰻

県管理道路小計 186 L 963
.
7 853

.
4 鰤 競 皺 搬 螂

市 町 村 道 獨 9
,
724

.
6 781

.
8 椰 纖 郷 僞 獨

計 11
,
842

.
5

蹴 跟 蘂 纜 劔 街
※大規模自転車道を含む。 また、 舗装済には簡易舗装を含む。

駒
線
･大
阪
生
駒
線

(元
有
料
道
路
)、
及
び
国
道
二

四
号

(直
轄
国
道
)
と
い
っ
た
一
部
区
間
に
限
ら
れ
、

地
域
の
生
活
道
路
も
狭
溢
な
道
路
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
山
岳
地
域
で
は
、
道
路
網
が
粗
く
地

形
的
な
関
係
も
あ
り
改
良
の
必
要
な
箇
所
も
多
く
残

さ
れ
て
お
り
、
一
般
国
道
か
ら
市
町
村
道
に
至
る
改

良
率
や
そ
の
整
備
水
準
は
未
だ
低
く
、
一
層
の
整
備

推
進
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す

(表
1
)。

三

道
路
整
備
の
方
針

奈
良
県
で
は
、
時
代
の
動
き
を
的
確
に
捉
え
、
国

内
外
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
な
、
存
在
感
の
あ
る
地
域

と
し
て
の
発
展
を
め
ざ
し
、
時
代
を
先
取
り
し
た
施

策
を
進
め
る
た
め
、
新
し
い
奈
良
県
づ
く
り
の
指
針

と
な
る

｢奈
良
県
新
総
合
計
画
｣
を
平
成
七
年
三
月

に
策
定
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
は

｢遊
｣
の
考
え
に
沿
っ
て

｢世
界
に
光

る
奈
良
県
づ
く
り
｣
を
基
本
目
標
と
し
、
歴
史
、
文

化
、
自
然
と
い
っ
た
本
県
の
優
れ
た
特
性
を
最
大
限

に
生
か
し
つ
つ
、
そ
の
基
本
目
標
の
実
現
に
向
け
て
、

県
土
の
基
盤
整
備
、
国
際
文
化
観
光
、
地
域
整
備
な

ど
各
分
野
の
施
策
や
各
種
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
積
極
的

に
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

道
路
整
備
に
あ
た
っ
て
も
、
社
会
の
進
展
や
多
様

化
す
る
県
民
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
県
土
の
均
衡
あ

る
発
展
を
図
る
た
め
、
二
一
世
紀
に
羽
ば
た
く
奈
良

県
の
基
盤
づ
く
り
を
目
指
し
た
新
し
い
道
路
整
備
の

長
期
構
想
と
し
て
、
｢な
ら
･半
日
交
通
圏
道
路
網
構

想
｣
を
策
定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
県
下
の
い
ず

れ
の
市
町
村
間
に
お
い
て
も
概
ね
二
時
間
程
度
で
移

動
し
、
半
日
で
県
土
を
往
来
で
き
る
道
路
網
の
形
成

を
図
る
と
と
も
に
、
市
街
地
部
で
の
よ
り
安
全
で
よ

り
ス
ム
ー
ズ
な
道
路
交
通
の
確
保
を
目
指
し
た
も
の

で
、
実
現
化
の
推
進
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
｢奈
良
県
新
総
合
計
画
｣
に
沿
い
、
歴

史
街
道
構
想
関
連
推
進
事
業
や

｢奈
良
ら
し
い
｣
道

づ
く
り
な
ど
様
々
な
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
今

回
は
、
最
近
土
木
部
で
取
り
組
ん
で
い
る
、
他
部
局

や
市
町
村
と
も
連
携
し
た
、
ソ
フ
ト
的
な
取
り
組
み

に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

四

歩
行
一~空
間
整
備
事
≦業

近
年
、
自
転
車
や
歩
行
者
の
通
行
に
配
慮
し
た
道

路
づ
く
り
に
対
す
る
要
望
が
高
ま
っ
て
き
て
お
り
、

奈
良
県
で
も

｢奈
良
県
住
み
よ
い
福
祉
の
ま
ち
づ
く

り
条
例
｣
(平
成
七
年
三
月
)
が
制
定
さ
れ
て
以
来
、

道
路
で
も
歩
道
に
対
す
る
関
心
は
高
い
よ
う
で
、
県

政
モ
ニ
タ
ー
の
意
見
の
中
で
も
歩
道
に
関
す
る
こ
と

が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
奈
良
県
で
は
、
地
域
の
生
活
道
路
が
主

に
古
く
か
ら
存
在
す
る
狭
溢
な
道
路
で
構
成
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
へ
、
大
都
市
大
阪
等
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン

と
し
て
人
ロ
が
急
増
、
市
街
地
が
急
激
に
拡
大
し
た

こ
と
に
対
応
す
る
た
め
、
幹
線
道
路
な
ど
、
自
動
車

交
通
を
中
心
と
し
た
整
備
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
歩
道
設
置
の
状
況
も
、
設
置
延
長
で
九

四
七
･四
臘

(平
成
七
年
、
全
国
四
四
位
)、
設
置
率

道行セ 97,11 6 9



で
八
･
0
六
%

(平
成
七
年
、
全
国
平
均
一
○
･
九

三
%
)
と
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

奈
良
県
で
も
今
後
高
齢
化
が
急
速
に
進
む
こ
と
等

も
予
想
さ
れ
、
今
後
の
歩
道
整
備
は
、
条
例
に
基
づ

き
、
障
害
者
、
高
齢
者
を
は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
の

県
民
が
安
全
か
つ
快
適
に
生
活
で
き
る
歩
行
空
間
づ

く
り
を
進
め
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
そ
の
モ
デ
ル
と

な
る
よ
う
に
整
備
を
進
め
て
い
る
事
業
が
あ
り
ま
す
。

｢奈
良
県
新
総
合
計
画
｣
に
沿
っ
て
、
県
の
福
祉

部
局
と
土
木
部
が
中
心
と
な
っ
て
整
備
中
の

｢県
営

福
祉
パ
ー
ク
｣
は
、
-条
例
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、

住
宅
･
道
路
･
公
園
等
ま
ち
づ
く
り
の
全
国
初
の
総

合
的
な
モ
デ
ル
施
設
と
し
て
、
平
成
一
〇
年
秋
の
オ

ー
プ
ン
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
こ
の

｢県
営
福
祉
パ

ー
ク
｣
の
周
辺
に
は
他
の
福
祉
施
設
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
県
営
福
祉
パ
ー
ク
に
至
る
接
続
道
路
を
、
ゆ
と

り
と
豊
か
さ
へ
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
、
快
適
で
潤

い
の
あ
る
道
づ
く
り
を
行
う
た
め
、
歩
行
空
間
の
整

備
を
行
い
高
齢
者
や
障
害
者
の
方
々
も
安
全
に
通
行

で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
パ
ー
ク
内

の
整
備
は
公
園
事
業
で
実
施
さ
れ
ま
す
が
、
パ
ー
ク

内
の
道
路
等
に
つ
い
て
も
技
術
的
な
意
見
調
整
を
図

っ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
事
業
だ
け
で
な
く
、
最
近
歩
道
上
の

事
故
の
事
例
も
数
件
で
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
利

用
者
の
視
点
に
立
っ
た
点
検
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
や
、

利
用
者
か
ら
情
報
を
集
め
る
こ
と
を
も
っ
と
考
え
て

い
く
必
要
を
感
じ
て
い
ま
す
。

五

歴
史
街
道
構
想
を
活
か
し
左
奈
良
県

づ
く
り
に
資
す
る
"道
づ
く
り
"

関
西
は
日
本
の
国
宝
の
約
六
割
、
重
要
文
化
財
の

約
五
割
、
国
指
定
の
史
跡
名
勝
の
約
三
割
が
集
積
す

る
、
歴
史
的
に
重
要
な
地
域
で
す
。
こ
の
豊
か
な
歴

史
文
化
資
源
を
活
用
し
、
地
域
の
連
携
、
つ
ま
り
は

関
西
の
歴
史
都
市
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
組
む
こ
と
で
、

訪
れ
る
内
外
の
人
々
が
、
日
本
の
歴
史
を
楽
し
く
短

期
間
で
体
験
で
き
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
が
、｢歴
史

街
道
構
想
｣
で
す
。
本
県
は
そ
の
構
想
の
中
で
も
、

伊
勢
か
ら
飛
鳥
、
斑
鳩
を
経
て
奈
良
に
至
る
古
代
史

ソ
ー
ン
と
奈
良
時
代
ゾ
ー
ン
を
担
う
歴
史
街
道
の
最

も
重
要
な
拠
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

歴
史
街
道
構
想
を
活
か
し
つ
つ
、
奈
良
県
下
に
豊

富
に
存
在
す
る
歴
史
･
文
化
･
自
然
資
源
を
有
機
的

に
結
び
つ
け
、
そ
れ
ら
資
源
と
気
軽
に
触
れ
あ
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
整
備
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
重

要
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

さ
て
、
奈
良
県
の
道
路
の
歴
史
は
古
く
、
大
和
朝

廷
の
誕
生
、
飛
鳥
の
諸
京
や
平
城
京
の
造
営
な
ど
と

関
連
し
で
き
た
道
な
ど
、
歴
史
的
価
値
の
高
い
古
道
、

図 1 奈良県の古道 ･街道



旧
街
道
が
数
多
く
存
在
し
て
お
り
(図
1
)、
そ
の
中

の
一
つ
、
山
の
辺
の
道
は
現
在
も
古
代
の
道
と
し
て

多
く
の
観
光
客
を
集
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら

を
活
か
し
な
が
ら
、
歩
行
者
ル
ー
ト
と
し
て
利
用
し

や
す
く
、
か
つ
歴
史
･
文
化
･
自
然
に
親
し
め
る
エ

リ
ア
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
、
建
設
省
が

平
成
八
年
に
創
設
し
た
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ト
レ
イ
ル
事

業
の
県
下
で
の
最
初
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
県
内
外
か

ら
見
た

｢奈
良
ら
し
さ
｣
や
様
々
な
地
域
資
源
を
持

ち
、
他
エ
リ
ア
へ
適
用
可
能
な
エ
リ
ア
と
し
て
、
こ

写真 1 ウォーキングトレイル事業実施箇所 (県道柳本停車場線)

図 2 明日香村での著名地点
案内標識

の
山
の
辺
の
道
を
含
む
大
和
･
山
の
辺
エ
リ
ア
を
選

び
、
県
と
関
係
市
町
村
で
当
エ
リ
ア
の
整
備
計
画
を

策
定
。
ソ
フ
ト
も
含
め
た
整
備
方
針
に
基
づ
き
、
各

道
路
管
理
者
で
整
備
を
始
め
て
い
ま
す
。

特
に
現
在
は
、
鉄
道
駅
か
ら
山
の
辺
の
道
に
至
る

ル
ー
ト
に
お
い
て
、
歩
行
者
が
安
全
に
楽
し
く
、
か

つ
、
迷
わ
ず
歩
け
る
よ
う
な
工
夫
を
こ
ら
し
た
道
づ

く
り
を
進
め
て
い
ま
す

(写
真
1
)。

ま
た
、
歴
史
街
道
の
メ
イ
ン
ル
ー
ト
上
に
あ
る
明

日
香
村
で
は
著
名
地
点
の
標
識
整
備
も
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
車
を
村
内
の
幹
線
道
路
か
ら
案
内
す

る
も
の
で
す
が
、
デ
ザ
イ
ン
や
設
置
場
所
に
つ
い
て

は
村
内
施
設
の
整
備
を
進
め
て
い
る
国
の
機
関
や
村

と
も
調
整
を
図
り
、
各
観
光
地
の
特
徴
を
示
し
た
シ

ン
ボ
ル
マ
ー
ク
や
景
観
に
マ
ッ
チ
し
た
支
柱
を
選
定

す
る
な
ど
、
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
ま
す

(図
2
)
。

こ
の
ほ
か
、
電
線
類
地
中
化
･
電
線
共
同
溝
事
業

も
、
貴
重
な
歴
史
的
･
伝
統
的
景
観
の
保
全
と
向
上

等
の
観
点
か
ら
、
歴
史
街
道
上
の
奈
良
･
西
ノ
京
･

明
日
香
･
法
隆
寺
の
四
地
区
を
重
点
的
に
行
っ
て
い

ま
す
。

六

観
光
立
県
に
資
す
る
"道
づ
く
り
"

本
県
の
観
光
は
、奈
良
盆
地
を
中
心
と
し
た
史
跡
･

古
社
寺
な
ど
の
文
化
財
観
光
と
、
山
岳
地
域
の
自
然

観
光
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
昨
今
の
ア
ウ
ト
ド
ア
ブ
ー
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ム
か
ら
自
然
観
光
の
方
は
好
調
の
よ
う
で
す
が
、
県

と
し
て
の
観
光
客
は
こ
こ
数
年
減
少
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
今
年
四
月
に
開
通
し
た
第
二
阪
奈
有
料
道
路
や

大
阪
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
整
備
が
進
む
中
、

観
光
振
興
や
そ
の
た
め
の
道
路
面
か
ら
の
整
備
が
以

前
か
ら
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
県
民
に
関
心
の
高
い
も
の
の
一
つ
、

自
転
車
道
を
、
観
光
面
で
役
立
た
せ
る
よ
う
な
取
り

組
み
も
し
て
い
ま
す
。

奈
良
県
で
は
、
大
規
模
自
転
車
道
と
し
て
二
路
線

が
整
備
さ
れ
、
現
在
三
路
線
目
の
整
備
を
進
め
て
い

ま
す
。
こ
の
う
ち
既
存
の
二
路
線
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
も
路
面
の
美
装
化
、
防
護
柵
の
塗
り
替
え
等
、

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
が
、
平
成

八
年
度
か
ら
、
よ
り
一
層
の
利
用
促
進
を
図
る
た
め
、

道
先
案
内
標
識
と
、
周
辺
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を
含
め
た

案
内
標
識
を
重
点
的
設
置
す
る
事
業
を
始
め
て
い
ま

す
。
(大
和
ま
は
ろ
ば
バ
イ
キ
ン
グ
案
内
標
識
設
置
事

業
)こ

れ
は
、
奈
良
県
内
を
探
訪
す
る
人
々
が
既
存
の

道
路
を
最
大
限
に
活
用
し
、
自
転
車
道

(バ
イ
シ
ク

ル
)
･歩
道

(ウ
オ
ー
キ
ン
グ
)
で
大
和
=
ま
は
ろ
ば

を
回
遊
し
な
が
ら
、
文
化
の
香
り
を
略
奪

(バ
イ
キ

ン
グ
)
し
、
自
然
環
境
を
満
喫
で
き
る
よ
う
、
線
と

し
て
の
自
転
車
道
で
な
く
、
周
辺
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を

含
め
た
案
内
を
す
る
こ
と
で
面
的
整
備
を
図
ろ
う
と

し
た
も
の
で
、
観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
分
岐
点
に
案
内
標

識
を
立
て
、
自
転
車
道
利
用
者
を
面
的
に
誘
導
す
る

も
の
で
す
。

な
お
、
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、
実
際
現
地
を
走
り
、

市
町
村
で
設
定
し
て
い
る
回
遊
コ
ー
ス
や
案
内
標
識

も
確
認
し
て
設
置
場
所
を
決
め
た
り
、
自
然
景
観
を

考
慮
し
、
案
内
標
識
に
間
伐
材
を
利
用
、
県
の
基
幹

産
業
で
あ
る
林
業
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
間

伐
材
の
利
用
促
進
の
一
助
に
も
な
っ
て
い
ま
す

(写

真
2
)0

ま
た
、
P
R
に
つ
い
て
は
他
部
局
と
も
協
力
し
、

レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
事
業
者
に
も
協
力
を
依
頼
し
て
い

ま
す
が
、
自
転
車
で
の
観
光
客
が
減
少
す
る
中
、
よ

り
一
層
の
P
R
活
動
及
び
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
る
乗
り
捨
て
可
能
レ
ン
タ
サ
イ
ク

ル
の
拡
大
に
も
取
り
組
む
予
定
で
す
。

観
光
と
道
路
の
関
係
に
あ
っ
て
は
、
観
光
交
通
に

よ
る
渋
滞
と
駐
車
場
不
足
の
問
題
も
大
き
な
問
題
で

す
。と

く
に
、
県
都
で
あ
り
歴
史
的
･
自
然
的
景
観
が

保
全
さ
れ
た
国
際
観
光
都
市
で
も
あ
る
奈
良
市
は
、

地
域
的
制
約
等
に
よ
り
ハ
ー
ド
な
整
備
が
遅
れ
て
い

る
こ
と
、
公
共
交
通
の
利
便
性
が
必
ず
し
も
十
分
と

は
い
え
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
こ
れ
ら
の
問
題
が
頻
発
、

観
光
交
通
サ
ー
ビ
ス
や
経
済
活
動
の
円
滑
さ
や
周
辺

住
民
の
生
活
に
支
障
を
き
た
し
て
い
ま
す
。

奈
良
市
の
観
光
の
中
心
、
奈
良
公
園
周
辺
の
観
光

交
通
対
策
に
つ
い
て
は
、
市
や
交
通
管
理
者
な
ど
に

よ
り
各
種
の
対
策
が
検
討
、
ま
た
は
実
施
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
県
に
お
い
て
も
従
来
か
ら
実
施
し
て
い
た

パ
ー
ク
･
ア
ン
ド
バ
ス
ラ
イ
ド
シ
ス
テ
ム

(P
&
B

R
)
の
駐
車
場
の
増
設
の
た
め
に
、
平
成
八
年
秋
に

試
行
実
験
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
取
り
組
み
は
県
の
土
木
部
と
企
画
部
局
が
連

携
し
て
行
っ
た
も
の
で
す
が
、
増
設
と
な
る
駐
車
場

が
幹
線
道
路
か
ら
少
し
入
っ
た
場
所
に
あ
る
た
め
、

案
内
誘
導
や
情
報
提
供
方
法
、
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
連

行
時
間
な
ど
に
は
事
前
に
か
な
り
検
討
を
加
え
、
効
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果
的
な
方
法
を
探
っ
た
り
各
方
面
に
協
力
を
求
め
る

う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
他
へ
の
影
響
を
考
え
て
慎
重

な
ど
し
ま
し
た
。
結
果
、
予
測
以
上
の
効
果
を
確
認

に
考
え
る
必
要
も
同
時
に
感
じ
て
い
ま
す
。

す
る
と
と
も
に
利
用
者
か
ら
も
好
評
を
得
る
こ
と
が

七

お
わ
り
に

で
き
、
こ
れ
を
受
け
、
平
成
九
年
か
ら
継
続
し
て
実

施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

今
回
は
道
路
管
理
者
に
よ
る
事
業
が
中
心
と
な
り

ま
た
、
奈
良
市
に
限
ら
ず
、
他
地
域
で
も
観
光
の

ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
事
業
も
、
利
用
者
が

振
興
や
イ
ベ
ン
ト
実
施
に
あ
た
っ
て
の
交
通
対
策
や

駐
車
場
の
確
保
は
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

に
か
わ
り
な
く
、
道
路
管
理
者
と
し
て
協
力
を
求
め

ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
金
魚
で
有
名

な
大
和
郡
山
市
で
平
成
八
年
に
N
H
K
の
大
河
ド
ラ

マ
｢秀
吉
｣
に
合
わ
せ
て
実
施
さ
れ
た

｢秀
長
百
万

石
ま
つ
り
｣
の
際
は
、
県
道
の
未
供
用
部
分
を
P
&

B
R
の
郊
外
駐
車
場
と
し
て
利
用
し
た
い
と
い
う
依

頼
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
四
車
線
(分
離
帯
あ
り
)

で
建
設
を
進
め
て
い
る
路
線
で
前
後
の
関
係
に
よ
り

暫
定
二
車
線
の
対
面
通
行
で
供
用
し
て
い
る
区
間
が

あ
り
、
バ
リ
ケ
ー
ド
で
閉
鎖
さ
れ
た
未
供
用
の
二
車

線
約
一
キ
ロ
を
駐
車
場
と
し
て
利
用
、
市
の
中
心
部

に
あ
る
会
場
へ
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
を
連
行
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
本
イ
ベ
ン
ト
の
会
場
で
あ
る

市
の
中
心
部
は
古
い
城
下
町
で
あ
り
、
付
近
に
は
駐

車
場
の
ス
ペ
ー
ス
が
と
れ
な
い
た
め
、
依
頼
を
受
け

て
検
討
の
結
果
、
占
用
と
し
て
認
め
た
の
で
す
が
、

こ
の
よ
う
に
道
路
管
理
者
で
事
業
は
し
な
い
が
で
き

る
範
囲
で
協
力
す
る
と
い
う
こ
と
が
増
え
て
く
る
よ

多
数
い
る
こ
と
、
そ
し
て
日
常
の
維
持
管
理
が
適
切

に
行
わ
れ
る
こ
と
が
大
事
に
な
っ
て
く
る
こ
と
は
申

す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
奈
良
県
で
も
、
P
R
活
動

を
積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、
地
域
住
民
の
協
力
に

よ
る
維
持
管
理
の
あ
り
方
も
考
え
る
時
期
に
き
て
い

る
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
後
奈
良
県
に
お
い
て
、
“万
葉
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
“

の
建
設
や
地
域
活
性
化
の
た
め
の
様
々
な
イ
ベ
ン
ト

な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
き
ま
す
が
、
奈
良
県
に
訪
れ

ら
れ
た
皆
様
に
は
、
本
県
の
歴
史
･
文
化
的
資
源
や

豊
か
な
自
然
環
境
を
満
喫
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

何
事
に
つ
け
道
路
な
し
に
は
物
事
が
進
ま
な
い
本
県

で
も
快
適
に
過
ご
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
努
力
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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佐
賀
県
に
お
け
る
『地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
』

佐
賀
県
土
木
部
道
路
課

し
か
し
、
道
路
の
整
備
率
は
国
県
道
で
四
二
%
と

全
国
平
均
-(五
0
%
)
を
下
回
っ
て
お
り
、
道
路
整

備
が
遅
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

ま
た
、
昨
年
一
般
の
県
民
に
対
し
て
行
っ
た
、
道

路
整
備
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
｢身
の
回
り
の

道
を
も
っ
と
安
全
に
使
い
や
す
く
｣
と
い
う
主
旨
の

意
見
が
多
く
寄
せ
ら
れ
、
道
路
整
備
へ
の
期
待
の
大

き
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
県
で
は
、
次
の
三

つ
を
基
本
目
標
に
道
路
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

0
安
全
で
う
る
お
い
の
あ
る
く
ら
し
を
支
え
る
道
づ

日
常
生
活
に
密
着
し
た
生
活
基
盤
と
し
て
の
道

路
が
、
高
齢
者
や
交
通
弱
者
に
と
っ
て
安
全
で
使

い
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
歩
道
設
置
に
よ

一
は
じ
め
に

佐
賀
県
は
、
九
州
の
西
北
部
に
位
置
し
、
東
は
福

岡
県
、
西
は
長
崎
県
に
接
し
、
北
は
荒
波
の
玄
界
灘
、

南
は
干
潟
の
広
が
る
有
明
海
に
面
す
る
、
変
化
に
富

ん
だ
自
然
が
あ
ふ
れ
る
県
で
す
。

面
積
は
二
、
四
三
九
姉

(全
国
の
○
･
六
五
%
、

四
二
位
)、
人
ロ
は
八
八
万
四
、
0
0
0
人
(全
国
の

○
･
七
%
、
四
一
位
)
と
、
県
の
規
模
は
、
全
国
の

一
%
弱
、
順
位
も
県
番
と
同
じ
四
一
位
前
後
で
あ
り
、

財
政
規
模
等
も
同
様
の
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

本
県
の
都
市
構
造
は
、
可
住
地
面
積
割
合
が
五
六

%
と
高
い
こ
と
か
ら
、
同
程
度
の
規
模
の
都
市
が
各

地
に
分
散
す
る

｢分
散
型
の
都
市
構
造
｣
と
な
っ
て

お
り
、
県
都
の
佐
賀
市
が
人
ロ
一
七
万
一
、
○
○
0

人

(県
の
二
0
%
弱
)
と
求
心
力
が
弱
い
反
面
、
県

内
の
ど
こ
に
住
ん
で
も
都
市
的
サ
ー
ビ
ス
や
機
能
を

享
受
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
県
で
は
、
平
成
五

年
に
｢佐
賀
県
新
総
合
計
画
｣
を
策
定
し
、
｢豊
か
さ

体
感
･
と
き
め
き
佐
賀
新
時
代
づ
く
り
｣
を
基
本
理

念
に
、
｢住
み
た
い
県
日
本
亡
を
目
指
し
て
県
勢
の

発
展
に
努
力
し
て
い
ま
す
。

一
一
道
路
整
備
の
基
本
目
標
と

地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
選
定

本
県
で
は
、
公
共
交
通
機
関
が
未
発
達
な
た
め
、

人
も
物
の
移
動
は
車
に
頼
っ
て
お
り
、
一
世
帯
当
た

り
の
自
動
車
保
有
台
数
は
二
･
0
台
と
全
国
平
均

(
一
･
五
台
)
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
ま
す
。



る
安
全
確
保
、
交
差
点
改
良
や
バ
イ
パ
ス
整
備
に

よ
る
渋
滞
解
消
、
案
内
標
識
の
整
備
等
に
よ
る
使

い
や
す
さ
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

化
ト

ト

o
｢県
内
主
要
都
市
間
五
五
分
圏
｣
の
確
立

7

　　　　　　 　　　　　　　

佐賀空港

佐賀地域活性化プロジェク ト

地域活性化

合 歓コツ彰一

化
ト

ト

ク

ク

県
内
七
市
間
を
ど
こ
へ
で
も
五
五
分
以
内
で
行

=

け
る
よ
う
な
、
九
州
横
断
自
動
車
道
を
基
軸
と
し

9

た
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
に
よ
り
･

県

皺

内
各
地
域
の
交
流
を
促
進
し
、
県
土
の
一
体
的
発

消

定

…ン

　
　

　

　
　　　

　

分
稲

◆

.

　
　

　

　

　
　

　

　　
　　
　
　

　

　
　　

　

予定の

展
を
図
り
ま
す
。

o
地
域
の
活
性
化
･
振
興
を
促
す
道
づ
く
り

県
内
各
地
で
進
め
ら
れ
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
支
援
道
路
や
、
福
岡
･
長
崎
両
県
と
の
隣
県
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
。
空
港
･
港
湾
連
絡
道
路
や
、

　
　

　　

　

指
公離　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

錠
-~#“

◆/

、◆

　
　　

　
　
　
　

　

　　
　
　
　
　
　
　

平成10年7月開港の佐賀空港

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

プ

光
ル
ー
ト
の
整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の

活
性
化
･
振
興
を
図
り
ま
す
。

こ
う
し
た
な
か
、
魅
力
と
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り

を
目
的
に
、
平
成
八
年
度
に
建
設
省
の
新
規
事
業
と

し
て
、
地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
す
る
道
路

事
業
を
促
進
す
る

｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

が
始
ま
り
ま
し
た
。
本
県
で
は
、
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
次
の
四
箇
所
選
定
し
、
関
連
す
る
道
路
事
業
の

玄海国定公園 ② 唐津 ･東松浦地域活性化　

　
　　
　　

　

　
　

　　　　
　　

め桝

m
狸
秒

働も

②
唐
津
･
東
松
浦
地
域
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

瀦畑

伊
プ

③
鳥
栖
地
域
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

③
鳥
栖
地
域
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

④
伊
万
里
港
整
備
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

④



三

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要
と

こ
れ
を
支
援
す
る
道
路
事
業

ー

佐
賀
地
域
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

①
目
的
･
内
容

当
地
域
は
、
県
都
及
び
そ
の
周
辺
地
域
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
求
心
力
が
弱
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
佐
賀
空
港
の
開
港
を
平
成
一
〇
年

七
月
に
控
え
、
中
心
市
街
地
で
は
都
市
の
再
生
、
周

至
大
分
市

至
鳥
栖
市

至
久
留
米
市

(圓
)
③
の
銅
中

　
　

至 脊振村
久保泉工業団地

‐Eき
,-=“

　
　
　
　
　
　
　

EX0
,の=〆

　　
　

大和紡績跡地開発

辺
地
域
で
は
工
場
団
地
の
整
備
な
ど
が
進
め
ら
れ
て

お
り
、
こ
れ
ら
の
整
備
に
よ
り
、
当
地
域
の
県
の
中

核
都
市
と
し
て
の
求
心
力
を
高
め
、
活
性
化
を
図
る

も
の
で
す
。

②
所
在
地
･
規
模

佐
賀
市
外
八
町

三
二
、
八
六
四
m

③
重
点
施
設
事
業

･
佐
賀
空
港
整
備
事
業

(佐
賀
県
)

･
吉
野
ヶ
里
歴
史
公
園
整
備
事
業

(国
、
佐
賀
県
)

至 熊本市

日き
,一=-

撻
硫
三
瓢
鰻
(州
)

蟻
瓣
期
題
国

･大
和
紡
績
跡
地
開
発

(佐
賀
県
、
佐
賀
市
、
民
間
)

･
中
央
第
一
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業

(組
合
)

･
久
保
泉
工
業
団
地
造
成
事
業

(佐
賀
市
公
社
)

④
支
援
す
る
道
路
事
業

(直
轄
国
道
)

･
国
道
三
四
号

(神
埼
佐
賀
拡
幅
)

佐
賀
県
東
部
か
ら
の
佐
賀
空
港
連
絡
道
路

(補
助
国
道
)

･
国
道
二
六
三
号

(大
和
拡
幅
)

福
岡
都
市
圏
と
佐
賀
都
市
圏
の
連
絡
道
路

･
国
道
二
六
四
号

(多
布
施
拡
幅
)

高
速
道
路
イ
ン
タ
ー
と
佐
賀
空
港
の
連
絡
道
路

唐
拌
市

翁

至
長
崎
市

佐賀地域活性化プロジェクト



･
国
道
三
八
五
号

(三
田
川
バ
イ
パ
ス
)

吉
野
ヶ
里
歴
史
公
園
支
援
道
路

(地
方
道
)

･
主
要
地
方
道

佐
賀
空
港
線

佐
賀
弁
工港
へ
の
メ
イ
ン
ア
ク
セ
ス
道
路

･
主
要
地
方
道

佐
賀
川
副
線

佐
賀
市
街
地
か
ら
佐
賀
空
港
へ
の
連
絡
道
路

･
主
要
地
方
道

佐
賀
外
環
状
線

佐
賀
市
街
地
の
交
通
円
滑
化

･
市
道

念
仏
橋
赤
井
手
線

久
保
泉
工
業
団
地
支
援
道
路

(街
路
)

･
佐
賀
大
和
線

高
速
道
路
イ
ン
タ
ー
と
佐
賀
空
港
の
連
絡
道
路

･
唐
人
町
渕
線

佐
賀
市
街
地
の
交
通
円
滑
化

⑤
地
域
の
紹
介

佐
賀
市
よ
り
一
○
如
程
南
の

｢む
つ
ご
ろ
う
｣
で

お
な
じ
み
の
有
明
海
沿
岸
に
、
佐
賀
空
港
が
建
設
中

で
、
平
成
一
〇
年
七
月
二
八
日
に
開
港
し
ま
す
。

ま
た
、
弥
生
時
代
の
国
内
最
大
の
環
濠
集
落
跡
で

あ
る

｢吉
野
ヶ
里
遺
跡
｣
の
保
存
と
活
用
を
図
る
た

め
建
設
中
の
吉
野
ヶ
里
歴
史
公
園
も
、
早
期
開
園
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
毎
年
佐
賀
の
秋
空
を
彩
る

｢熱
気
球
大

会
｣
も
、
今
年
は

｢
一
九
九
七
佐
賀
熱
気
球
世
界
選

手
権
｣
と
し
て
、

一
一
月
一
五
日
か
ら
開
催
さ
れ
ま

す
。

2

唐
津
･
東
松
浦
地
域
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

①
目
的
･
内
容

当
地
域
は
、
九
州
の
中
核
都
市
圏
で
あ
る
福
岡
都

市
圏
に
隣
接
し
、
筑
肥
線
の
電
化
や
地
下
鉄
と
の
相

互
乗
り
入
れ
も
行
っ
て
お
り
、
福
岡
都
市
圏
の
集
積

理

　
　新東唐津駅土地区画整理

　　
　

祥
驫
!
/
/
津

鋤
L
/
/

%
"

◇
も

ぎ

を
活
用
し
た
地
域
発
展
の
方
策
が
必
要
と
な
っ
て
い

ま
す
。
中
心
都
市
唐
津
市
の
都
市
機
能
の
高
度
化
、

周
辺
地
域
で
の
工
場
団
地
や
住
宅
地
の
開
発
に
よ
り
、

当
地
域
の
活
性
化
を
図
る
も
の
で
す
。

②
所
在
地
･
規
模

唐
津
市
外
三
町
一
村

三
三
、
二
四
〇
如

③
重
点
施
設
事
業

･
唐
津
駅
南
土
地
区
画
整
理
事
業

(唐
津
市
)

厳木工

至
佐
賀
市

箋
〉

　　

　

　
　

　

、も
き

れ

(主)伊万里畑川内厳木線

＼

町

　

　

牀
が
ちず

　
相知町

唐津 ･東松浦地域活性化プロジェクト



･
新
東
唐
津
駅
土
地
区
画
整
理
事
業

(唐
津
市
)

･
厳
木
工
業
団
地
造
成
事
業

(佐
賀
県
公
社
)

･
中
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
整
備
事
業

(相
知
町
)

④
支
援
す
る
道
路
事
業

(直
轄
国
道
)

･
国
道
二
〇
三
号

(厳
木
バ
イ
パ
ス
)

佐
賀
都
市
圏
と
唐
津
都
市
圏
の
連
絡
道
路

(補
助
国
道
)

･
国
道
二
〇
四
号

(佐
志
バ
イ
パ
ス
)

唐
津
市
街
地
の
交
通
円
滑
化

(地
方
道
)

･
主
要
地
方
道

浜
玉
相
知
線

唐
津
市
と
周
辺
地
域
の
連
絡
道
路

･
一
般
県
道

山
崎
町
切
線

中
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
支
援
道
路

･
主
要
地
方
道

唐
津
北
波
多
線

西
九
州
自
動
車
道
イ
ン
タ
ー
連
絡
道
路

(街
路
)

･
大
手
ロ
佐
志
線

唐
津
市
街
地
の
交
通
円
滑
化

･
東
城
内
町
田
線
外
一
線

唐
津
市
街
地
の
交
通
円
滑
化

⑤
地
域
の
紹
介

玄
界
灘
は
風
光
明
美
な
海
岸
線
が
続
き
、
特
に
幅

五
〇
0
m
、
長
さ
五
如
に
及
ぶ

｢虹
の
松
原
｣
は
白

砂
青
松
の
城
下
町
唐
津
の
代
表
的
な
景
勝
地
で
す
。

唐
津
市
を
中
心
都
市
と
し
て
、
東
松
浦
郡
の
九
町

村
が
生
活
圏
を
形
成
し
て
お
り
、
福
岡
都
市
圏
、
佐

賀
都
市
圏
と
の
交
流
の
促
進
と
と
も
に
、
周
辺
町
村

と
唐
津
市
と
の
連
携
の
強
化
が
地
域
づ
く
り
に
不
可

欠
で
す
。

3

鳥
栖
地
域
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

①
目
的
･
内
容

当
地
域
は
、
九
州
に
お
け
る
高
速
道
路
、
鉄
道
等

の
陸
上
交
通
の
結
接
点
で
あ
る
と
と
も
に
、
福
岡
都

市
圏
と
隣
接
し
て
お
り
、
発
展
の
可
能
性
が
非
常
に

高
い
地
域
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
地
域
の
都
市
機
能

の
高
度
化
と
新
し
い
産
業
基
盤
の
整
備
、
住
宅
地
の

開
発
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
地
域
の
活
性
化
を

図
る
も
の
で
す
。

②
所
在
地
･
規
模

鳥
栖
市
外
三
町

一
二
、
九
三
九
m

③
重
点
施
設
事
業

･
鳥
栖
北
部
丘
陵
新
都
市
開
発
整
備
事
業

(地
域
振
興
整
備
公
団
)

久留米市
至 熊本市

熊本市

＼
蔵の上土地区画整理

　
　

　ば

至
佐
賀
市

(主)久留米基山筑紫野線
L=0.5km

鳥栖北部丘陵新都市

鳥栖地域活性化プロジェクト



･
鳥
栖
駅
周
辺
市
街
地
整
備
事
業

(鳥
栖
市
)

鳥
栖
北
部
丘
陵
新
都
市
支
援
道
路

け
る
な
ど
、
隣
県
の
久
留
米
都
市
圏
、
福
岡
都
市
圏

･
蔵
上
土
地
区
画
整
理
事
業

(組
合
)

(街
路
)

と
連
携
し
た
地
域
開
発
が
行
わ
れ
て
お
り
、
県
内
で

･
物
流
拠
点
整
備
事
業

(鳥
栖
市
)

･
飯
田
蔵
上
線

最
も
人
ロ
増
加
が
見
ら
れ
る
地
域
で
す
。

④
支
援
す
る
道
路
事
業

鳥
栖
市
街
地
の
交
通
円
滑
化

(直
轄
国
道
)

⑤
地
域
の
紹
介

4

伊
万
里
港
整
備
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

.
国
道
三
号

(基
山
拡
幅
)

鳥
栖
市
は
、
九
州
横
断
自
動
車
道
と
九
州
縦
貫
目

①
目
的
･
内
容

物
流
拠
点
整
備
支
援
道
路

動
車
道
、
J
R
長
崎
本
線
と
鹿
児
島
本
線
が
交
差
し
、

伊
万
里
港
は
こ
れ
ま
で
港
湾
機
能
の
整
備
や
臨
海

(地
方
道
)

九
州
の
陸
上
交
通
の
ク
ロ
ス
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い

部
工
業
用
地
の
造
成
を
進
め
、
現
在
、
造
船
、
金
属

･
主
要
地
方
道

久
留
米
基
山
筑
紫
野
線

ま
す
。
久
留
米
･
鳥
栖
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
の
指
定
を
受

な
ど
の
企
業
が
立
地
し
て
い
ま
す
。

鳥
栖
市
街
地
の
交
通
円
滑
化

･
一
般
県
道

九
千
部
山
公
園
線

至
鹿
鳥
市

至
武
雄
中

鳥
栖
北
部
丘
陵
新
都
市
支
援
道
路

町知

、
＼
、燈

･
市
道

荻
野
柚
比
線

市

湘
賎
に
ヨ
涙
腱
會
)
稼
ハ

餌

撥
絞
ヨ
泉
寒
け

　

　

　
　

　
　　
　

　

　

　
　
　

　　
　

　
　

　

　

　
　

　　　　　
　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　　　　

　

　

　　
　

　

　
　
　
　
　　
　

　　
　
　
　
　

　
　

　
　
　
　

　

　

　

動
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今
後
も
、
公
共
ふ
頭
の
充
実
と
外
貿
コ
ン
テ
ナ
基

地
と
し
て
の
整
備
を
進
め
、
荷
役
の
増
加
と
、
本
港

の
活
性
化
を
図
る
も
の
で
す
。

②
所
在
地
･
規
模

伊
万
里
市

五
〇
三
如

③
重
点
施
設
事
業

･
公
共
ふ
頭
整
備

(佐
賀
県
)

･
コ
ン
テ
ナ
ふ
頭
整
備

(佐
賀
県
)

･
水
産
ふ
頭
整
備

(佐
賀
県
)

④
支
援
す
る
道
路
事
業

コンテナ基地を目指す伊万里

(補
助
国
道
)

･
国
道
二
〇
四
号

(山
代
拡
幅
)

伊
万
里
港
水
産
ふ
頭
支
援
道
路

･
国
道
四
九
八
号

(松
浦
バ
イ
パ
ス
)

伊
万
里
港
と
高
速
道
路
イ
ン
タ
ー
連
絡
道
路

⑤
地
域
の
紹
介

伊
万
里
港
は
、
か
つ
て

｢古
伊
万
里
｣
と
称
さ
れ

る
陶
磁
器
の
積
出
港
と
し
て
栄
え
て
い
ま
し
た
が
、

昭
和
四
〇
年
代
よ
り
工
業
港
と
し
て
港
湾
機
能
や
臨

海
部
工
業
地
域
の
拡
充
を
進
め
て
来
ま
し
た
。

本
年
二
月
に
七
ツ
島
地
区
に
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ

ル
が
完
成
し
、
四
月
に
韓
国
釜
山
港
と
の
国
際
定
期

航
路
が
開
設
さ
れ
、
外
貿
コ
ン
テ
ナ
基
地
と
し
て
本

港
の
盛
況
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

四

お
わ
り
に

本
県
の
よ
う
な
地
方
の
県
に
お
い
て
、
地
域
の
活

性
化
を
促
進
す
る
に
は
、
若
者
の
定
住
で
き
る
地
域

づ
く
り
が
必
要
で
す
。
本
県
の
人
ロ
は
こ
こ
数
年
横

ば
い
で
す
が
、
地
域
別
に
見
る
と
、
福
岡
都
市
圏
の

影
響
が
及
ぶ
東
部
地
域
が
増
加
し
、
西
部
地
区
は
減

少
の
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
高
齢
者
の
占
め
る
割
合
は

一
七
･
八
%
と
全
国
平
均

(
一
四
･
五
%
)
を
上
回

っ
て
お
り
、
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

二
一
世
紀
を
目
前
に
控
え
、
高
齢
者
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
と
と
も
に
、
若
者
が
定
住
で
き
る
よ
う
な
、

雇
用
の
場
が
確
保
さ
れ
た
活
気
あ
ふ
れ
る
地
域
づ
く

り
が
緊
急
の
課
題
で
す
。
｢住
み
た
い
県
日
本
こ
に

向
け
て
の
基
盤
と
な
る
道
路
整
備
を
、
財
政
難
で
は

あ
り
ま
す
が
、
県
民
の
声
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
計

画
的
、
効
率
的
に
推
進
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。



脚鰤
月
･
日

世

界

の
動

き

○
フ
ラ
ン
ス
の
ボ
ワ
ネ
環
境
相
が
パ
リ
市
内
で
一
日
午
前
五
時
半

か
ら
終
H
、
偶
数
ナ
ン
バ
ー
の
車
の
通
行
を
禁
止
す
る
と
発
表
。

自
動
車
の
排
ガ
ス
に
よ
る
汚
染
が
深
刻
化
し
て
い
る
た
め
の
措
置
。

0
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国

(北
朝
鮮
)
の
朝
鮮
中
央
放
送
と

平
壌
放
送
が
、
朝
鮮
労
働
党
中
央
委
員
会
と
党
中
央
軍
事
委
員
会

の
特
別
報
道
と
し
て
、
金
正
日
書
記

(五
五
)
を
党
総
書
記
に
推

挙
し
た
と
伝
え
た
。
こ
れ
に
よ
り
金
ロ
成
総
書
記
兼
国
家
主
席
の

死
去
後
三
年
三
ヵ
月
、
党
の
最
高
ポ
ス
ト
が
空
席
で
な
く
な
っ
た
。

○
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
委
員
会
は
今
年
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和

賞
を
対
人
地
雷
全
面
禁
止
条
約
の
実
現
に
貢
献
し
た
非
政
府
組
織

(N
G
O
)
の

｢地
雷
禁
止
国
際
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
｣
(I
C
B
L
)

と
、
そ
の
世
話
人
で
米
国
人
の
ジ
ョ
デ
ィ
･
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
さ
ん

(四
七
)
に
贈
る
と
発
表
し
た
。

事

項

脚
9 7 6

月
･
日

国

内

の
動

き

○
佐
藤
孝
行
総
務
長
官
が
橋
本
龍
太
郎
首
相
に
辞
表
を
提
出
、
受

理
さ
れ
た
。
後
任
は
小
里
貞
利
･
元
地
震
対
策
担
当
相
。

○
日
米
政
府
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
を

開
き
、
新
し
い
｢日
米
防
衛
協
定
の
た
め
の
指
針
｣
(ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
)
に
つ
い
て
合
意
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
日
本
側
の
軍
事
的
役
割

が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

○
東
京
地
裁
は
元
建
設
相
･
中
村
喜
四
郎
被
告

(四
八
)
に
対
し

懲
役
一
年
六
カ
月
、
追
徴
金
一
、
0
0
0
万
円

(求
刑
･
懲
役
三

年
、
追
徴
金
一
、
○
○
0
万
円
)
の
実
刑
判
決
。
大
手
総
合
建
設

会
社
鹿
島
の
首
脳
か
ら
受
け
取
っ
た
現
金
一
、
0
0
0
万
円
が
建

設
業
界
の
談
合
問
題
に
絡
む
ワ
イ
ロ
と
認
定
さ
れ
た
。

○
東
京
地
検
が
山
一
証
券
の
前
副
社
長
･
顧
問
の
白
井
隆
二
容
疑

者

(六
一
)
を
商
法
違
反

(総
会
屋
へ
の
利
益
供
与
)
と
証
券
取

引
法
違
反

(損
失
補
て
ん
･
利
益
追
加
)
の
疑
い
で
逮
捕
。

○
村
岡
兼
造
官
房
長
官
が
一
二
月
の
気
候
変
動
枠
組
み
条
約
第
三

回
締
約
国
会
議

(温
暖
化
防
止
京
都
会
議
)
に
関
連
し
て
政
府
の

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
削
減
目
標
を
発
表
し
た
。
内
容
は
一
九

九
〇
年
実
績
よ
り
五
%
削
減
を
基
準
と
す
る
な
ど
。

○
尾
身
幸
次
経
済
企
画
庁
長
官
が
月
例
経
済
報
告
閣
僚
会
議
に
一

〇
月
の
報
告
を
提
出
。
民
間
需
要
の
動
向
に
つ
い
て

｢堅
調
な
｣

と
の
表
現
を
削
除
す
る
な
ど
二
ヵ
月
連
続
で
政
府
の
景
気
判
断
を

後
退
さ
せ
た
。

○
政
府
の
地
方
分
権
推
進
委
員
会

(諸
井
虔
委
員
長
)
が
第
四
次

勧
告
を
橋
本
龍
太
郎
首
相
に
提
出
。
政
府
は
来
年
六
月
ま
で
に
地

方
分
権
推
進
計
画
を
策
定
す
る
。

事

項

議
月
･
日

道

路

行

政

の
動

き

○
秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

○
磐
越
自
動
車
道

西
会
津
I
C
-
津
川
I
C

(二
二
･
四
畑
)

が
開
通
。
こ
れ
に
よ
り
磐
越
自
動
車
道

い
わ
き
J
C
T
I
新
潟

中
央
I
C
間
が
全
線
開
通
し
、
太
平
洋
側
と
日
本
海
側
が
つ
な
が

っ
た
。
ま
た
東
北
地
方
と
近
畿
地
方
を
結
ぶ
新
た
な
ル
ー
ト
が
確

立
さ
れ
た
。

○
上
信
越
自
動
車
道

信
州
中
野
I
C
-
中
郷
I
C

(三
八
･
0

紬
)
が
開
通
し
た
。

事

項

@

臨

o
醐

o
膊
o
崗
o
崗
o
諦
l
･
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戦
後
、
中
学
は
三
年
制
に
な
っ
た
。
今
頃
に
な
っ

て
高
校
の
三
年
と
併
せ
、
昔
の
五
年
制
に
戻
せ
と
言

っ
た
議
論
が
あ
る
。
私
の
場
合
は
旧
制
だ
っ
た
か
ら
、

万
事
の
ん
び
り
と
し
て
い
た
。
た
ゞ
、
夏
休
み
の
宿

題
に
毛
筆
で
日
記
を
書
か
せ
ら
れ
た
の
に
は
閉
口
し

た
。
暑
中
の
毎
日
を
、
節
度
を
も
っ
て
過
ご
さ
せ
よ

う
と
す
る
教
育
的
配
慮
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
と

に
か
く
こ
れ
が
苦
痛
極
ま
り
な
く
、
日
記
の
こ
と
を

考
え
る
と
楽
し
か
る
べ
き
日
々
が
ゆ
う
う
つ
だ
っ
た
。

が
、
今
で
も
毛
筆
を
持
つ
こ
と
に
そ
う
抵
抗
を
感
じ

な
い
の
は
、
当
時
の
お
蔭
か
も
知
れ
な
い
。
儒
教
の

倫
理
を
そ
の
ま
･
再
現
し
た
教
育
勅
語
は
、
学
徒
一

人
/
＼
が
節
度
を
も
っ
て
事
に
当
た
る
こ
と
を
教
育

の
本
旨
に
し
て
い
る
。

せ
っせ
い

て
い
せ
つ

ぢめう

そ
の
節
度
の
節
の
字
だ
が
、
節
制
、
貞
節
、
忠

せ
つ節
、
節
操
な
ど
の
熟
語
に
多
用
さ
れ
て
い
る
。
中
に

は
季
節
の
よ
う
に
、
節
を
付
け
な
く
て
も
判
り
そ
う

な
も
の
に
ま
で
節
の
字
が
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
で
い

な
が
ら
、
な
ぜ
節
が
つ
く
の
か
と
き
か
れ
る
と
返
事

たけか̂
むり

ふし

に
困
る
。
竹
冠
が
つ
い
て
い
る
か
ら
竹
の
節
の
規
律

わけ

良
さ
に
な
ぞ
ら
え
た
の
だ
ろ
う
、
な
ん
て
訳
の
わ
か

せ
つ

ら
な
い
説
明
を
し
た
り
す
る
。
漢
和
辞
典
で
節
を
引

ほどあ
い

く
と
、
｢物
事
の
一
段
落
･物
の
程
合
｣
と
あ
る
。
節

は

の
字
の
ど
の
場
合
に
も
当
て
嵌
ま
る
解
釈
だ
が
、
こ

れ
を
そ
の
ま
･
忠
節
と
か
貞
節
の
解
釈
に
つ
か
う
と

忠
や
貞
の
一
段
落
又
は
程
合
に
な
っ
て
何
か
ぎ
こ
ち

な
い
。
こ
れ
ら
熟
語
に
節
の
字
を
つ
け
る
の
に
は
、

ず
いたくせ
つ

ほ
か
に
理
由
が
あ
り
そ
う
だ
。
易
の
水
澤
節
を
ヒ
ン

ト
に
し
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

天

易
は
八
卦
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
然
現
象
を
霊

地
水
火
凰
雷
山
澤

田
粥
霊
霊
霊
離
薑
の
八
つ
に
分
け
、
そ
れ
を
自
乗

(8
×
8
)
し
た
六
四
卦
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
一
つ
に
水
と
澤
を
組
み
合
わ
せ
て
節
と
名
付
け
る

か

す
いたく
せ
つ

卦

(蝿
盟
節
)
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
水
は
川
の
水

の
こ
と
で
、
澤
は
そ
の
水
が
溜
る
場
所
の
こ
と
で
あ

る
。
澤
に
水
が
溜
る
の
は
、
そ
こ
だ
け
地
形
が
凹
ん

で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
凹
み
は
場
所
/
＼
に
よ

っ
て
違
う
か
ら
、
水
の
溜
る
具
合
は
澤
に
よ
っ
て
異

る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
観
念
と
し
て
把
え
る
と
、

｢そ
れ
ハ
＼
の
澤
に
は
、
水
を
受
け
入
れ
る
容
量
に

違
い
が
あ
る
｣
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
の
観
念

を
人
事
即
ち
人
の
事
に
当
て
嵌
め
る
と
、
人
は
個
性

と
か
能
力
の
違
い
か
ら
物
事
を
受
け
入
れ
た
り
理
解

す
る
の
に
程
度
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

せ
つ

り
く
っ

こ
れ
を
認
め
て
や
る
の
が
節
だ
と
い
う
。
話
が
理
屈

ぼ
く
な
っ
て
来
た
の
で
、
先
き
ほ
ど
の
忠
節
と
か
貞

節
に
こ
の
考
え
を
当
て
嵌
め
て
み
た
い
。

天
皇
に
忠
を
尽
す
こ
と
は
、
明
治
か
ら
昭
和
の
敗

戦
ま
で
日
本
人
の
精
神
的
支
柱
と
な
っ
て
い
た
。
明

治
初
期
に
作
ら
れ
た
軍
人
勅
論
に
｢軍
人
は
忠
節
を

尽
す
を
本
分
と
す
べ
し
｣
と
い
う
の
が
あ
る
。
忠
義

と
言
わ
ず
忠
節
と
言
っ
た
の
は
、
軍
人
は
持
ち
場
持

ち
場
で
個
性
や
能
力
に
応
じ
た
忠
を
尽
く
せ
と
言
っ

て
い
る
の
で
、
選
択
の
余
地
の
な
い
忠
義
と
は
一
味

違

っ
た
味
わ
い
の
あ
る
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
が
、

昭
和
に
入
っ
て
忠
節
が
個
性
を
認
め
な
い
忠
義
に
な

ぎょくさ
い

て
いせ
つ

っ
て
一
億
玉
砕
に
ま
で
行

っ
て
し
ま

っ
た
。
貞
節
の

貞
と
は

｢正
し
い
こ
と
｣
の
意
だ
が
節
を
つ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
個
性
と
能
力
に
よ
っ
て
自

分
が
選
ん
だ
正
し
い
こ
と
。
こ
れ
が
貞
節
の
意
味
で

あ
る
。
節
度
と
は
そ
の
人
の
個
性
と
能
力
に
よ
っ
て

し
よ

選
択
し
た
自
身
の
身
の
処
し
方
の
こ
と
で
あ
る
。
季

節
と
は
自
然
の
変
化
を
自
分
の
個
性
と
能
力
で
ど
う

感
じ
と
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ず
いたく
せ
つ

易
占
術
で
使
う
水
澤
節
の
格
言
に
、作

し奔
目
隙
之

意

(あ
な
を
つ
く
り
て
、
み
ず
か
ら
お
ち
る
の
い
)

と
い
う
の
が
あ
る
。
節
の
よ
う
に
自
分
の
個
性
や
能

力
に
合
っ
た
行
動
の
規
律
を
持
つ
の
は
よ
い
が
、
目

たか
のぞみ

身
の
本
質
を
忘
れ
つ
い
/
＼
高
望
し
、
そ
の
実
現
に

自
分
自
身
が
苦
労
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
要
注
意
と

い
っ
て
い
る
。
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